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International Life Sciences Institute. ILSIは、 1978年にアメリ力で設立され

； た非営利の団体です。 ； 

ILSIは、健康・栄養・安全性－環境に関わる問題の解決および正しい理解を目指す

とともに、今後発生する恐れのある問題を事前に予測して対応していくなど、活発

＠ な活動を行っています。現在、世界中の400社以上の企業が会員となって、その ＠ 

活動を支えています。

： 多くの人々にとって重大な関心事で、あるこれらの問題の解決には、しっかりとした

＠ 科学的アプローチが不可欠です。 ILSIはこれらに関連する科学研究を行い、あるい

は支援し、その成果を会合や出版物を通じて公表し、啓蒙に役立てています。その

活動の内容は世界の告方面から高く評価されています。 ： 
また、 ILSIは、非政府機関（NGO）のーっとして、世界保健機関（WHO）とも密接な

： 関係にあり、国連食糧農業機関（FAO）に対しては特別アドバイザーの立場にありま

： す。アメリ力、ヨーロッパをはじめ各国で、国際協調を目指した政策を決定する際

には、科学的データの提供者としても国際的に高い信頼を得ています。

： 特定非営利活動法人国際生命科学研究機構（！LSIJapan）は、！LSIの日本支部として

1981年に設立されました。！LSIの一員として世界的な活動の一翼を担うとともに、

日本独自の問題にも積極的に取り組んでいます。 ； 
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食品中の微量な発がん物質：ホルミシスと闇値

食品中の微量な発がん物質：
発がんホルミシスと闇値

中央労働災害防止協会

日本バイオアッセイ研究センタ

所長

福島昭治

Hormesis is defined as a biphasic dose-response relationship in which a chemical exerts opposite effects 

dependent on the dose, thus exhibiting a J-shape curve for its biological effects. In a medium-term rat 

liver bioassay for carcinogenicity, a non-genotoxic carcinogen, phenobarbital inhibited the development of 

diethylnitrosamine-initiated preneoplastic lesions at low doses, while high doses exhibited promoting activity 

showing hormesis and resulting in a carcinogenic threshold. In case of genotoxic carcinogens, there also may be 

the possibility for existence of carcinogenic hormesis. The carcinogenic studies supporting such view are desirable 

and the results will contribute to carcinogenic risk assessment in food. 

ホルミシス（hormesis）とは、生体にとって有害作用

を示すものが、低用量では逆に有益な効果をもたらすこ

とを意味する概念である。放射線の研究領域で初めて提

唱されたもので「低線量の放射線では高線量で起こる障

害とは異なる効果、すなわちがんの発生が抑制される」

という現象である。現在では薬理学、毒性学、さらに臨

床医学等で話題になっており、抗がん剤による治療でも

この現象を示すものがあると報告されている。このホル

ミシスをめぐっては、国際ドースレスポンス学会でその

研究成果が活発に議論されている。

化学物質の毒性は一般に S字状曲線で表され、低用量

域では、ある量で反応がなくなる直線で示される。すな

わち、閥値があり、毒性を示さない最大の用量が求めら

れる。一般に無毒性量（NOAEL)または無影響量（NOEL)

といわれているもので、 NOAELまたは NOELを求める

作業がリスク評価にとって重要である。ところで、ホル

ミシス現象を示す化学物質は低用量域では直線ではなく、

J字状曲線を示すことになるロ

Carcinogens in Food: 

Carcinogenic Hormesis and Threshold 

さて、化学発がん物質は DNAに障害作用をもっ遺伝

毒性発がん物質とそうでない非遺伝毒性発がん物質に分

けられる。発がんリスク評価では、理論的に遺伝毒性発

がん物質は Oに辿る直線、すなわち閲値がない（実際に

はそれほど単純ではなしミ）。一方では非遺伝毒性発がん物

質は閲値があるとのことで対応され、我々の環境下にあ

る化学物質は管理されている。

私は大阪市立大学時代から今日まで発がん闘値をテー

マに研究を進めてきた。その過程で面白い発がん現象を

見出した。それは発がん闇値があるとして、評価および

管理されている非遺伝毒性発がん物質に本当に閥値が存

在するかを実験的に証明しようと、臨床で鎮静剤として

使用されているフェノパルビタールのラット肝臓におけ

る発がん性を検討した。用いた方法は通常の長期発がん

性試験ではなく、化学物質の発がん性を早期に検出でき

る発がん中期検索法である。その結果で分かったことは

高用量では確かに肝臓がんを発生させるが、臨床用量よ

りさらに低い用量では逆にがんの発生を抑制させたこと

SHOJI FUKUSHIMA, M.D., Ph.D. 

Director 

Japan Bioassay Research Center 

Japan Industrial Safety & Health Association 
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である。まさしく発がん曲線はJ字状であった。すなわち、

ブェノパルビタールの肝臓発がん作用にはホルミシス現

象があるとLEう事実であり、非遺伝毒性発がん物質に闇

値があることを確実に証明した。

さらに、そのメカニズムを追究してみると、フェノ

パルビタールで誘導される細胞増殖にかかわる遺伝子

mRNA増幅の程度が高用量と低用量で差があるのみでは

なく、誘導される遺伝子の種類そのものがちがっている

ことがわかった。そのことが高用量と低用量における細

胞増殖のちがいに影響を及ぼし、ホルミシス現象をもた

らしたと解釈している。

イギリスのドール卿らやアメリカ国立がん研究所の疫

学的観点からの報告によると、化学物質ががんの原因の

大半を占め、それが定説となっている。化学物質といっ

ても食事要因や煙草によるものがそれぞれ30%強を占め

る。確かに焼け焦げの中に含まれるヘテロサイクリック

アミン、加工食品の中の不純物としてのNーニトロソ化

合物、豆類の汚染物質であるアフトラキシンなどの発が

ん性が動物実験で見出されている。その他食品中には多

数の発がん物質が含まれていると想定されており、疫学

的に証明されてはないが、動物実験で見出された発がん

物質がヒトのがん発生に影響を与えると見るのが妥当で

ある。しかし、一方ではへリコパクタ・ピロリ菌による

胃がんの発生を始めとして、生物学的要因がヒトがんの

原因としてクローズアップされてきている。

エームス博士は、遺伝毒性発がん物質とそうではない

非遺伝毒性発がん物質をあわせると、人は食品を介して

1日、約l.5gの発がん物質を摂取していると、かつて報

告している（そのうちの多くは非遺伝毒性物質であるが）。

ならば、それらが実際にヒト発がん発生にどれほど影響

を及ぼしているのであろうか。一般に遺伝毒性発がん物

質には闘値がないことからすると、微量であっても理論

的には影響を及ぼす。しかし、遺伝毒性発がん物質にも

DNA修復、代謝および生体防御機構の克進等が低用量で

起こることがあり得るのではないか。それが遺伝毒性発

がん物質にもホルミシスがあるという証明になる可能性

があるとするのは夢物語であろうか。

筆者らは、ヘテロサイクリックアミン、 Nーニトロソ

化合物の遺伝毒性発がん物質には、少なくとも実際的闘

値が存在するということを発がん実験事実を基盤にして

提唱している。 Nーニトロソ化合物等の食品中の不純物

質に対して、闘値論を背景にして、リスク評価、管理す

2-ILSI No.98 (2009.8) 

るのは現実的にはどうしても無理がある。実際的に闇値

があるとして評価し管理する方が、よほど現実的である。

料理によって発生するヘテロサイクリックアミン等の発

がん物質についても許容できる量があると認識すること

が大事で、ある。

発がんリスク評価の面で、解決すべき次のテーマは複

合影響である。高用量の発がん物質を用いた発がん研究

で、発がん物質の複合投与による相乗作用が指摘されて

おり、低用量でも相乗作用はあるのか、また一方では、

高用量の発がん物質の組み合わせによっては桔抗的に作

用し、本来もっている発がん性が減弱することが知られ

ており、微量の場合の措抗作用はあるのか等の疑問が、

従来から取り沙汰されている。ヒトへの発がん影響に未

知の課題であり、それが実際的関値の存在を左右するこ

とにもなりかねない。ホルミシス研究を精力的に進める

とともに低用量発がんにおける複合作用を検討し、それ

を解決する必要がある。

略歴

福島昭治（ふくしま しょうじ）医学博士

1967年名古屋市立大学医学部卒業
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1977年マサチューセッツ大学医学部病理学教室留学

1979年名古屋市立大学医学部第一病理学教室講師

1980年名古屋市立大学医学部第一病理学教室助教授

1990年大阪市立大学医学部第一病理学教室教授

2002年大阪市立大学大学院医学研究科長・医学部長

2006年大阪市立大学定年退職、大阪市立大学名誉教授

中央労働災害防止協会日本バイオアッセイ研究

センタ一所長現在に至る
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アマニ油の機能性と安全性

アマ二油の機能性と安全性

日本製粉株式会社

ヘルスケア事業部

次長

小野治三郎

アマニ（亜麻仁）は、亜麻科の種子で、それから得た油脂をアマニ油と呼ぶ。アマニ油は、 αーリノレン酸が 50%

以上という数少ない貴重な n-3系指肪酸リッチな食用油である。ここでは、アマニ油の機能性や安全性を記述する。

2004年から 2005年にかけて日米の公的機関から相次いで、αーリノレン酸（ALA）についてのヘルスクレームが発表さ

れた。米国 FDAは、 ALAを含むオメガ 3系脂肪酸が心臓疾患のリスクを減少するというヘルスクレームを承認し、

日本の厚生労働省は、 n-3系脂肪酸の目標摂取量を制定した。

四半世紀以前に、アマニ油の特異的な効能を示す研究として、「ガン治療に関するゲルソン療法Jと「ルディン博

士のぺラグラ症状へのアマニ油の用量依存的な効用 jがあった。

その他に、アマニ油は、アレルギーや生活習慣病などの効用も期待されており、 n-6/n-3比率の低減化に関心が深まっ

ている。

アマニの食経験は日本では始まったばかりであるが、世界中では年間 40万トン以上が消費されている。アマニ油を

多量摂取した場合の安全性については充分な報告はないが、通常の量での安全性には問題ないと思われる。アマニ油

のマウスによる急性毒性試験では、食品として非常に安全な物質であることがわかった。

＊ ＊ ＊ $ 寧 ＊ 取 調ド ＊ 割前 ＊ 本 当ド ＊ 事 ＊ 耳障 ＊ 牟 ＊ 

<Summary> 

Flaxseed (Linum usitatissimum) is reported to be one of the oldest cultivated plants. Countries in Europe, 

particularly Germany, consume high volumes of flaxseed and flaxseed products. In the U.S., a letter仕omthe 

White House to the Departments of Health and Human Services (HHS) and Agriculture (USDA) supporting 

increased consumption of omega-3 fatty acids, helped trigger greater awareness. As a result, the consumption of 

flaxseed has tripled over the past three years. 

In Japan, however, consuming of flaxseed has never been a custom. In fact, both flaxseed and flaxseed oil had 

long been considered toxic in Japan, and were therefore not used in food. Use was largely limited to industrial 

purposes. The first use in food was in the early 1900’s when a small amount of flaxseed oil was imported from 

North America for health supplement purposes. Currently, flaxseed oil is becoming popular for use as a food 

ingredient and not just as a cooking oil. It is now widely known to be a m句orsource of omega-3 fatty acids. 

This article examines the functional properties and safety of the flaxseed oil. Alpha linolenic acid, ALA, is the 

major component of flaxseed oil. Consumption of ALA shows great potential for benefiting cardiovascular disease. 

Functional Properties and Safety of Flaxseed Oil JISABURO ONO 
Deputy General Manager 

Health Care Division 

Nippon Flour Mills Co., Ltd. 
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アマ二油の機能性と安全性

ALA also improves the fatty acid composition of cell membranes and inhibits the release of pro-inflammatory 

eicosanoids, which are among the many factors that control tumour cell growth and modulat巴 apoptosis.

The safety of flaxseed and flaxseed oil has been well documented, including use of the AMES test. The author 

has con白rmedthe acute toxicity using domestically availabie flaxseed and flaxseed oil. 

1. はじめに

亜麻は亜麻科の一年生草本で高さ約 lmまで成長する。

夏ごろに小さな青紫色がかった白色の花を咲かせる。亜

麻の種子をアマニ（亜麻仁）、種子から得た油脂をアマ

ニ油と呼ぶ。アマニの形状は、肩平な楕円形でゴマより

一回り大きく、表面がつるつるしている。アマニは種子

の色で大別してブラウン種（褐色）とイエロ一種（黄色）

に分けられる。

古くは石器時代のスイス湖楼人遺跡から発見され、人

類が初めて栽培した植物のーっといわれ、古代人がその

繊維と種子を利用していたとの記録がある。紀元前 3000

年から 2000年頃にはエジプ卜で栽培されていたようで、

亜麻の茎の繊維分からは布地が作られ、エジプトではミ

イラを包む布としても利用されていた。シーツやテーブ

ルクロスなどの布地をリネンあるいはリンネルというの

は亜麻の学名 （Linumusitatissimum L）からきている。

食品としてのアマニの特徴は、油含量が 40%であり、

アマニ油

なたね油

大豆油

コーン油

米ぬか油

ソフトヲイプ・マ ガリン

ショートニング

ラード

オリーブ油

高リノール酸紅花油

錦実油

ごま油

高オレイン酸紅花油

パーム油

牛I旨

有塩パ$1-

そのうちの半分以上が αーリノレン酸であるとと、水溶性

および非水溶性の両方の食物繊維が 20%以上含まれてい

ること、そして植物性リグナンを最も多く含んで、いるこ

とである。本稿では、アマニ油の機能性や安全性につい

て記述する。

2. アマニ油の特徴

アマニ油は、エゴマ油およびしそ油と並んで (1－リノ

レン酸（ALA）を最も多く含んでおり、北米の食事の中

では最大の ALAの供給源である。油中の ALA含量は

50%以上である。

図 lは、主な油のいろいろな脂肪酸含有量を比較した

ものである。

ALAの含有量が高いため、アマニ油は、フライ油等

の加熱調理には向かない。

・飽和脂肪
酸

"1価不飽
和指肪酸

ロオメガ6

ロオメガ3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

図 1 脂肪酸組成の比較

Figure 1 Comparison of Fatty Acid 

＊アマニは日本アマニ協会発行、“アマニーその健康と栄養に関する小冊子、第 4版 11のデータ。

その他は日本食品標準成分表（五訂）による。

＊オメガ 3とオメガ6の比率が重要で、あるが、いかにオメガ6が多いかがご理解いただけると思う。

* Composition of flaxseed oil was taken from the Flax Primer book, published by the Flax Council of Canada. Fatty acid 
of the other oil is taken from the Standard Food Composition table of Japan, published by the Japanese Ministry of 

Health, Labour and Welfare. 

* Blue colour denotes Omega 6 and yellow the Omega 3. Please note Omega 6 is the major oil in Japan while Omega 3 oil 

is relatively rare. 
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3. n-3系指肪酸（オメガ 3）の食事摂取基準

とアマニ油

厚生労働省は、増大する心疾患対策のため、食事摂取

基準 2005年版に n-3系脂肪酸目標摂取量を策定した。

摂取量や目安量の設定には、平成 13年国民栄養調査の

粗データ・ベースから算出された性別、年齢階層別の摂

取量中央値（50パーセントタイル値）が用いられてい

る。n-3系脂肪酸は多く摂取すると虚血性心疾患が減少

するとの報告が多く、 18歳以上の摂取目標量は 2.0～

2.9g／日、以上となっている I)。

一方、米国の食品医薬品局（FDA）は、 2004年に食

品のラベルにおいて「ALAを含むオメガ 3系脂肪酸が

心臓病疾患のリスクを低減するJというヘルスクレーム

を承認した 2）。米国では、その前年の2003年に当時のブッ

シュ大統領が、増大する心臓病疾患リスクを軽減するた

め、国民がもっとオメガ 3系脂肪酸の摂取を進めるよう

に促した書簡を米国保健社会福祉省（HHS）や米国農務

省（USDA）に送っていた。この影響からか、米国の自

然素材摂取者の利用率でアマニ油は、 2002年のランク

外から 2007年では第 4位に躍進した。この間に米国で

アメリカで注目を浴びる

アマ二油の機能性と安全性

はアマニの食品への使用が 3倍も上昇したと言われてい

る（図 2）。

4. アマニ油の機能性

アマニ油摂取と各種疾患に関する疫学的研究はまだ多

くないため、アマニ油に多量に含まれる ALAやアマニ

についての研究を中心に記述する。

( 1）循環器疾患 （CVD）とALA

循環器疾患は北米における死因の第ーである。ALA

やアマニについての循環器疾患に対する予防有効性につ

いては多くの論文が発されている 3）。

ALAは一部腸内細菌によって、 エイコサペンタエン

酸（EPA）、ドコサヘキサエン酸（DHA）に変換される。

心疾患の予防には 2～ 3g／日のALA （アマニ油に換算

すれば 5g程度）の摂取が勧められている。国内では、

徳島大学大学院ヘルスパイ オサイ エンス研究部から、ア

マニ油摂取により smalldens巴 LDLおよび中性脂肪濃度

が低下したとの実験結果が報告されている 九

“n-3系脂肪酸”と“アマニ”

2007 2002 
エキナセア 40.3% 

2 高麗人参 24.1% 

3 イチョウ葉 21.1児

4 ニンニクサプリメント 19.9弘

5 グルコサミン 14.9九

!'I. 6 セントジョンズウオート 12.0九

7 ペパーミント 11.8犯

8 n-3系指肪酸 11.7% 

9 ショウガサプリメント 10.5九

10 大豆サプリメント 9.4九

2007隼米国における自然素材複耳望者における利用率

（米NCCAM：国立補完代嘗医療センター鶏べ、 2008隼12月）

図2 アメリ力におけるアマ二油

Figure 2 Flaxseed oil in the U.S. market 

Omega 3 ranked first among the NCCAM research of the natural ingredient in 2007 

Flaxseed oil was not among the top 10 rank in 2002 but appeared as the 4th in 2007 research. 
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アマ二油の機能性と安全性

(2）ガンの予防と ALA

ALAは細胞膜の脂肪酸組成を改善し、炎症を助長す

るエイコサノイド放出を阻害する。これは、腫蕩細胞の

増殖を制御し、アポトーシスのサイクルを調節する多く

の要因の 1つである 5）。マウスに肝ガンを移植した研究

では、 ALAは腫癌の血禁からの脂肪酸の取り込みをブ

ロックし、リノール酸が腫蕩成長促進物質へ変換するの

を防御する点で EPAと同様に有効であった 6）。アマニ

のガン予防効果に関しては、日本アマニ協会編の「アマ

ニjに詳しく紹介されている 7）。ガンに関しては、もう

1つゲルソン療法について記述する。ゲルソン療法とは

シュパイツアー博士の親友として知られるドイツ生まれ

の米国人マックス・ゲルソン博士が 1930年代に開発し

た治療法で、ガンを全身の栄養障害・代謝障害ととらえ、

食事を変えることによってガンを退縮させたり、再発を

予防する治療法のことである。複雑な治療法の中で食用

油としてはアマニ油のみが用いられた 8）。

(3）その他

1980年代初期、米国のルディン博士による総合ビタ

ミン剤によって症状が改善しないペラグラ（皮膚炎・下

痢・痴呆）の症例報告が（？）あり、アマニ油を摂取す

ることにより用量依存的に精神・神経症や下痢症状が抑

えられた 9）。

5. アマニ油の安全性

アマニの食経験は日本では始まったばかりであるが、

世界全体では年間 40万トン以上が食用に消費されてい

る。北米では、アマニ粉末として 8～ 16g／日を成人摂

取量としており、その中には約 3.4～ 6.8gのアマニ油

が含まれる 10）。

アマニは、人類が初めて栽培した植物の一つでもあ

り、欧米での食習慣が定着し、特にドイツでは年間一人

平均 lkgと日本人のゴマ摂取量に匹敵するほどアマニ

を食している。アマニ油を多量摂取した場合の安全性に

ついては充分な報告はないが、通常の量での安全性には

問題ないと思われる。アマニ油のマウスによる急性毒性

試験では、食品として非常に安全な物質であることが示

された 11）。アマニ油としてではなくアマニとしてのデー

タであるが、ブラインシュリンプ検定試験やエイムズ試
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験においても有害性は無かった 12）。また、ローストア

マニの急性毒性やエイムズ試験でも安全な物質である

ことが示されている 13）。

6.アマニ油の食品用途使用例

日本におけるアマニ油の食用向けの消費は 1990年代

から北米等からの少量の輸入で始まった。主にサプリメ

ント的使用が多かったが、 2000年代に入り、食品用途

での使用が活発となり、現在では調理用ではなく“食べ

る油”として定着している。特に女性の聞では、メタボ

リツクシンドロームの予防に役立つ油として人気を高め

ている。詳しいレシピや摂取方法は、日本アマニ協会や

筆者所属会社のホームページに記載されている 14）。

7.後記

石油エネルギーの恩恵を含めた過去 150年にわたる農

業生産技術の進歩により、脂肪の摂取パターンは大きく

変わってきた。特にトウモロコシ、ヒマワリ、大豆など

が安価で豊富に供給されたことにより、それらを原料と

した植物油やその植物油を使用したマーガリンなどが普

及し、オメガー6系の脂肪酸の摂取量が増大した。と同

時に、 トウモロコシと大豆粕が畜産飼料の主たる原料と

して使用されたことも、その増大の一因をなしている 15）。

この様に、現代の食事ではオメガー6系脂肪酸の摂取

が多い傾向にあり、オメガー3系との比率バランスが崩

れている。ちなみに、旧石器時代の比率は 1:1であった

と推測されている。

いろいろな油の研究が進むにつれて、油のおいしさと

しての価値とともに健康のために必要な油を選んでいく

時代に入ったと感じる。 ALA高含量のアマニ油やアマ

ニが現代の生活習慣病の予防に貢献できることを期待し

たい。
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わが国チャ遺伝資源の現状と今後のあり方

わが国チャ遺伝資源の現状と今後のあり方

（独）農業食品産業技術総合研究機構野菜茶業研究所

前茶業研究官

武田善行

わが国のチャ遺伝資源、の保存数は約 6700点である。これらは農業生物資源研究所のジーンパンクに登録され、野

菜茶業研究所を中心に保存されている。保存遺伝資源は国内収集が 75%、海外収集が 25%である。海外導入種は中園、

インド、スリラ ンカ、ミャンマーなど 10数カ国から導入したアッサム種、中国種およびア ッサム雑種（アッサム種と

中国種の交雑種）である。

遺伝資源を有効に活用するためには特性調査が重要である。日本の在来種は病害虫抵抗性、品質（滋昧・香気）、機

能性成分など多くの形質で海外からの導入種に比べ極めて変異が小さいのが特徴である。遺伝資源の充実のためには

多様な変異を持つ海外遺伝資源の導入が重要で、ある。

遺伝資源を活用した品種の育成では日本の在来種とインドから導入したアッサム種との交雑から多くの優良な紅茶

用品種が育成された。最近ではクワシロカイガラムシ抵抗性品種の育種や成分育種の分野で海外導入種が有効に活用

されている。

今後重要なことは遺伝資源の充実、国際的なネットワークの構築、異分野研究者との連携、遺伝資源研究者の養成、

遺伝資源利用体制の整備である。

＊＊ ホ ＊ ＊ ＊＊＊＊＊＊本＊＊本＊＊＊＊＊

<Summary> 

There are 6,700 accessions of tea genetic material in Japanese gene banks. They are preserved in the NIVTS 

(National Institute of Vegetable and Tea Science) and registered in the gene bank of the NIAS (National Institute 

of Agro biological Science). These materials ar巴75%domestic origin and 25% foreign origin. Those of foreign origin 

are Assam varieties, China varieties and hybrids of Assam and China varieties. These were introduced from more 

than ten countries, including China, India, Sri Lanka and Myanmar. 

It is very important to make clear the characteristics necessary for effective use of genetic resources. The 

tea varieties of domestic origin show very little variation in characteristics related to resistance to diseases 

and insects, quality (taste and aroma) and components displaying physiological properties. It is thought to be 

necessary to add the diversity, by utilizing the accessions from foreign countries, especially China and Southeast 

Asia to improve the genetic resources of Japan. 

Many cultivars for black tea have been developed as crosses between Japanese domestic cultivars and Assam 

cultivars introduced from India. In recent years, cultivars of foreign origin have been widely used in breeding for 

The Genetic Resources of Tea in Japan: 

Present and Its Future Ideal State 
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わが国チャ遺伝資源の現状と今後のあり方

increased resistance to mulberry scale and for additional components displaying physiological properties. 

Hereafter it is important that Japanese gene banks holding tea resources expand genetic diversity, construct an 

international network of gene banks, cooperate with researchers in differ巴ntfields, train new experts in genetic 

resource science and improve the current accession system. 

1. チャ遺伝資源の範囲

チャ （Camelliasinensis (L.)0.Kuntze）はカメリア属

(Camellia）の中でチャ節（SectionThea）に属する種

(species）である。カメリア属の分類では、古くは Seal/>

の分類が有名であり、そこではチャ節にチャを含む 5種

が記載されている。その後、張宏達2）が17種を記載し、

最近では閲天禄3）がチャを含む 11種に分類している。現

在、中国では植物分類学の体系的整備が進められており、

Flora of China4＞によればチャ節にはチャを含む 11種が

記載されている。今後この分類がカメリア属の分類の標

準になっていくものと思われる。

わが国ではチャは更に 2つの変種、すなわちア ッサ

ア

ム種（var.assamica）と呼ばれる大葉種と中国種（var.

sinensis）と呼ばれる小葉種に分類されるのが一般的で

あり、わが国の在来種と呼ばれる一群は中国種に属する。

この両変種聞には形態的、生理 ・生態的および葉内の含

有化学成分の面で遣いが認められるが、この両変種聞の

変異は明確に区別できるような不連続なものではなく、

連続的な変異を示す（図 1）。これは両変種聞に明瞭な

生殖的隔離が認められず自由に交雑できることによる。

チャとカメリア属内の他種との種間交雑親和性はチャ

節内の種以外では極めて低いか不可能なものが多ps＞。

乙のことから利用面を考えると現状においてはチャ遺伝

資源の範囲はカメリア属のチャ節を中心に進めるのが現

実的である。
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Figure 1 Distribution of the leaf length and leaf width in the tea genetic resources 
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わが国チャ遺伝資源の現状と今後のあり方

2. わが国チャ遺伝資源の収集・保存の状況

わが国のチャ遺伝資源の保存数は約 6,700点である。

これらは（独）農業生物資源研究所のジーンパンクに登

録され、（独）農業・食品産業技術総合研究機構 ・野菜

茶業研究所（以後野菜茶業研究所と称す）を中心に圃場

で保存されている。

保存遺伝資源はほとんどすべてがチャであり、その内

容は国内遺伝資源 75%、海外遺伝資源 25%である。国

内遺伝資源は日本各地から収集した日本在来種とそれら

の交雑青成系統であり、海外導入種は中国、インド、ス

リランカ、ミャンマーなど10数カ国から導入したア ッ

サム種、中国種およびア ッサム雑種（アッサム種と中国

種の交雑種）である（図 2）。

海外から導入した遺伝資源、の中には明治時代初期の

1878年（明治 11年）に農商務省の多田元吉によってイ

ンドから導入されたア ッサム雑種の種子に由来する材料

も含まれており、茶が当時生糸とともにわが国の重要な

輸出産品として国策で産業振興が図られていたことを偲

ばせる。

-=> """ 

－0
0
 

ロ
アッサム種 800

アッサム維種 100

中国種（導入） 600 

3.特性評価と遺伝資源の多様性

ジーンパンク事業におけるチャの特性評価は一次、 二

次、 三次評価があり、それぞれに必須形質と選択形質に

分かれている。一次特性形質は主に形態的特性で植物分

類上の指標となる。これには樹姿、樹形、新葉、成葉、

花に関する形質が含まれる。

二次特性形質は生理・生態的特性で栽培上重要な形質

がここに含まれる。これには生育特性、病害虫抵抗性、

耐凍性などの形質が含まれる。

三次特性形質は収量、品質、成分に関する形質で収量、

茶種適性、製茶品質などの生産に関する形質やカフェイ

ン、タンニン、アミノ酸含有率などの成分に関する形質

で構成されている。

また、必須形質は栽培上あるいは利用上重要性が高く

必ず調査すべき形質であるのに対し、選択形質は必ずし

も全部調査しなくても良い形質となっている。

遺伝資源、の特性評価では栽培、生産、利用に直接関係

する形質である耐凍性、病害虫抵抗性（以上二次特性）、

収量、製茶品質、カフェインおよびタンニン含有率（以

‘ ~ 、

？？ 
// 

（~ 中国種（日本
＼ノ在来） 1500 

圏内育成系統3700

合計保存数6700系統

、

図2 わが国チャ遺伝資源の主な収集地域

Figure 2 Collection sites of the tea genetic resources in Japan 
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わが国チャ遺伝資源の現状と今後のあり方

サム種はいずれも大部分が抵抗性を示し著しい違いが認

められる6) （図 4, 5）。

耐虫性の評価は現在、実用上、利用可能な検定法が確

立されていないため自然発生の被害調査に基づいて評価

が行われている。このため正確な評価を行うためには発

生年の数次に亘る反復を必要とするため全体的に評価が

進んでおらず、評価の精度も劣るのが現状である。

収量は 1アール（ a）当たりの収量の他に収量構成要素

上三次特性）などが重要で、ある。

耐凍性はアッサム種が弱く、ほとんどが弱～中である

のに対し、中国種は中～強を示し明陳に異なるが、前記

の成葉の大きさの形質と同様その分布は連続的である6)

（図 3）。

耐病性では炭痘病と輪斑病が実用上重要な病害であ

これらの病害に対して日本在来種は弱～強まで存在る。

し変異が大きいのに対し、海外から導入した中国種、アッ

アッサム種

3
2
2
1
1
 

8 7 6 5 4 3 2 

導 入 中 国 種

3()(コー「
250+ 
200十
150寸－
1C氾＋
50寸・
O寸ー

8 ア6 5 

日本在来種

4 3 2 

BOO寸－

6()(コ寸－

4(わ寸ー

200寸m

O寸ー

8 7 6 5 4 3 2 

5童

図3 遺伝資源の耐；束性の変異

Figure 3 Variation of the cold hardiness in the genetic resources 

~~ 

強

700 

600 

300 

100 

500 

400 

200 

4 5 6 7 

日本在来種

3 7 3 4 5 6 

導入中国種

7 3 4 5 6 

アッサム種

。

図4 遺伝資源の炭痘病抵抗性の変異

Figure 4 Va「iat旧nof the resistance to tea anthracnose disease in the genetic resources 
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性，翁I 纏病性 憶病性

アッサム種 導入中国種 日本在来種

図5 遺伝資源の輪斑病抵抗性の変異

Figure 5 Variation of the resistance to tea gray b「ightdisease in the genetic resources 

である単位面積あたりの芽数や百芽重などが調査される。

製茶品質は緑茶、ウーロン茶（半発酵茶）の場合、

50g程度の生葉を使用して微量製茶機で製茶し、官能検

査で評価するのが一般的である。紅茶では簡易法として、

品質と高い正の相関を有するクロロホルムテストによる

検定が行われている。これは新芽を少量のクロロホルム

液の入った密閉容器に入れ、 1～ 2時間後に取り出して

新芽の赤褐色への変色程度により判定を行う。この原理

はクロロホルムにより細胞膜の半透性が失われて皮層細

胞中の酸化｜素と液胞中のポリフェノール物質が反応し

て酸化が始まることを利用して紅茶品質と相関の高い発

酵性を判定するものである。また、直接品質を判定する

方法として 20g程度の生薬を磨り潰す生葉揺潰（らいか

Lミ）法で製茶したものを官能評価する方法がある。

成分特性では全窒素、アミノ酸、カフェイン、タンニ

ンなどの成分があり、それぞれ所定の分析法7）で定量さ

れるが、近年では近赤外分光分析計の精度が向上し、し

かもこれらの成分が同時に定量可能で、あることから、こ

ちらを採用している場合も少なくない。

アッサム種と中国種の分類ではタンニンとカフェイン

が重要な成分となる。チャのタンニンはほとんどがカテキ

ンによって構成されており、茶の渋昧の重要成分である。

アッサム種のタンニン含有率は 17.5～ 20.0%の範囲

に最も多く分布するが、海外から導入した中国種では

15.0～ 17.5%に最も多く分布する。同じ中国種に属す

る日本在来種は海外から導入した中国種に比べてタンニ

12一一 ILSINo.98 (2009.8) 

ン含有率が低く、 12.5～ 15.0%の範囲に最も多く分布

する。乙の結果、インド、ミャンマ一地域のア ッサム種

から中国本土の中国種、そして日本の在来種へと東進す

るに従ってタンニン含有率が低下する一種の形質傾斜

(Cline）が認められる8) （図 6）。

茶の苦味成分であるカフェインの場合もタンニンと全

く同様の傾向が認められ、日本の在来種が最も低く、同

様な形質傾斜が見られる8) （図 7）。

チャ遺伝資源、の特性調査の結果から日本在来種の特徴

は海外導入種に比べて極めて変異が小さいのが特徴であ

る。これは日本のチャは中国から繰り返し導入されたに

もかかわらず狭い地域の限定された材料に由来し、渡来

過程でボトルネック効果が働いたのではなLミかと推測さ

れている。このため、わが国の遺伝資源充実のためには

原産地と目される中国南西部から東南アジアの遺伝資源

の導入が必要である。

4. 遺伝資源を利用した品種の育成

海外導入種を利用したチャ品種の育成は既に明治初

期に始まり、 100年を超す歴史がある。チャの育種が

このような早い時代に開始されたのは、明治時代には

緑茶は生糸とともに輸出の中心であったことによる。

政府は茶の輸出を伸ばすために紅茶の輸出が必須と考

え、インド等から多琶の種子を導入して育種を開始し
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図6 遺伝資源のタンニン含有率の変異

Figure 6 Variation of the tannin content in the genetic resources 
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Figure 7 Variation of the caffeiine content in the genetic resources 

た。これが耐寒性のある国産紅茶用品種育成の始まりで

ある。最近では、海外遺伝資源は病害虫抵抗性育種や

成分育種の分野においてその重要性が注目されている。

(1）国産紅茶用品種の育成

紅茶に適する品種はカテキン含有率が高く、発酵に関

与する酵素のポリフェノールオキシダーゼ活性が高い

ことが要求される。中国種に属するわが国の在来種はこ
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れらの条件がアッサム種に比べて劣り、良質の紅茶が生

産できなかった。このため 1929年に鹿児島県に紅茶用

品種育成のための指定試験地が設置され、日本在来種と

アッサム種との人為交雑により、耐寒性が強く、品質の

良い紅茶用品種の組織的な育種が開始された。

これらの研究は戦時中に一時中断されたが、戦後多く

の紅茶用品種が育成された。しかし、 1971年の紅茶自

由化によりわが国から紅茶生産がほとんど姿を消したこ

とから、間もなく中止された。

(2）クワシ口カイガラムシ抵抗性品種の育成

最近‘みなみさやか’、‘ゆめかおり’（以上、宮崎県

総合農試育成）のようなクワシロカイガラムシ抵抗性品

種が育成されている。これには交配親としてクワシロカ

イガラムシに抵抗性を持った海外導入遺伝資源が効果的

に用いられている。

クワシロカイガラムシ抵抗性はこれまで有効な検定法

がなかったため、効率的な選抜ができなかった。最近、

接種検定が可能となり、抵抗性の遺伝経過が辿れるよう

になってきたへその結果、育成された抵抗性品種では、

アッサム種などの海外導入種が大きな役割を果たしてい

ることが明らかになった。

(3）機能性成分高含有品種の育成

茶の成分利用は今後最も期待される分野である。最近、

カテキン類に代表されるように、茶の機能性成分に大き

な注目が集まっている。

カテキン含有率の高い系統は従来の煎茶の品種育成で

は渋みが強いという理由で最初に淘汰の対象になった

が、近年の育種目標の多様化により逆に高カテキン系統

は有望な育種素材として注目されるようになった。

野菜茶業研究所ではインドから種子で導入して育成し

た遺伝資源の中からカテキン含有率の高い系統を選抜

し、 1998年に‘MAKURA1号’と命名し、高カテキン

品種育成のための中間母本（茶中間母本農3号）として

農林登録を行っている10）。

最近、抗アレルギー活性の強いカテキンとしてエピ

ガロカテキン－ 3-0一（3-0ーメチJレ）ガレート

(EGCG3”Me、通称メチル化カテキン）が注目されている。

このカテキンは‘やぶきた’など日本の在来種にはほと

んど含まれていないが、中国福建省、広東省、インドの

ダージリンなどのチャにはこのカテキンを含むものが多
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いことが明らかになった11）。

わが国の育成品種では‘べにふうき’（茶農林44号）

が本成分を多く含む品種として注目されており、野菜茶

業研究所と民間との共同研究により 2005年1月より花

粉症などに効果の高い成分を含む機能性飲料などが開

発・製品化されている。

一方、チャのアントシアニン利用では、高アントシア

ニン系統の育成が野菜茶業研究所で進められ、チャ近縁

種の C.taliensisとチャ（品種：おくむさし）の種間雑種

から‘F95181’が選抜され高アントシアニン品種育成

のための中間母本（茶中間母本農6号）として 2004年

に農林登録された12）。この品種の後代から選抜された系

統が現在品種登録に出願中であり、その機能性につい

ても野菜茶業研究所を中核に民間企業、大学との聞で

2008年から新規プロジェクト（抗疲労作用のある新規

高アントシアニンチャ品種育成と利用食品の開発）が開

始されている。

5.遺伝資源の保存体制

チャは自家不和合性のため種子繁殖では形質が分離

することから遺伝資源の保存は茶園で行われている。施

設内保存ではこれまで根、根付き若苗、挿し穂等の低温

貯蔵（5～ 8℃）が試みられたが、その保存可能期間は

根の場合8年、根付き若苗2年、切り枝 l年が限界で

ある13,14, 15, 16）。

チャの多様な特性を遺伝子の集団として保存する乙と

を目的とするならば、種子、花粉の保存が実用的である。

種子の低温貯蔵（5～ 8℃）では 5年、花粉の超低温貯蔵

(-80℃）では 10年以上の保存が可能である17）。

近年、分子生物学研究の進展により特定の機能を持っ

たDNAレベルの利用が可能になってきた。遺伝資源研

究の分野においても今後、利用面も含めこの分野の研究

が重要になっている。

遺伝資源の保存では適宜、見直しを行って改廃が行わ

れているが、大部分の材料は相当長い期間の保存が必須

である。かつてカメリア類の収集・保存が大学、民間会

社でかなりの規模で行われたことがあったが、担当者の

転出、定年や会社の方針の転換等で短期間のうちに逸失

している乙とから遺伝資源の保存は公的な専門機関で行

うのが望ましい。



6.チャのバイオリソース研究の方向と問題点

(1）遺伝資源の収集・保存

1992年に採択された「生物多様性条約」により、（1)

生物多様性の保全、（2）生物多様性の構成要素の持続可

能な利用、（3）遺伝資源の利用から生ずる利益の公正か

っ衡平な配分が国際的に求められている。このため海外

からの遺伝資源の導入は相手国の同意なしに持ち出すこ

とは基本的にできない。

日本のチャ遺伝資源は規模、保存体制において世界で

最も充実しているが、今後重要となる成分育種や病害

虫抵抗性育種に対応していくためには日本在来種の多様

性が非常に小さいために海外遺伝資源の導入が必須で

ある。現在保存している海外遺伝資源の多くは戦前の

1930年代、戦後では 1960年代に収集したものが大部分

であり、 1980年以降はほとんど導入されていないのが

現状である。

チャは中国南西部が原産地と目され、その周辺を含む

東南アジアに変異が集中している。今後これらの地域と

の連携を深めるためには研究を通しての茶産業の支援、

現地研究者との共同研究、種子交換などにより総合的か

っ組織的に進めていくことが必要である。

(2）遺伝資源に関する国際的なネットワーク

遺伝資源の分野では遺伝資源の所在情報とともに特性

情報が重要である。現在、遺伝資源の特性評価は各国独

自の基準で行われている。このため評価の対象となる項

目が異なり、その評価法も異なる。このため各国間で直

接データの比較ができないものが多い。

チャの変異の多い東南アジアは近年、急激な工業化と

商品作物の生産により農産物の多様性が急速に失われて

いる。チャも例外ではなく、遺伝資源の収集、保存、評

価、利用に関する国際的な合意と共同研究の推進が喫緊

の課題となっている。

(3）他分野の研究者との連携

近年チャの機能性成分に対する期待は非常に大きいも

のがある。これに応えていくためには遺伝資源の簡易で

精度の高い成分分析法の開発が必須で、ある。

また、病害虫抵抗性育種では簡易な抵抗性検定法の開

発が重要となる。チャの害虫は 106種、病害は約 40種

が確認されている。これらの大部分は実用上大きな被害

わが国チャ遺伝資源の現状と今後のあり方

を及ぼさないが、重要害虫であるチャノミドリヒメヨコ

バイ、コカクモンハマキ、カンザワハダニなど被害の大

きい害虫については人為検定法の開発が待たれる。

一方、病害では炭痘病、輪斑病などの重要病害は人為

検定法が確立されており害虫に比べてかなり進んで、い

る18,19）。

今後様々な分野から多様な需要がチャ遺伝資源に求め

られてくる。乙れに対応するためには従来の手法だけで

は困難であり、簡易な分析法、検定法の開発が必須で、あ

る。遺伝資源研究者だけでは専門性が高いこれらの分野

の技術開発を行っていくことは難しく、各分野の専門家

との連携がより重要となっている。

(4）遺伝資源研究者の養成

遺伝資源研究の重要性が叫ばれているが、この分野

の研究はわが国ではまだ充分確立されていない。この

ため専門の研究者は非常に少なく、大部分は育種研究

者が片手間で、行っているのが現状である。多様な遺伝

資源を使った育種が日本ではこれまで行われておらず、

一部の優良品種を中心とした育種に偏っていたことに

一因があると思われる。近年、育種目標の多様化や様々

な分野からの遺伝資源に対する需要が大きくなってい

ることから幅広い知識を持った遺伝資源研究者の養成

が必要である。

(5）遺伝資源の利用体制の整備

ジーンパンク事業では遺伝資源をワーキングコレク

ション、ベースコレクション、アクティブコレクション

に3区分している。ワーキングコレクションは試験、調

査中のもので、将来ベースコレクションになる可能性の

ある材料であり、配布は不可である。ベースコレクショ

ンは長期にわたって保存する必要のある材料である。ア

クティブコレクションはベースコレクションのうち配布

可能なものを指す。チャではアクティブコレクションの

数は極めて少なく、その利用も研究に限られている。ま

た、特性情報も一部の材料を除き関係者以外は見ること

ができないため、情報が一部の機関に埋もれて広く利用

できる体制にはなっていない。

これらの問題を解決していくためには遺伝資源の価値

を正確に把握し、その利用によって得られる利益の権

利関係などが充分検討されなければならない。今後は遺

伝資源ならびに遺伝資源情報の利用に関する規約を整備
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し、情報を公開するごとによって利用を促進する体制の

整備が早急に求められている。
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桜美林大学大学院老年学研究科教授

日本応用老年学会理事長

柴田博

食生活や栄養に関して、フードファデイズムをはじめとしてオカルト的なコンセプトが流行しやすい。そのよう

なコンセプトは一斉に大衆の心理を捕えるので、個々人から自然発生するものではない。

そのコンセプ卜の普及により利を得ることができる大きな体制が存在し、それに学者が根拠を与え、マスコミが

拡大再生産するという仕組みになっている。

一方、そのようなコンセプトにミスリードされる大衆（およびそれを教育する専門家）の見識には大きな欠陥が

ある。食生活と栄養の寿命や健康に及ぼす影響の歴史（時間軸）的な認識と地理誌（空間軸）的な認識の欠如である。

食肉や乳類に対する忌避の思想、が流布している。しかし、人類が霊長類から進化した過程においても肉食が寄与

した。20世紀に入り平均寿命が 50歳を超えてきたのは食肉の摂取の多い固から順にであった。わが国の脳血管死

亡率も、肉類と乳類の摂取増加をインパク トとして減少に転じたのである。

乳類が人類の健康にどのような影響を及ぼしているかは一目瞭然である。遊牧民族の歴史においてのみでなく、

アジア地域も乳類の普及により、平均寿命は延伸してきた。

日本人のエネルギー摂取をもっと制限した方がよいという考えも、地理誌（topology）的な認識の欠如による。日

本人のエネルギー摂取はアメリカなどより 1OOOkcalも少なく、発展途上国の平均に近いことを知っていれば、こん

な理論がパッコすることはない。

以上述べたζとの外にカロリー制限により寿命が延びたといった動物実験もミスリードしている。人類は、 20世

紀に入り感染症を克服した固から順に長寿を獲得してきている。感染症の問題を捨象し無菌状態で行われた動物実

験の結果は人間に外挿できないのである。

＊ ＊ ＊ ホ ＊ ＊ ＊ 本 ＊ 本 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 材陣 ＊ ＊ ＊ 

<Summary> 

There are numerous misconceptions in terms of the relationships between food or nutrient intakes and 

longevity or health. These misconceptions are brought about by the power which can profit台omthe outbreak 

of misconceptions including food faddism. In many cases, scholars give the rationale to the misconceptions, and 

further mass media play the role of diffusing them. On the other hand, the misconceptions are likely to lack 

historical and topological aspects concerning the relationship between food or nutrient intakes and longevity or 

health. 

In another words, they lack the epidemiological aspect. In these days, quite a few Japanese are affected by the 
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Patterns and Nutrition 
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notion that Japanese should reduce calorie intake and avoid eating meat and milk. 

They know neither that the primate beginning to eat meat evolved to human beings nor that races eating meat 

a lot attained the 50 ye訂 Sof average life expectancy in the early 20th century. These世 etypical cases of lacking 

historical aspects. 

The energy intake in Japanese is close to that in developing countries, 30% lower than that of developed 

countries. However, the Japanese public thinks that the energy intake in Japan is close to that in developed 

countries because Japanese dietary pattern is westernized. 

In additions to the facts mentioned above, a series of animal experiments reducing calorie intake for prolonging 

life span or life expectancies have been misleading the public. Animal for experiments are usually fed under asepsis. 

However, in human beings one of staple targets for improving nutritional status is to combat infectious diseases. 

Findings企omanimal experiments neglecting the issue of infections cannot be extrapolated to human beings. 

1 .はじめに

食生活と栄養に関して、さまざまな迷信や誤解が多い

ことは周知のことである。“粗末なものを食べて一生懸命

働くことが長生きの要因だ’といった粗食長寿説はかな

り長い間、民心の中に生き続けている。歴史的にみると

1人あたりの摂取食品数が多くなることにより人類の長

寿がもたらされたにもかかわらずフィードファデイズム

が流布している。フードブァデイズムは特定の食品を食

べることにより健康になったり、長生になるとする考え

方と、正反対に特定の食品は体に悪Lゆミら食べない方が

よいとする考え方を含んでいる！）。牛乳は体に悪いとす

る著書がベストセラーになり、日本人の牛乳摂取量は大

きく減少した。しかし、一方では、牛乳を醗酵させたヨー

グルトの特定のブランドが万病に効くと信じられている。

これらはいずれもフィードファデイズムであるが、ボジ

ティブとネガティブの双方のフィードファデイズムが同

ーの食材に関して共存しているところが奇妙である。

お断りしておくが、厳密にいえば本稿で食品とよんで

いるものは食材（ingredients）のことである。食品（foods)

という場合、食品の添加物も含まれ、忌避するのが当然

の場合もある。このあたりの用語の区別をあまり厳密に

していないので誤解のないように願いたい。

いずれにせよ、フードファデイズムを含めて食に関す

る迷信は、大衆心理としてパッコする。したがって個々

の国民の中から自然発生するものではないのである。自

然発生するものであれば、ある時期に、ある思想が一斉

に民心を捕えるということはあり得ないのである。

いずれの時代にも、食の迷信は、それを流布させるご

とにより利を得る体制の存在抜きには考えられない。江
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戸時代の員原益軒などをイデオローグとする“民は粗末

なものを食べているのがよp”とする思想をみても一目

瞭然である。

現在においても、食や栄養の迷信の流行によって利を

得る体制（企業なども含めて）が存在することは疑いな

い。そして、それを批判するべき社会的使命を負ってい

るはずの学者が、その誤りに根拠を与え、マスコミがそ

れを拡大再生産するという構図になっている2）。

しかし、本稿はそれらを分析することを目的としては

いない。食や栄養の迷信の要因を意識や知識の側から把握

しようとしている。これは、迷信の根源を分析し、それを

克服する手立てを確立する上で必須のことだからである。

2.人類の食生活の歴史に関する無知

食生活や栄養を考える上で最も大切なことは、歴史的

（時間的）また地理学的（空間的）に事象を分析するこ

とである。別な言い方をすると疫学的にみるということ

である。時間軸と空間軸の双方から攻めると案外簡単に

迷信は打破できるものである。

例えば、食肉の問題を考えてみよう。最近では、肉を

食べていないことが、ヘルシーな食生活の基本であると

L亙った考えが広がっている。欧米のガン予防指針の中に

は、赤身の肉を制限することを唱ったものが多い。たし

かに、筆者の推定ではアメリカ人は毎日 270gくらいの

肉を摂取しており、ヨーロッパ先進国も 150～ 200gの

肉を摂っている。一方、魚介類は 20～ 40gくらいのも

のであり、栄養学的には、食肉の3分の 1くらいを減ら

して、その分を魚介類に廻した方がよいであろう。しか
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し、毎日 80gの食肉しか食べない日本人がさらに 3分の

l減らしたら、昔の日本人に戻ってしまうのである。

食肉は体に悪いという迷信色、人類の歴史を少し紐解

いてみるとすぐ分かることである。 200万年前、アフリ

カのサバンナで、草食であった霊長類の中の肉食を始め

た種族が人類へと進化してきたことはほぼ定説となって

いる。しかし、人類が享受できる食肉の量は限定されて

いた。したがって、 20世紀に入るまで、平均寿命が 50

歳を超える民族は存在しなかった。 20世紀に入り、食

肉の摂取の多い国の順に、すなわち、ニュージーランド、

オーストラリア、欧米先進国の順に平均寿命50歳の壁

を突破していったのである。

(g) 

400 

350 
←米類

300 

i野菜類総量
250 〆－－ー“、、

〆
、、~ ~ -＇・ー

200 

150 

ちなみに、この頃の日本人の平均寿命は 30歳代の後

半に低迷していた。日本人のみでなく食肉の摂取の少な

いアジア諸国の平均寿命は欧米に大きく水を空けられて

いた。日本人の平均寿命が男女共50歳を超えたのは第二

次世界大戦の終戦後の 1947（昭和 22）年のことであり、

欧米先進国に半世紀の差をつけられていたのである。

図1は、戦後の日本人の食品摂取の推移を示してい

る。魚介類は戦後、比較的早い時期によいレベルに達し

たが、肉類の摂取は少なかった。 1960（昭和 35）年に

も、国民 1人あたり 18gを少し上回る程度で現在の4分

のl以下であった。
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図l.戦後日本人の 1日当たりの摂取量
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図2は、戦後の死亡構造の推移を示している。 1965

（昭和 40）年から脳血管疾患の死亡率が減少し始めた。

それは図 1の米類の減少、および肉類、乳類の増加と軌

をーにしているのである。日本人の脳血管疾患死亡率は、

いわゆる食生活の欧米化（近代化）によってもたらされ

た。これによって平均寿命が一層延伸し、 1980（昭和
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55）年代に世界のトップレベルとなったのである。

現在の粗食長寿説の論者は、昭和 30年代の日本人の

食生活を 1つのモデルとしている。しかし、昭和 30年

代は脳血管疾患死亡率が増加し続けており、平均寿命も

殴米人に一歩及ばなかったという歴史（時間）的事実を

踏まえていれば、根拠のないことが容易に分るであろう。

（男性）

；←脳血管疾患

i悪性新生物” a

？心疾患 ーーー

昭和25 30 35 40 45 50 55 60 平成2 7 12 年

出奥車生労働省f人口動聾統計j

図2.性・主要死因別にみた年齢調整死亡率（人口 10万対）の年次推移
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図3は戦後の国民のエネルギー摂取の推移を示して

いる。わが国の平均寿命が世界のトップレベルに達し

た1980年代以後、減少の一途をたどり、直近のデータ

では 1,891kcalにまで低下している。実に、終戦直後の

1946年のレベルを割り込んだのである。年代別にみる

と、中高年エネルギー摂取に減少のトレンドはみられず、

もっぱら若い世代のエネルギー摂取の低下が平均値を下

げているのである3）。

飽和の時代とか食生活の欧米化とかと国民を脅してい

るうちに、若い世代の食生活と栄養はとんでもない処まで

(K1回 l〕

2200 

2000 

1800 

1600 

行っている。若い世代の低栄養化はただちに平均寿命を

下げることはない。自殺や不慮の事故が若い世代の死因

の主たるものであり、死亡率自体が高齢者よりはるかに

低L功冶らである。しかし、この年代が中高年になったと

きの状態を考えると空恐ろしい気がする。周知のように、

わが国の国民栄養調査は、 1946年、国民の飢餓状態を救

う目的でGHQの指導によりスター卜したものである。そ

の1946年のレベルを割り込むに至ったエネルギー摂取の

状態をみて、飽食とか欧米化とかを警告している健康問

題の専門家というのはL功ミなる存在なのであろうか。

1891 

4四エネルギー
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厚生労働省国民鍵康・栄養識変

図3. 日本人のエネルギー摂取推移 出英文融1)

3.地理病理学的な知識の欠如

誤謬は、歴史的な認識の欠如とともに地理病理学

(topologyあるいは topo-pathology）的な見識の欠如にも

起因する。日本人の食生活が欧米化しているといった認

識も然りである。表 1に世界各国の 1人あたりのエネル

ギー供給（消費）の比較データを示した。国際比較は、

食糧需給表に基づくデータでしか行えない。摂取のデー

タをもっている国は極めて少数だからである。供給の数

値は廃棄分を含むので摂取のそれを上回ることになる。

は発展途上国のそれに近い。アメリカなどより 1,000kcal

も下回っているのである。東アジアでも、北朝鮮以外は

すべて日本を上回っているのである。わが国の摂取エネ

ルギーを 40%減らすのがよいなど主張している学者も

いる。それでは、北朝鮮のレベルを 20%も下回ってし

まうことになる3）。

枕言葉のように日本人の食生活の欧米化や飽食を警告

している学者も、このような地理病理学的データを知っ

ていれば、恥ずかしくてあまり声高には主張できないは

ずである。日本人の摂取エネルギーが本当に欧米並みに

この表 1から分かるようにわが国のエネルギー供給量 なっていると信じている学者も結構存在するのである。

表 l.世界各国の 1人1日あたりエネルギーとたん白質供給量および動物性たん臼質の割合

世界
先進国

開発途上国
アメリカ
フランス
ドイツ

日本
韓国

北朝鮮
中国
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エネルギー
(kcal) 

2804 
3314 
2666 
3774 
3654 
3496 
2761 
3058 
2142 
2951 

A 動物性
たん白質（g)

28.7 
56.9 
21.0 
73.8 
78.1 
59.7 
51.3 
40.5 
8.2 
31.6 

Bたん白質合計 AIB 
(g） × 100(%) 

75.3 38.1 
100.4 56.7 
68.4 30.7 
114.0 64.7 
119.2 65.5 
100.1 59.6 
91.7 56.5 
89.5 45.3 
62.3 13.1 
81.5 38.8 

出典：国連食品・農業機関（FAO),2003 



表 2は世界各国の脂肪供給（消費）量の比較データを

示している。脂肪供給量もわが国は欧米の半分くらいで

あり、中国本土や香港はわが国をかなり上回っている。

わが国では脂肪摂取を減らすことがヘルシーと信じてい

食生活と栄養に対する誤謬の成因

る人が多い。しかし、これ以上、減らすと発展途上国並

みとなり、平均寿命も低下する危険性があるごとを知ら

ないためにもたらされているミスコンセプションなので

ある4）。

表2.世界各国の脂肪の供給量

A B C 脂肪合計 A% 
動物d性脂肪（g) 植物性脂肪（回 A+ B(g) A/C×100(%) 

世界 35.4 44.2 

先進国 63.1 

開発途上国 28.0 

アメリカ 71.5 

フランス 106.4 

ドイツ 83.2 

日本 34.5 

韓国 32.2 

北朝鮮 10.9 

中国 54.1 

表3は、昭和 41年のデータを基に柳川らが分析した食

品摂取と死亡率の関連である5）。家計調査によるわが国の

食品摂取とその地域の死亡率の関連を 10万世帯で調べた

59.8 

40.0 

83.9 

62.0 

58.7 

51.7 

50.9 

23.9 

42.3 

79.6 44.5 

122.9 51.3 

68.0 41.2 

155.4 46.0 

168.4 63.2 

141.9 58.6 

86.2 40.0 

83.1 38.7 

34.8 31.3 

96.4 56.1 

出典：国連食品・農業機関（FAO),2003 

壮大な研究である。牛乳の飲用は総死亡率を低下させる

こと、つまり平均寿命を上げることが示されている。肉

の摂取は脳血管疾患死亡率を減少させていることが分る。

表3.告死因別訂正死亡率の入手食品別金額構成比（7項目）に対する偏相関係数ならびに童相関係数

区分
男 女

総死亡率 B30 B28 B27 総死亡率 B30 B28 B27 

1.肉 0.27 -0.50 -0.27 0.02 -0.11 -0.41 -0.20 0.08 
貴肯 ** 

2.卵 0.11 0.05 -0.19 0.04 -0.11 -0.01 -0.08 -0.06 
偏 3.乳 -0.38 -0.10 0.01 -0.17 0.20 0.05 -0.02 -0.13 
相 貴

関 4.魚介 0.09 0.15 0.01 0.02 -0.26 0.12 -0.23 -0.00 

* 係
5.野菜 0.05 0.35 0.24 -0.28 0.01 0.39 -0.17 -0.03 

数 * * 
6.果実 0.03 0.02 -0.27 0.33 -0.10 0.04 -0.17 -0.38 

ヲk * 
7.穀類 0.08 -0.22 0.20 0.01 0.11 -0.09 -0.08 -0.01 

重相関係数 0.76 0.84 0.54 0.50 0.63 0.81 0.42 0.54 

女 0.01< p < 0.05 女女p< 0.01 
※ B: 30脳血管疾患 B:28虚血性心疾患 B:27高血圧性疾患

図2で、 1965（昭和 40）年を境に脳血管疾患死亡率

が減少に転じたことを示した。それは乳類や肉類の増

加によることをトレンドは示している（図 1）。同時に、

この頃の乳類や肉類の死亡率減少への寄与を表3は示し

ているのである。わが国のデータのみでも、歴史的かっ

地理的にきちんと分析すると乳類や肉類の貢献度が実証

されるのである。

出典：文献5)

4.エネルギー制限が長寿をもたらすという

誤解

高齢者の食生活に関しでもっとも有害な作用をしてい

るのが、カロリー制限説である。 1930年代、エネルギー

の過剰摂取と肥満を予防するための国策の必要上、アメ

リカではMackayらの研究を初めとするカロリー制限の
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有用性を示す、主としてラットを用いた実験結果が出さ

れ、今でもそのモデル実験が続いている。

この実験のナンセンスさはいくつもある。初期の実験

はケージに飼って無制限にエサを与えるよりも制限した

方がよいという荒っぽいものであった。しかし、この条

件設定は人間に全く外挿できないという反省が生まれ、

いくつかの工夫が加えられた。すなわち、成長が停止す

るまでは自由にエサを与え、成長が止まった時点の体重

を維持するように、エサを制限する等である。

ともあれ、これらの一連の動物実験は致命的な欠点が

存在する。当然のことながら、動物は無菌状態で飼われ、

実験も多くの場合は無菌状態で行われることである。人

類の歴史を省みるに、人類はまず、災害や飢餓との戦い

に明け暮れた。その後、長い感染症との戦いの歴史があ

るのである。疾病の立場からみると人類の平均寿命の延

伸にもっとも寄与したのは、感染症による死亡率の減少

である。わが国の歴史をみても、第二次世界大戦後、ま

ず乳児死亡率の減少があり、次いで若年者の結核死亡の

減少が平均寿命の延伸に貢献した。実に 1950（昭和25)

年まで、死因のトップρは結核だったのである。

このように、人類にとって最も大きな課題である感染

症の問題を捨象した動物実験は人類には外挿できないの

である。人類はまだ感染症を克服してはいない。わが国

でみても肺炎死亡率は増え続けており、その成因解明と

手立てが喫緊の課題である。全年齢でみても、肺炎死亡

は虚血性心疾患死亡の 1.5倍にも達しており、高齢者ほ

ど肺炎死亡の相対頻度は高くなっている。

ついでながら、高齢者の食生活をミスリードするもう

1つの要因は幻の長寿地域への信仰にあることを指摘し

ておく必要があろう6）。これは粗食長寿説やカロリー制

限信奉とも一部関連しているのである。乙の幻の長寿地

域には次々と科学のメスが入り、実態が明らかにされて

いる。有名なビルカバンパにも、アメリカの調査団が入

り、 100歳以上の存在は皆無で、自称年齢と実際年齢に

20歳の議離のあることも示されている7）。しかし、いま

だに一部の学者やコマーシャリズムにより、ビルカバン

パの長寿説は生き続けている。

現代社会における食生活と栄養の問題は、一言でいえ

ばオカルト的なものとの戦いで、ある。人間はオカルト的

なものに弱いものである。科学が進歩しでも科学的な意

匠を凝らしたオカルトがパッコするのである。それを克

服するためには、事象を時間軸と空間軸の双方からみる
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という古典的な疫学の手法を身につけるしかないのであ

る。
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栄養疫学の可能性と課題
国際共同研究インターマップを例に

財団法人結核予防会

第一健康相談所

生活習慣病センター

岡山明

栄養は生命維持のために必須であり、循環器疾患などの生活習慣病に決定的な影響を与えていると考えられてい

る。しかし必ず摂取するものであるが故に疫学的な方法から関連を明らかにするには種々の限界がある。こうした

限界を超えるには疫学研究の方法論を共有するための基盤整備が重要である。特に栄養疫学研究に必要な食品成分

表の整備と維持管理は研究水準の向上のために必須である。

本$＊キ＊＊ ＊＊‘院本本＊＊司幹事事事傘事事

<Summary> 

Although nutrition is essential for life, it is difficult to analyze the relationship between nutrition and life style 

related diseases because everybody consumes various kinds of nutritional factors daily. Thus, the basic knowledge 

and techniques should be shared among researchers for the development of nutritional epidemiology. Among all, 

the development and maintenance of the food composition table for Japanese foods dedicated to epidemiological 

studies is essential. 

1. はじめに

食事は生命維持にとって必須であり、人にとって毎日

欠かさず行う数少ない生活習慣の一つである。一方、食

習慣には地域によっても、また人によっても様々な特徴

がみられる。こうした食習慣の差が病気の起こりやすさ

にも大きく影響していると考えられている。食習慣がど

のくらい病気の発症や死亡に影響を与えるかは充分わ

かっていないが、生活習慣病の代表である脳卒中や、虚

血性心疾患の我が国の動向を見ると興味深い。我が国は

脳卒中死亡率が世界で最も高い値を示した時期を経験し

Prospect of Nutritional Epidemiology in Japan : 

Consideration of the Possibility through the 

Experience of the INERMAP Study 

24一一 ILSINo.98 (2009.8) 

ているとともに、急激な死亡率の低下により現在の平均

寿命が世界で最も高い区分に達することができた。脳卒

中死亡率が最も高かった 1965年前後には、世界の主主っ

た国の中では脳卒中死亡率が圧倒的に高く、虚血性心疾

患が相対的に低いことが特徴であった。脳卒中死亡率は

現在では世界の平均よりやや低い位置を占めるまで急激

に減少している。

この背景となっているのが血圧の低下である。20年以

上前に滋賀県の山間部で健康診断をおこなうと最大血圧

が200mmHgを超えて、心電図にも高血圧性の変化を示

す人が少なからずみられた。現在ではこうした血圧を示

AKIRA OKAYAMA, M.D. 
Director, The First Institute for Health Promotion 

and Health Care, JAT A 



す人を見ることは少なくなってきた。この原因としては

高血圧治療の充実もあるが、それだけでは説明できず、

生活習慣、特に食習慣の変化であると考えられている。

我が国の脳卒中や虚血性J心疾患の死亡率の推移の特徴は、

脳卒中死亡と同時に虚血性心疾患死亡も大きく低下した

点である。食習慣の変化を背景に血中コレステロールが

上昇したことから、虚血’性心疾患死亡の増加が懸念され

てきたが、幸い目立つた死亡率の上昇はみられておらず、

長期的に見るとむしろ減少傾向にある。

このような我が国の脳卒中や虚血性心疾患死亡、つま

り循環器疾患死亡の動向は世界的に見ても極めて特徴的

であり、長寿の大きな要因になっている。この要因を生

活習慣の視点、から解明することの重要性が繰り返し指摘

されている。しかしながら、我が固から本格的な食習慣

と健康に関する研究報告は多くはなく、世界からの疑問

に充分答えることができていないのが現状である。

その要因として栄養疫学の困難さが挙げられる。栄養

疫学は幅広いために、総合的な研究を実施するためには

様々な課題と取り組む必要があり、その個々の課題も大

きな課題である。我々は栄養と血圧の関係を明らかにす

るための国際共同研究INTERMAPに参加するに当たり、

こうした課題に正面から取り組む機会を得た。栄養摂取

状況の国際比較のためには、標準化が容易な調査法を用

いる必要がある。この研究では参加者の知識レベルや習

慣に影響を受けにくいと考えられる「24時間思い出し法」

を採用した。ここではこうした取り組みの概要と、その

結果得られた研究成果の概略について栄養疫学の可能性

と課題の視点からまとめてみたい。

2. INTERMAP （インターマップ研究）とは

米国ノースウエスタン大学スタムラー教授を中心とし

た研究グループが、塩分と血圧との関連について幅広く

調査した INTERSALT研究の後継研究として、栄養と

血圧との関連を明らかにするための研究として 1996年

より実施された。全世界で約 5,000名、我が国で約 1,200

名の無作為抽出された 40～ 59歳の男女を対象として、

4回の「24時間思い出し法jによる栄養調査、 2回の 24

時間蓄尿、 8圃の血圧測定を高度な精度管理の下に実施

した。また日本とハワイでは血液サンプルも収集した。

栄養疫学の可能性と課題国際共同研究インターマップを例に

3.疫学調査のための我が国の食品成分表の

課題と整備の経過

栄養疫学を実施する際に基礎となるのは食品と栄養素

を結びつける食品成分表である。食品成分表の基本的な

考え方は国によって大きく異なっている。我が国の食品

成分表は個々の食品（食材）の成分表が中心であり、こ

れを組み合わせて食事摂取内容を解析するのが基本的な

考え方である。これに対して米国や英国の成分表は個々

の食品の成分ではなく、すでに調理済みの食品を中心に

成分表が作成されている。

自宅で調理する場合には我が国の食品成分表の考え方

が最も効率的と考えられるが、外食や市販食品が主な場

合には食事内容を分析するのは困難となる。そうした目

で食品成分表を見ると、我が国の食品成分表であっても

加工食品が少なからず記載されている。

また米固などの食品成分表では調理済み食品を記載し

ているが、我が国では、特に肉類で調理前の成分表しか

なく、調理によって起こる変化が考慮されていないなど

の特徴がある。我が国の食品成分表は基本的には疫学調

査のためではなく、給食などの献立作成における栄養素

の推計を目的として開発されたことが背景にあると考え

られる。こうした我が国の食品成分表の特徴を生かしな

がら、国際的な疫学研究に活用可能な成分表を開発する

ためにいくつかの試みを行った。

(1）調理による変化の考慮

調理によってサイズが変化すると、材料の大きさと実

際の大きさが異なるため聞き取り量に少なからず影響を

与える。我が国の食品成分表でも一部の魚類や野菜など

で調理後食品が記載されているが、記載されていないも

のが多いため、疫学調査に活用することは困難である。

そこで、肉類、魚類、野菜類について調理による変化に

関する研究成果を基に調理前後の重量および栄養素量の

変化を推定して、該当するすべての食品について調理後

の栄養素成分（可食部 100gあたり）を整備した。特に

肉類では、ブロック肉と薄切り肉では調理による変化の

度合いが大きく異なるため、数種類の調理形態ごとに成

分変化を考慮して食品成分表を作成した。

(2）市販食品の栄養素・食品群分類

食品成分表に記載されている市販食品では栄養素は明
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らかになっても、食品群に分解することは極めて困難で

ある。また次々と新しい食品が開発されるため、食品成

分表のみでは調査は困難となる。そこで、市販食品につ

いては新しい食品と考えられた場合、研究以外の目的に

は使用しないという条件で各メーカーに栄養素と原材料

食品の構成を問い合わせた。さらに、すでに食品成分表

に記載されている食品も含め、すべての加工食品につい

て、栄養素と原材料食品の構成（種類のみ）に基づき、

各原材料食品の栄養素値から表計算ソフト「エクセルJ

の「ソルパ一機能Jを用いて各原材料食品の重量構成を

推計した。

(3）レシピの作成

調理の際に使用する調昧料をどう構成するかで、栄養

調査を行った場合に計算される調理油、塩分などの量が

大きく異なってくる。そこで、基本的な調理方法につい

ては主材料を含まない基本的な調味料構成を作成した（妙

め物、天ぷら衣、フライ衣、煮もの、カレー、シチューなど）。

これらを「調味レシピ」と定義して、これらに主材料を

組み合わせてレシピを作成する仕組みとした。その結果、

調査員が行う調味料の計算が容易となった。また参加者

の主観によって昧付けが変わらなくなった。反面、昧付

けの地域差が考慮されない可能性が考えられた。

調査終了後、栄養調査の信頼度を確認するために、

INTERMAPで実際に被験者の 24時間蓄尿から得られた

食塩分およびカリウムの排油量と、栄養調査結果からの

推計値との関連をみたところ、極めて高い相関関係が得

られた。このことから「調昧レシピJを用いることで、

塩分に関しでも信頼できる調査結果が得られることが明

らかとなった。

(4）調理者への問い合わせ

どんなに成分表が轍密であっても、本人の記憶が不充

分であれば、精確な調査にはならない。またどのような

油脂を使用したのかを知るには調理を担当した者に問い

合わせる以外にはない。そこで、自分で調理しなかった

場合には調理者に調理の詳細を問い合わせることを基本

とした。宴会などの場合も調理した施設に問い合わせ、

レシピを入手して聞き取りデータを完成させた。

(5）集計ソフトの開発

このような詳細な栄養調査を実施するためには、手作
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業は困難であり、情報処理を補助するソフトが必要とな

る。本研究では研究専用のソフトを開発して、栄養調査

の処理を行う体制を整えた。

4.調査の質の管理

調査員は各地区で募集した「栄養に興味のある人」で

あり、栄養士などの資格を前提としなかった。調査の詳

細な手順に沿って養成し、制度管理を行うこととした。

概ね調査までに一か月間のトレーニングを実施して、国

の省庁に属する役人が実施する実技試験に合格したもの

のみが調査員となった。実際の調査の質を担保するため

に、施設内栄養調査責任者、国の省庁に属する栄養調査

責任者を定めて、調査内容をモニタリングして調査の質

の維持を目指した。具体的には、すべての栄養調査を参

加者の了解を得てテープに記録し、施設責任者がランダ

ムに全調査対象の 10%にあたる参加者を抽出して聞き取

り内容を確認するとともに、国の省庁に属ずる栄養調査

責任者に送付した。国の省庁に属する栄養調査責任者は、

その中からさらにランダム抽出した聞き取り調査結果を

評価するとともに、全調査対象の「24時間思い出し法j

による調査結果を用いて、栄養素や聞き取りの際に使用

した「未定コード（油脂などの成分が不明な場合に用いる。

調査員が、少ないほど丁寧な調査とみなす。）」の頻度や

摂取エネルギー、栄養素のばらつきを計算して、国際栄

養調査責任者に送付した。

5.主な研究成果

我が国の研究結果からは、食品成分表に関する信頼性

や、塩分摂取量の推定の妥当性など、従来不充分であっ

た分野での革新的な研究成果が得られた。また、世界で

は血圧と栄養素、特に植物タンパクや、魚由来の脂質が

血圧を低下させることなど、栄養と血圧との関連に関す

る研究成果が多く報告されている。我々の研究グループ

でも脂質摂取と肥満との関連を明らかにし、エネルギー

摂取量を考慮、したとしても、脂質からのエネルギー摂取

！割合が高いほど肥満傾向にあることを明らかにした。ま

1 た「24時間思い出し法jの特徴を生かして実際の食事

状況に基づく食事リズムと肥満の関係を検討するなどを



行っている。

6.研究成果をどう生かすか

研究報告をみただけでは現れにくい精度管理の重要性

と、その具体的方法など、乙の研究に参加した乙とで、

多くの知見を得た。特に我が国の食品成分表の長所と短

所を検討することで疫学調査に活用するための要件が明

らかになったことは、これからの栄養疫学にとって重要

な研究成果といえる。

しかし、一方で、こうしたノウハウは研究を継続しなけ

れば維持することは困難である。 INTERMAP研究を実

施しでほぼ10年が過ぎ、貴重な栄養データベースも過去

のものとなりつつあることは残念で、ある。米国では当時

から全国で共通の栄養データベース維持組織がこうした

栄養調査の水準を維持するために活動している。我が国

でもこうした貴重なノウハウを持続させる方策が必要で、

あり、そのことによって高度な疫学研究も可能になるだ

ろう。

循環器疫学の分野では「虚血性心疾患と血圧jなどの

古典的な研究から「血圧と生活習慣j、［生活習慣の改善

と血圧」など、より生活に密着した研究が注目されてい

る。中でも栄養は、複雑かつ生活習慣の最も重要な位置

を占めることから、今後も重要な研究課題となるだろう。

また実験動物を用いた試験で有用性が示された栄養素に

ついて「人間ではどうか」という問いには疫学調査が必

須であることから、こうした研究ノウハウを維持発展さ

せる仕組みを作る必要があると考える。
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FAO/WHO合同食晶規格計画

第41回コーデックス食晶添加物部会報告

日本食品添加物協会

常務理事

平川忠

平成 21年 3月16日から 20日まで、中国 ・上海市で第 41回コーデックス食品添加物部会（CCFA）会合が開催

された。議長として、前回会合に引き続き、中国厚生省疾病予防センターの陳君石博士を選出した。会合には、56

加盟国および 25加盟組織・国際団体から 220名を超える参加者が出席し、日本からは厚労省食品安全部基準審査課

磯崎課長補佐を代表に、国衛研、農水省、国税庁および内閣府等から 10名が参加した。

食品添加物部会は、以下の項目について合意した。

1）ステップ8または 5/8として合意された案および原案

コーデックス食品添加物一般基準（GSFA）の添加物使用基準（主として着色料）案および原案

食品添加物の国際番号システムの改訂原案

第69回JECFA会議で検討された食品添加物の同一性および純度に関する規格原案

2）コーデックス規格および関連文書の廃止案

GSFAの添加物条項の一部廃止案

3）コーデックス新規規格および関連文書の提案

JECFAで安全性評価される添加物の優先リスト案

4）その他の事項

GSFAの添加物条項案および原案の一部作業中止

加工助剤に関するガイドラインおよび原則原案のステ ップ2への差し戻し

新規添加物条項（ステ ップ3および4）の GSFAへの追加

＊＊＊キ＊＊＊＊＊移＊＊＊本事事＊＊＊＊

<Summary> 

The Codex Committee on Food Additives held its 4lst Session in Shanghai, Peoples Republic of China from 

16 March to 20 March, 2009. The Session was attended by 220 delegates representing 56 Member Countries 

and 25 Member organization and international organizations. The summary and conclusions of the Session are 

as follows; 

The Committee; 

- agreed to advance to Step 8 and Step 5/8, respectively, the draft and proposed draft food additive 

provisions of the General Standards for Food Additives (GSFA). 

Report of the 41 st Session of 

the Codex Committee on Food Additives 

TADASHI ト~IRAKAWA, Ph.D. 
Managing Director, 

Japan Food Additives Association 
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agreed to advance to Step 5/8 the proposed draft amendments to the International Numbering System 

for Food Additives. 

agreed to advance to Step 5/8 the Specifications for the Identity and Purity of Food Additives arising 

from the 69th JECFA meeting. 

agreed to propose to revoke the food additives provisions of the GSFA. 

agreed to propose to approve the Priority List of Food Additives, proposed for Evaluation by JECFA. 

Agreed to discontinue work on a number of draft and proposed draft food additives provisions of the 

GSFA. 

agreed to return the proposed draft Guidelines and Principles for Substances used as Processing Aids to 

Step 2. 

agreed to include a number of new food additives at Step 3 and 4 in the GSFA. 

1 .はじめに

平成 21年3月16日 （月） から 20日 （金） まで、中

国・上海市で第 41回コーデックス食品添加物部会（Joint

FAO/WHO Codex Committee on Food Additives: CCFA 

と略称）会合が開催された（写真 1）。

写真 l.第41回 CCFA会合が開催された上海グラ

ンドハイアットホテル（手前のビル）

議長は中国政府厚生省疾病予防センターの Dr.Chen 

Junshi （陳君石博士）が務めた。会合には 56加盟国、

25加盟組織、国際団体から 220名を超える参加者が出
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席。日本からは厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審

査課磯崎課長補佐を代表に、国立医薬品食品衛生研究

所、農林水産省消費 ・安全局国際基準課、同省総合食料

局食品産業振興謀、国税庁および内閣府食品安全委員会

から 7名、テクニカルアドバイザー 3名の計 10名が参

加した （写真 2）。

写真2 日本からの参加者

主な議題としては「食品添加物のコーデックス一般基

準（GSFA）の検討j、「加工助剤の使用に関するガイド

ラインおよび原則J、「食品添加物の国際番号システム

(INS) Jなどが検討された。本会合に先立ち、 3月14日

（上）に「コーデックス食品添加物一般基準jのWGが

開催された。

部会会合の開会に際し、中国厚生大臣を務める Dr.

Chen Zhu （陳竺博士）が挨拶し、中国政府において食

品安全は優先順位の高い課題であり、本年 2月28IIに

は全国人民代表大会にて新たな食品安全法が採択された

ことを報告した（写真 3）。この法律を基本として中国

厚生省は、既存の食品関連規制や規絡を体系化し、圏内
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の統一化された食品安全規制を作り上げ、リスクアセス

メントに基づいた添加物規制を展開することを表明し

。
た

写真3 開会宣言で新たに採択された中国食晶安全法

について言及する陳竺厚生大臣

また、 CCFAは殴州委員会とその加盟国の会合での

意見表明に関して、 CRDlに記載されている通り、コー

デックス規則 II、パラグラフ 5に従って行われることを

言及した。

2. 会議概要

会合の概要は、以下の通り。

( 1）議題 1.議題の採択

CCFAは予告された議題案を採択した。

また、会期内作業部会（WG）として、添加物の国際

番号システム（INS)WG （座長：フィンランド）およ

びJECFA評価の優先リスト WG（座長．カナダ）を開

催する乙とに合意した。

オーストラリアの Dr.Paul Brentが書記に指名され

た。

(2）議題2. コーデックス総会およびその他の部会から

の付託事項

回付文書 CX/FA09/41/2に記載されている事項に言

及し、以下の事項に関しては、それぞれ関連の議題のと

きに検討することとした。

第 24回加工果実・野菜部会（CCPFV）から付託

された国際番号システム（INS）における添加物機

能分類（CAC/GL36 1989）と新たな機能名に関

する事項は議題7で検討する。また、 INSの会期内

WGにおいても検討することに合意した。

第 16回ア ジア地域部会（CCASIA）から付託され

たサゴ粉の適切な食品分類カテゴリーについては、

議題 lO(a）で検討する。

第21回油脂部会（CCFO）から紹介のあった GSFA

中の幾つかの添加物条項については、議題4で検討

することとした。

1) GSFAの表3の修正

第31回CAC総会で言及された「発酵乳jの食品規格

(CODEX STAN 243-2003）にある添加物条項と GSFA

表 3の付表との聞に不整合があるため、 GSFA表 3の

付表に脚注を追加することとした。GSFAの食品カテゴ

リー「発酵乳および発酵後加熱処理した乳jで使用でき

る添加物の機能分類を以下のように修正して、食品規格

との整合性を図ることに合意し、次回の総会に提案する

こととした。

食品カテゴリー 01.2.1.2「発酵乳および発酵後加熱

処理した乳jに対応する食品規格 「発酵乳J(CODEX 

ST AN 243-2003）で規定されている表 3のpH調整剤、

パッケージングガス、安定剤および増粘剤は、発酵乳お

よび発酵後加熱処理した乳で使用する乙とができる。

2）コーデックス規格「食品グレード食塩J(CODEX 

STAN 150・1985)

CCFAは第 29回分析・サンプリング法部会で 「サ

ンプリング法に関するコーデックス指令J(CX/MAS 

1-1987）のすべての項目を「サンプリングに関する一

般ガイドライン」（CAC/GL50-2004）の項目に変更し

た乙との報告を受けた。しかし、部会は「サンプリング

法指令jの付属文書の6.3.1項に記載されている最小サ

ンプリング数の例示が「ガイドラインjにはないことや

「指令jの汚染物質やサンプリング方法に関する項目は

最新化すべきであることを指摘した。部会で充分に検討

するために、議題 11「その他の事項および今後の作業j

で改訂を議論するととに合意した。

3）手続きマニュアルの修正

ある代表が、 「コーデックス食品規格のフォーマ ット」

と「商品部会と一般問題部会との連携jの改訂が、最

近の幾つかの商品部会会合へ適切に伝わっていないこと

を指摘した。「食品規格のフォーマ ットの添加物の項目j

の修正は、食品規格の添加物条項を、今後、 GSFAに

一元化するときに促進的に働くものであることを確認し
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て、 CCFAはこれからの商品部会に対してはこれらの修

正を充分に通知していくことに合意した。

4）会期と議事録の内容

CCFAは、第 61固執行委員会で勧告された会期と議

事録の内容が第 31回CAC総会で承認されたことの報

告を受けた。

(3）議題3. FAO/WHOおよび第68固JECFAからの

関心事項

FAOおよびWHO代表から、回付文書CX/FA09/41/3 

に記載されている事項のうち、 CCFAに関連する FAO/

WHO専門家による科学的助言について紹介があった。

また、第 69回JECFAで採択された結果について詳細

に報告された。

1) FAOおよびWHOの活動

FAOおよびWHOを代表して、 FAO代表から、最近、

多くの加盟国から要望がある食品安全に関わる新規事項

の科学的助言について紹介があった。昨年、開催された

2つの FAO/WHO専門家会合、「食品加工に用いられる

活性塩素性殺菌剤の使用（’08.5）」および「食品中のメ

ラミンのリスク評価（『08.12)Jの結果について報告を受

けた。また、会期中に食品の殺菌に塩素系殺菌剤を使用

することのベネフィットーリスク評価について専門家会

合の結論を紹介するセミナーが聞かれることも報告され

。
た

FAO代表は、本年6月に開催される「食品加工におけ

るナノテクノロジーの応用jに関する専門家会合は食品

および農業分野におけるナノテク技術の応用の現状とリ

スク評価に重点を置いたものであると報告した。また、

昨年 11月に開催された「食品中の化学物質のリスク評

価の原則と方法論」に関する FAO/WHO合同専門家会

合は、最終回となり、パブコメから得られたすべての意

見を考慮にいれて議論がなされたことも報告した。

FAO代表は、また、 CCFAからのリクエストに対

して適切で、効率の良い科学的知見を提供するために

FAOおよび WHOに経済的な支援が必要であることを

強調した。代表は、加盟国に対して、新たに設置された

食品関連の科学的アドバイスについての国際的イニシア

チブ（GIFSA）というファンドを通して支援できるこ

とを言及し、 FAOおよびWHOの窓口を紹介した。

WHO代表は、国際食品安全機関ネットワーク（INFO-

SAN）の活動について報告した。食品安全の危機発生時

の情報伝達等について述べ、危機発生時には INFOSAN 

の本部がある WHOに通告することを加盟国に訴えた。

2）第69固FAO/WHO合同食品添加物専門家会議（Jι

CFA) 

JECFA事務局より、第 69回JECFA(2008年6月）

の結果が報告された。香料物質の摂取量推定に関して

は、従来の「調査に基づく最大摂取量（MSDI)Jの方

法の他に、香料物質の食品への添加率情報とその食品の

一食あたりの一日摂食量に基づく「一食あたりの暴露に

基づく手法（SPET）」という新しい方法も採用するこ

ととし、今後の香料評価では添加率情報も求めることと

した。なお、 JECFAで既に評価済みのものについては、

再評価は不要とした。

また、添加物の ADIと成分規格の関係についても検

討された。規格変更に際しては、既に安全性評価がされ

た物質と市販されている商品との同一性について問題提

起され、安全性の再評価が必要とされることもあるとさ

れた。

3) ADIの変更および毒性に関する他の勧告を受けて必

要となる作業

JECFA事務局は、回付文書 CX/FA 09/4113の表 1

に記載された第 69回JECFA会議からの勧告を紹介し

た。

i）アスペルギルス・ニガー由来のアスパラギナーゼお

よびピキア・パストリスで発現させたホスホリバー

ゼC

CCFAは、アスペルギルス・ニガー由来のアスパラギ

ナーゼおよびピキア・パストリスで発現させたホスホリ

バーゼCを加工助剤一覧表（IPA）に追加することに合

意した。

ii）リグノ硫酸カルシウム（40-65)(INS 1522) 

CCFAは、リグノ硫酸カルシウム（40-65）を GSFAま

たは／およびIPAに追加するに際し、その使用および

使用レベルについて情報／提案を求めることとした。ま

た、この物質に対する INS番号をつけることに合意し

た。（議題7参照）

iii）エチルラウロイルアルギン酸（INS243) 

CCFAは、エチルラウロイルアルギン酸を GSFAに

追加するために、使用および使用レベルに関する情報／

提案を求めることとした。また、 JECFAがリスク評価

をした際に、欧州食品安全機関（EFSA）での評価も参

考にしたとの報告を受けた。

32一一 ILSINo.98 (2009.8) 



FAO/WHO合同食品規格計画第41回コーデックス食品添加物部会報告

iv）パプリカ抽出物

パプリカ抽出物については、 JECFAは当面、評価を

中断することが報告された。

v）植物ステロール、植物スタノールおよびそのエステ

ル体

植物ステロール、植物スタノールおよびそのエステル

体は、機能的な食品成分であることから、 JECFAは評

価せず、 CCFAの対象外であることが言及された。

vi）シリコン樹脂（INS908) 

JECFAは、加盟国にシリコン樹脂の眼毒性に着目し

た安全性試験を行い、報告することを促した。 CCFA

は、 JECFAの再評価の結果を受けて、必要なら、 2010

年にシリコン樹脂の添加物条項の見直しをすることに合

意した。

vii）ステビオール配糖体（INS960) 

ラテンアメリカおよびカリブ海諸島地域部会から、ス

テビオール配糖体を GSFAに追加することに対して強

い関心が示され、 CCFAはステビオール配糖体の使用お

よび使用レベルについての情報／提案を求める乙とに合

意した。

viii）亜硫酸塩

CCFAは、亜硫酸塩の使用レベルの情報／提案を求

め、 GSFAに既に採択されている条項および検討中の条

項の見直しを行うことに合意した。また、亜硫酸塩の食

品や飲料への使用レベルの国内での調査を行い、特定の

集団が ADIを超えた亜硫酸塩の摂取をしていなL功、を

確認し、 JECFAの勧告に従って摂取量の低減化を図る

ことを提言した。

ix）香料物質

CCFAは、香料物質の安全性評価手法を用いて、多数

の香料物質のリスク評価が既に終了している乙とおよび

現在の摂取量調査による暴露評価でも安全性に懸念がな

いことの報告を受けた。また、幾つかの香料物質に関し

ては安全性評価の手法が適用できないため、更なる安全

性に関する科学的知見を必要とされることが言及された。

最後に、 JECFAからの ADI変更および他の安全性知

見による必要な作業の勧告は、付属文書Eにまとめられ

ている。

(4）議題4. コーデックス規格における食品添加物およ

び加工助剤の最大使用基準値の承認・改訂

コーデックス委員会手続きマニュアルの個別食品部会

と一般問題部会に関連するセクションに従い、部会は第

24回加工果実・野菜部会（CCPFV）、第 30回栄養・特

殊用途食品部会（CCNFSDU）および第 16回アジア地

域部会（CCASIA）より提起されたコーデックス規格の

食品添加物および加工助剤に関する規定の承認・改訂に

ついて検討した。また、第 21回油脂部会（CCFO）か

らの事項についても検討を行った。

CCFAは、一般食品部会および回付文書 CX/FA

09/4114により提案された各添加物条項の承認について

検討すること。

CCFAは、大多数の総意で、幾つかの修辞的変更を加

えた後に承認した。コーデックス規格の添加物条項の承

認／改訂のまとめについては、付属文書Eに記載されて

おり、以下のパラグラフは、主要な議論のまとめである。

1）一般的考察

CCFAは、一般食品部会が新たな食品規格の添加物条

項を検討する時は、 GSFAの序文およびコーデックス手

続きマニュアルにある添加物のガイダンスを参考にする

ことにより、 CCFAでの承認の促進化やそれらの条項の

GSFAへの一元化が容易に進むように、積極的に働きか

けることが大切である旨、確認した。また、数値化され

たADIを有する添加物の最大使用基準値を GMPとしな

pように勧告する乙ととした。

2）第24固CCPFV

i）一般的考察

幾つかの加盟国は、ジャム、ゼリーおよびマーマレー

ド、および特定の缶詰野菜に pH調整剤、増粘剤、着色

料、消泡剤および保存料を使用することは消費者に誤認

を与えかねないと言及した。他の加盟国は、乙れらの添

加物をジャムや缶詰野菜に使用することは技術的にも承

認されており、安全性も担保されていると表明した。

ii）ジャム、ゼリー、およびマーマレードに関する食品

規格案

・消泡剤

消泡剤のシリコン樹脂は、暫定ADIが付けられてお

り、 2010年に JECFAで再評価が予定されていること

を認識した上で、最大使用基準値 10mg/kgを承認した

（議題3参照）。

－着色料

CCFAは、 4種類のカロテノイド（INS160a (i）、 a(iii）、

e、£）の最大使用基準値を 500mg/kg （単独または混合

使用）とすることに合意した。

ILSI No.98 (2009.8) - 33 



FAO/WHO合同食品規格計画第41回コーテ、ツクス食品添加物部会報告

さらに、リボフラビン（INS101 (i）、（ii））、サンセッ

トイエロー FCF(INS llO）、アルラレッド（INS129) 

およびブリリアントブルー FCF(INS 133）のリストか

らの削除または GSFAの脚注 161をこれらの着色料に

付記することを検討したが、議論の後、 CCPFVの提案

通りに承認することとした。

ブドウ果皮抽出物（INS163 (ii））については、数値

化された ADIを有しており、対応する GSFAの食品カ

テゴリーでは、アントシアニンとして、 500mg/kgの

最大使用基準値が定められている。 JECFA事務局は、

JECFA規格にはアントシアニンの定量法が記載されて

いないので、基準値を定めるときはこのことを念頭に入

れて検討を行う必要性を指摘した。

CCFAは、着色料の添加物条項についてはすべて提

案通りに承認したが、ブドウ果皮抽出物（INS163 (ii)) 

については、 GSFAの対応する食品カテゴリー 04.1.2.5

の基準値500mg/kgに一致させることとした。（議題5

参照）

欧州委員会（EC）は、 CRD7でコメントした通り、

乙の食品規格に着色料を使用することについては保留の

意を表明した。ブラジル、ノルウェーおよびスイスから

も保留の意が表された。

－保存料

CCFAは、熱帯の国々では、これらの食品に対するソ

ルビン酸や安息香酸やその他の保存料の使用は必要であ

ることを言及して、保存料のリストを承認した。 ECは、

保存料の使用について、保留の意を表明した。

－香料物質

CCFAは香料物質の使用に関するガイドライン （CACI

GL 66-2008）も含め、香料に関する項目を承認した。

CCFAは、他の一般食品部会においても、食品規格を作

成するときは同様なアプローチがなされるように提案し

。
た

－その他

ECは、この食品規格の pH調整剤および増粘剤の使

用に関しでも、保留の意を表した。

iii）特定の缶詰野菜の食品規格案

・着色料、着色安定化剤

CCFAは、カラメル III(INS 150c）は数値化された

ADIを有することから、規格案の GMPレベルを承認

しなかった。カラメル IV(INS 150d) GSF Aの食品分

類カテゴリー 04.2.2については、 GMPレベルを 50,000

mg/kgに改訂することとした。（議題5参照）他の着色

料および着色安定化剤に関しては、提案通りに承認した

が、 EC、ブラジル、ノルウェーおよびスイスはこの決

定について保留の意を表明した。

また、エチレンジアミン四酢酸塩類（INS385,386) 

について、着色安定化剤の機能は認められていないが、

次回に検討することとした。

3）第30回CCNFSDU

i）乳児および幼児のための特殊用途食品に使用する栄

養成分に関する推奨リスト（CAC/GL10-1979) 

CCNFSDUは、 CCFAに改訂した栄養成分推奨リスト

に、被膜剤としてアラビアガム（INS414）を 10mg/kg 

のレベルで使用することへの承認を求めてきた。

アラビアガムについては、以前、このリストにキャ

リアーとして追加したことを CCFAは指摘し、その後、

乳児および幼児の食品におけるアラビアガムの機能分類

については検討されていないことを報告した。

他の機能での使用に関する議論の後、アラビアガムを

キャリアーとして 10mg/kgの使用を承認した。

4）第 16固CCASIA 

i）発酵ダイズペーストに関する地域食品規格原案（ス

テッフ。5/8)

・pH調整剤、着色料および保存料

CCFAは、酒石酸水素カリウム（INS336 (i））は数値

化された ADIを有することから GMPレベルの条項は承

認せず、アジア地域部会に具体的な最大使用基準値の提

案を求めることに合意した。

韓国は、この食品規格原案における合成リボフラビン

(INS 101 (i））および安息香酸（INS210,2ll,212）の使

用については、保留の意を表明した。

ii）可食サゴ粉に関する地域食品規格原案（ステップ 5)

．一般的考察

CCFAは、第 16回CCASIA会合におけるサゴ粉が

GSFAの食品カテゴリー 06.2.lに含まれるかどうかにつ

いての議論を基に、この規格原案の添加物条項について、

以下の 2つの選択肢を提案した。（i)GSFAの表 1およ

び2の条項に脚注を付けて、手続きマニュアルのコー

デックス食品規格フォーマットの添加物条項と整合性を

つける、または（ii)GSFAの食品カテゴリー 06.2.1の

添加物条項に合致した特定の添加物リストを作成する。

CCFAは、食品カテゴリー 06.2.1に関するサゴ粉の

取り扱いについての議論（議題 lOc参照）を参考に、特
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定の添加物リストを作成し、いつでも GSFAの表 1お

よび2の条項を置換できることとした。

二酸化塩素（INS926）の最大基準値2,500mg/kg （処

理レベル）については、第 7回JECFA (1963）にて小

麦粉処理剤として O～ 30mg/kg、特定用途の小麦粉処

理剤として 30～ 75mg/kgの使用基準値を定めたこと

および二酸化塩素の規格が存在しないことを理由に承認

しなかった。 CCFAは、 GSFAの食品カテゴリー 06.2.1

における二酸化塩素の基準値は再検討することとし、

CCASIAへ伝えることとした。ある代表が、リストに

記載されているすべての亜硫酸塩のうち、ピロ亜硫酸ナ

トリウム（INS223）のみが小麦粉処理剤として INSリ

ストに記載されていることを指摘した。

5）第21固CCFO

CCFAは、油脂に関する食品規格の改訂された添加物

条項については、すべてを承認した。

(5）議題5.食品添加物に関するコーテεツクス一般規格

(GSFA) 

部会の直前に開催された GSFAWGの座長を務めた米

国代表から、 CRD2としてまとめられた WG報告の紹介

がなされた。

1）回付文書CL2008/10-FAパート B（ポイント 9-12)

に対するコメントおよび情報（議題5a)

GSFAに関する物理的 WGは回付文書CL2008110-

FAパート Bに対するコメントおよび情報を検討したが、

時間不足により、硫酸マグネシウム（INS518) （ポイン

ト9、CL2008110 FA）および食品分類カテゴリー 02.2

（主として水／油系型脂肪エマルジョン（但し食品カテゴ

リー 02.2.1バターを除く））、食品カテゴリー 06.8（ダイ

ズ製品（但し食品カテゴリー 12.9ダイズ由来調味料お

よび薬昧料を除く））、 12.9（ダイズ由来調味料および薬

昧料および12.10（ダイズ由来以外のタンパク製品）と

その関連小分類カテゴリーにおける新たな添加物条項に

対する勧告のみが作成された。

CCFAは、回付文書CL2008/10 FAパート B （ポイン

ト9-12）に対するコメントおよび情報およびGSFAWG

からの関連した勧告を検討した結果、以下のような決定

を行った。

2）硫酸マグネシウム（INS518) （ポイント 9）および

プルラン (INS1204) 

CCFAは、 GSFAの表 3に硫酸マグネシウム（INS

518）およびプルラン（INS1204）を追加することを

ステップ5/8で承認し、第 32回CAC総会に提案する

ことに合意した。また、硫酸マグネシウムの最大使用

基準値として、食品カテゴリー 12.1.12（食塩代替品）

(25,000 mg/kg）および食品カテゴリ－ 14.1.1.2 （卓上水

およびソーダ水） (50 mg/kg）を承認した。さらに、食

品カテゴリ－ 14.1.2.2 （野菜ジュース） (2,000 mg/kg) 

および食品カテゴリ－ 14.1.2.4 （濃縮野菜ジュース）

(2,000 mg／旬、脚注 127：消費者向け）の追加も承認し

た。これらの製品における硫酸マグネシウムの機能は香

料増強剤としてであり、規格にも記載されている。

CCFAは、これらの提案された食品カテゴリーにおけ

る添加物条項のうち、幾つかの条項は表3の中に含まれ

るものであり、必要ないことを指摘した。

3）リコピンおよびアルミニウム含有添加物の最大使用

基準値の根拠の再確認を含む GSFAの新たな添加物

条項（ポイント 10)

CCFAは、リコピンおよびアルミニウム含有諒加物の

最大使用基準値の根拠の再確認を含む、前回 CCFA議

事録（ALINORM08/40112）の付属文書VIのパート I

のリストにある新たな添加物条項についてのコメント／

情報を回付文書 CL2008/10-F Aのポイント 10で求め

たことを言及した。

CCFAは、付属文書VI（パート I）にある添加物条項

の多くの条項を維持することを合意し、議題Sbおよび

Scで検討される添加物条項については、この時点では

検討しないこととした。

幾つかの最大使用基準値については、作業を中断

し（ALINORM09/32/12 para64参照）、幾つかの条項

については追加することとした（ALINORM09/32/12 

para65参照）。

アルミニウム含有添加物（リン酸アルミニウムナトリ

ウム（酸性および塩基性） (INS541 (i), (ii））、硫酸アル

ミニウムアンモニウム（INS523）、アルミノケイ酸ナト

リウム（INS554）、ケイ酸アルミニウムカルシウム（INS

556）およびケイ酸アルミニウム（INS559））について

は、情報が充分に得られなかったため、再度、アルミニ

ウムとして表した最大使用基準値を求め、情報が得られ

ない添加物については作業中断または廃止にすることと

した。 JECFA事務局は、アルミニウム含有添加物の摂

取量調査を行うときの誤りをなくすために、使用基準値

はアルミニウム量に換算した量と添加物そのものの量の

ILSI No.98 (2009.8) - 35 



FAO/WHO合同食品規格計画第41回コーデックス食品添加物部会報告

2つの情報を求めている。

4）添加物条項に関する情報（ポイント 11)

CCFAは、 ALINORM08/31/12付属文書VIのパート

3のリストに記載されているリン酸アルミニウムナトリ

ウム（INS541）の使用量について、提供された情報が

アルミニウム量としてか、リン酸量としてかを明確にす

ることを回付文書 CL2008/10-F Aのポイント 11で求

めたことを言及した。

アルミニウム含有添加物については、既に議論が済ん

でいることから、ここでは検討しないこととした。また、

食品カテゴリー 16.0の条項に関しては、議題 lOaです

るごととした。

幾つかの添加物条項に関しては、作業を中断すること

とした（ALINORM09/32/12 para. 69参照）。

CCFAは、食品カテゴリー 12.5（スープおよびブロス）

におけるアスパルテームの改定した基準値（1,200mg/ 

kg）を承認し、第 32回CAC総会に提案することとした。

さらに、新たなリン酸アルミニウムナトリウム（INS

541）の最大使用基準値として、食品カテゴリー 06.2

(3,600 mg／旬、脚注6：アルミニウムとして）、食品カ

テゴリー 08.3.3(360 mg/kg、脚注6）および食品カテ

ゴリー 09.2.4.3(600 mg/kg、脚注6）、アルミノケイ酸

ナトリウム（INS554）の基準値として食品カテゴリー

15.1 (120 mg／旬、脚注6）を GSFAに追加することに

合意した。

5）食品カテゴリー 02.2（食品カテゴリー 02.2.1バター

を除く）および食品カテゴリー 06.8、12.9および

12.10および関連サブカテゴリーにおける新たな添

加物条項の提案（ポイン卜 12)

GSFAに関する WGの勧告に従い、 CCFAは、 CL

2008/10-FAのポイント 12に対するコメントをまとめた

CRD2の付属文書Eを基にして検討を進める乙ととした。

また、既に GSFAに収載されている条項および議題

5bおよび5cで検討される条項についてはここでは議論

せず、他の提案された条項については、 GSFAの表への

新規収載原則に則って検討することとした。（i）食品分

類カテゴリーシステムの原則に従って、より広い食品カ

テゴリーの添加物条項から検討を進める、（ii)GSFAの

表3の原則に従い、添加物が表3に含まれている場合は、

表3の付表にある食品カテゴリーにある条項のみを検討

する、（iii）グループ ADIに含まれる添加物（eg.ソル

ビン酸類： INS200,201,203）は、グループとして扱い、
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ここの条項は検討しない。

CCFAは、食品カテゴリー 02.2.2、06.8.2、06.8.3、

06.8.4, 06.8.5、12.9.1、12.9.2.1および 12.9.2.3は、表

3の付表中の食品カテゴリーに含まれないので表3に含

まれる添加物は検討する必要がないことを確認した。

6）食品カテゴリー 02.2.2（ファットスプレッド、乳

ファットスプレッドおよび混合スプレッド）

CCFAは、食品カテゴリー 02.2.2の添加物条項と

乳ブアツトスプレッドに関するコーデックス食品規格

(CODEX ST AN 253-2006）およびファットスプレッ

ドおよび混合スプレッドに関する食品規格（CODEX

ST AN 256-2006）の添加物条項の聞の不整合を避ける

乙とにより、 GSFAと食品規格の添加物条項の統一化を

促進する必要があることを強調した。

CCFAは、食品カテゴリー 02.2.2の添加物条項を以

下のようにすることに合意した。

（サンセットイエロー FCF: 290 mg/kg、アルラレッ

ドAC: 290 mg/kg、インヂゴチン： 290mg/kg、カラメ

ルIV: 500 mg/kg、アナトー抽出物、ビキシンタイプ：

100 mg/kg、グアヤク樹脂： 1,000mg/kg、ポリソルベー

ト： 10,000mg/kg) 

また、ステアロイルー2一乳酸塩（INS481 (i), 

482(i））の最大使用基準値を 10,000mg/kg、トコフエロー

ル類（INS307aムc）の基準値を 500mg/kgとして承認

し、アナトー抽出物、ビキシンタイプの基準値を 100

mg/kg （脚注8）に改訂し、酒石酸塩類およびトコフエ

ロール類の基準値における GMPレベルの作業を中止す

ることを承認して、次回の CAC総会に提案することに

合意した。

7）食品カテゴリー 06.8.1 （ダイズ由来飲料）

CCFAは、提案されたすべての添加物条項を承認し、

リン酸塩類の使用基準値は 1,300mg/kg （リンとして）、

シリコン樹脂は 50mg/kgの値で承認した。

8）食品カテゴリー 06.8.2（ダイズ由来飲料フィルム）、

06.8.3 （ソイピーンカード（豆腐））、 06.8.4（半乾燥

ソイビーンカード）、 06.8.5（乾操ソイビーンカード

（凍豆腐））、 06.8.6（発酵ダイズ（eg.納豆、テンペ））、

06.8.7 （発酵ソイビーンカード）、 06.8.8（他のダイ

ズタンパク製品）、および 12.9（ダイズ由来調味料お

よび薬味料）

CCFAは、提案されたすべての添加物条項を承認し、

食品カテゴリー 06.8.8のリン酸塩類の GMPレベルを削
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除した。

9）食品カテゴリー 12.9.1（発酵ソイビーンペースト（eg.

味噌））

CCFAは、提案されたすべての添加物条項を承認し、

リボフラビン（INS100 (i), (ii））については 10mg/kg 

で承認した。リン酸塩類については、既に上位カテゴ

リーの 12.9に含まれているので、食品カテゴリーの原

則により検討しない。また、サッカリンの条項に関して

は、 GSFAでは、サッカリン類としてサッカリン、岡カ

ルシウム塩、同カリウム塩およびナトリウム塩がグルー

プとして認められているので、アジア地域部会の発酵ソ

イビーンペーストに関する地域食品規格案中の添加物条

項のサッカリンナトリウムに限定した使用基準値につい

ては、 GSFAの原則に則り CCASIAに、今後、再考を

求めることとした。

10）食品カテゴリー 12.9.2.1 （発酵ソイビーンソース）

CCFAは、提案されたすべての添加物条項を承認し、

カラメル III(INS 150c）の最大使用基準値については

20,000 mg/kg、安息香酸類（INS210,211,212,213）に

ついては 1,000mg/kgとして承認した。

11）金品カテゴリー 12.9.2.2（非発酵ソイビーンソー

ス）、 12.9.2.3（他のソイピーンソース）および

12.10 （ダイス£由来以外のタンパク製品）

CCFAは、提案されたすべての添加物条項を承認し、

リン酸塩類については上位カテゴリーの 12.9に含まれ

ることから、こ乙で検討する必要がないことに合意し

た。 GSFAの添加物条項に存在する項目を参照して、

CCFAは、以下の条項に対するコメントを求めることと

した。カルミン（INS120）、日ーカロテン（植物由来）

(INS 160a (ii））、カロテノイド（INS160a (i), 160a (iii), 

160e, 160£）、銅クロロフィルおよび銅クロロフィリン塩

類（INS141 (i), 141 (ii））サイクラミン酸およびその塩

類（INS952）、ブドウ果皮抽出物（INS163 (i））、イン

ジゴチン（INS132）、およびスクラロース（INS955）。

これらの添加物のまとめをした文書は米国により提案さ

れる。

また、アナトー抽出物ビキシンベースおよびノルビキ

シンベース（INS160b (i), 160b (ii））およびリコピン

(INS 160d (i), (ii））の添加物条項についてはステップ

4または7に維持する。

12）電子 WG（第 39固CCFAで設立）の報告書（議題

5b）ならびに電子WG（第40回CCFAで設立）の

報告書（議題5c)

CCFAは、 GSFAに関する物理的WGが2つの電子

WG （第 39回および第 40回CCFAで設立）からの勧告

を検討したことを報告した。また、物理的WGの添加物

条項に関する勧告 4（承認）、勧告 5（作業中断）および

勧告 6（廃止）について検討した。

i）一般的考察

CCFAは、食品カテゴリー 16.0における添加物条項

については、このカテゴリーの必要性を明確にするまで

検討を差し控えることに合意した。

脚注 161（特に、序文の 3.2項に合致して、輸入国の

囲内規制に従う）が幾つかの加盟国の懸念から、多くの

合成着色料のすべての添加物条項に付与されているこ

とを指摘し、調和の取れた添加物条項を提供するという

GSFAの目的を鑑み、脚注 161の付与は、必要最小限に

することとした。

幾つかの加盟国により表明された特定の食品群におけ

る着色料の使用制限について、 CCFAは、原則として、

食品カテゴリー 04.0（果実および野菜（キノコ、根菜、

豆類およびアロエベラを含む）、海草、木の実および種

子）、 07.0（ベーカリ一類）、および05.1.3（フィリング

を含むカカオベーススプレッド）の添加物条項に限るこ

とに合意した。また、他のカテゴリーで、脚注 161を

付与する場合は、食品カテゴリーと添加物を考慮、して、

ケースパイケースで検討することとした。

他の加盟国代表は、この脚注は GSFAの本来の目的

を損なうおそれがあることを指摘し、脚注の付与には、

それぞれ、コメントを求めることに合意した。

CCFAは、さらに、脚注 161および 183（チョコレー

トおよびチョコレート製品に関する食品規格（CODEX

ST AN 87 -1981）に適合した製品へは、着色料は表面に

のみ使用する。）が、食品カテゴリ－ 05.1.4 （ココアお

よびチョコレート製品）の幾つかの添加物条項に共存す

ることを指摘し、脚注 183はコーデックス食品規格87-

1981 （チョコレートおよびチョコレート製品）に適合し

た製品に限り付与し、そのときは脚注 161を取り除くこ

ととした。

ii）勧告4

CCFAは、以下の改訂と検討を加えた結果、物理的

WGの報告書（CRD2）の付属文書Eに記載されている

添加物条項をステップ8または 5/8で承認し、第 32回

CAC総会に提案することとした。
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・アルラレッド AC(INS 129) 

CCFAは、食品カテゴリー 01.1.2（乳ベース飲料、香

料を使用した、および／または発酵した（eg.チョコレー

トミルク、ココア、エッグノッグ、ヨーグルト飲料、ホエー

ベース飲料））における最大使用基準値を、発酵乳に関

する食品規格（CODEXSTAN 243-2003）の添加物条

項に一致させるために、 70mg/kgから 300mg/kgに改

訂することに合意した。幾つかの加盟国は、この使用レ

ベルは食品カテゴリー 01.1.2の特定の製品にのみ適用す

ることを指摘した。

CCFAは、上記の食品カテゴリーに加えて、幾つかの

食品カテゴリーにも脚注 161を付与することを合意し、

以前に除去した脚注 95（スリミおよび魚卵への使用に

限る）を食品カテゴリー 09.2.4.1の条項にも付与するこ

とに合意した。

食品カテゴリー 06.2（小麦粉およびデンプン（ダイズ

粉を含む））の添加物条項についての作業は、技術的必

要性が見出せないことから、中断することとした。

・アスバルテーム・アセスルファム塩（INS962) 

CCFAは、脚注 113および 119を改訂し、アスバル

テーム・アセスルファム塩とアスバルテームまたはアセ

スルファム Kの併用により、それぞれの最大使用基準値

を超えることを防止するために、 CX/FA 0914116 para. 

29の電子 WGよりの勧告に従って、すべてのアセスル

ファムKおよびアスバルテームの条項に新たな脚注を付

ける乙とに合意した。

・カロテノイド（INS160a (i), a (iii), eおよびf)

CCFAは、食品カテゴリー 04.1.2.8（果肉、プリイ、

果実のトッピングおよびココナッツミルクを含む果実調

製品）の添加物条項に脚、注 161を付与することに合意し

。
た

・クロロフィルおよびクロロフィリン、銅複合体（INS

141 (i), (ii)) 

CCFAは、発酵乳の食品規格（CODEXST AN 243 

2003）の添加物条項に合致することを確実にするために

発酵乳飲料の最大使用基準値を 500mg/kgとする・という

新たな脚注を追加することに合意した。また、食品カテ

ゴリー 04.1.2.5（ジャム、ゼリーおよびマーマレード）

の条項に脚注 161を付与する乙とも合意した。

・エリスロシン（INS127) 

EC、ノルウェーおよびスイスは、エリスロシンのす

べての条項に保留の意を表明した。

－ファストグリーン FCF(INS 143) 

CCFAは、食品カテゴリー 06.4.2（乾燥パスタおよ

び類似製品）におけるファストグリーン FCFの使用に

ついての技術的妥当性の情報を求めることとした。中

国は、この食品カテゴリーにおけるファストグリーン

FCFの使用について保留の意を表明し、 ECはすべての

食品におけるこの着色料の条項に保留の意を表した。

・インジゴチン（インジゴカルミン） (INS 132) 

CCFAは、上記の食品カテゴリーに加えて、幾つかの

食品カテゴリーに脚注 161を付与することに合意した。

また、食品カテゴリー 11.6（高甘味度甘味料を含む卓上

甘味料）における添加物条項を、通常、着色料を使用し

ないカテゴリーであることを理由に、差し戻した0

・スクログリセリド（INS474) 

CCFAは、食品カテゴリー 04.1.1.2（表面処理した新

鮮果実）におけるスクログリセリドの最大使用基準値を、

この添加物は数値化された ADIを有するにもかかわら

ず、表面処理における使用の際には具体的な使用量を設

定することは困難であることを理由に、 GMPで承認し

た。また、食品カテゴリー 05.3（チューインガムの条項

に付与した脚注D （ショ糖脂肪酸エステル（INS473) 

およびスクログリセリド（INS474）の単独または併用）

を、このカテゴリーにおける使用は摂取量に対する懸念

を生じないことを理由に削除することとした。

iii）勧告5

CCFAは、以下のような改訂および検討を加えて、物

理的WGの報告書（CRD2）の付属文書Wに記載された

添加物条項の作業を中断する乙とに合意した。

・エリスロシン（INS127) 

CCFAは、食品カテゴリー 08.2および08.3の条項に

関する作業を中断するとともに、ステップ6に差し戻し

て、使用の技術的妥当性に関する情報を求めることに合

意した。

iv）勧告6

CCFAは、物理的WGの報告書（CRD2）の付属文書

Vに記載された添加物条項の廃止を、次回総会に提案す

ることに合意した。

v）他の考察

・他の事項

CCFAは、物理的WGの勧告 7-9を他の事項のとこ

ろで検討することとした。その内容は、 GSFAの添加物

条項に付与された幾つかの脚注の不一致や不明瞭さを取
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り除く作業である。時間的制限から、これらの勧告を、

次回の CCFAの直前に開催される物理的 WGで検討す

ることとした。

・ GSFAに関する今後の作業

物理的 WGでは、電子的 WGで検討されたすべての

添加物条項（CX/FA 08140/5パート 2およびCX/FA

09/41/6）を検討することができなかったため、加盟国

から寄せられたコメントを含み、技術的妥当性と安全性

の観点を満足した添加物条項のまとめの文書を米国に依

頼することとした。また、この文書は議題5aで検討し

た添加物条項も含む。

CCFAは、 GSFAの添加物条項の検討を促進するた

めに、米国を座長とする物理的 WGを次回 CCFAの直

前に開催することに合意した。

GSFAの作業は順調に進んで、いるが、 CCFAでは、

早期にこの作業を完成させるための新たな作業方法の検

討も必要であることを言及した。そのために回付文書を

作成し、加盟国から提案を求めて、コーデックス事務局

にそのまとめを依頼することとした。事務局が、すべて

の提案を集大成し解析して、次回の CCFAの前にコメ

ントを求める文書を回覧するために、提案の締め切りは

2009年7月とすることとした。

・ GSFAの添加物条項の現況

今回検討された GSFAの添加物条項の現況は、本議

事録の付属文書に以下のようにまとめられている。

・ステップ8または518の添加物条項案および原案（付

属文書N)

－廃止を勧告する添加物条項（付属文書V)

－作業中断を勧告する添加物条項案および原案（付属

文書VI)

(6）議題6.加工助剤

1）加工助剤に関するガイドラインおよび原則原案（N14-

2008) （議題6a)

CCFAは、加工助剤として用いられる物質の使用に関

するガイドラインおよび原則について新たな作業を開始

すること、およびガイドライン案の作成のためインドネ

シア主導の電子 WGを設けることについて第 40岡部会

で同意されたことを確認した。

インドネシアが、電子 WGについて簡単な紹介を行っ

た。 CCFAは、本件について多数のコメントが寄せられ

ていること、ガイドラインおよび原則の範囲とタイトル、

加工助剤の定義の必要性、 IPAの機能など、未解決の課

題が幾つかあることを指摘した。

寄せられたコメントの幅広さと時間の制約を考慮、し、

CCFAは、今回の会合ではこのガイドライン原案につい

ては検討せず、次回会合において、今後の改正について

検討することが合意された。

－加工助剤に関するガイドラインおよび原則原案の進行

状況（N04-2008)

インドネシア主導の電子 WGが、今回の会合向けに提

出されたコメントを考慮、しつつガイドライン原案を改訂

できるよう、本ガイドライン原案をステップ2に戻すこ

とが合意された。ステップ2での作業は、全ての加盟国

およびオブPザーパーに公開され、英語のみで行われる。

2）加工助剤一覧 (IPA）、更新リスト（議題6b)

ニュージーランドは前回の会合以降の変更箇所を明示

した IPAの更新版を提示し、引き続き、次回の会合で

も最新版の IPAを準備することを提案した。 IPAは多

くの国々にとって有用な参考資料であり、現在、このよ

うな情報を提供するための他の方法がないことから、次

回会合の検討用に提供された新たな情報や CCFA関連

の決定事項（議題3参照）を盛り込むことを目的として

IPAを更新するというニュージーランドからの申し出を

承諾した。

(7）議題7.食品添加物の国際番号システム (INS)

1）食品添加物の INSの変更および追加の提案

会期中の INSWGを主導したフィンランドが、 WG報

告を行った。詳細は CRD3に記載されている。開期中の

INSWGでは下記について検討された：今回の以前に提

出された、 CL2008/10-FA Part B （第 13項目）への

回答における全てのコメント； CCPFVの第 24回の付

託（議題2参照） ; CX/FA 09/41115に含まれる INSの

変更の提案および関連コメント。

CCFAは、 WGの勧告について一つずつ検討し、修辞

上の変更については、下記のコメントと結論に従った。

2）勧告1

CCFAは、技術的目的など INSへの追加／変更、削

除、名称変更に関する WGの提案に全般的に同意した。

CCFAは、アスコルビン酸（INS300）に、新たに

「保存料Jとしての技術的目的を付与することについて

CCPFVの提案に同意しない。その理由は、アスコル

ビン酸は微生物の増殖を妨げず、主にジャム、ゼリー、
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マーマレード中で色の保存／保持剤として作用する事実

があることによる。 CCFAは提案通り、アスコルビン酸

(INS 300）を pH調整剤および小麦粉処理剤とすること

に同意した。

オルトリン酸モノマグネシウム（INS343 (i））は、不

注意によりリストから除かれたため、本品にはリン酸モ

ノマグネシウムという新たな名称を付けることが合意さ

れた。

CCFAは、食品添加物の名称の変更を GSFAに反映

することが合意された。

3）勧告2

CCFAは、新規／改正の技術的目的に関する提案につ

いては、かなり遅れて提出されたものや理由が不充分な

ものについても電子WGで検討できるよう回覧すること

で同意した。

4）勧告3

INS 160£ には、カロテノイドのメチルエステルおよ

びエチルエステルの両方が包含されているが、メチル

エステルは、食品添加物として市販された実績がないた

め、本品については「メチル」エステルを削除すること

が合意された。

5）勧告4/5

CCFAは、 INSの変更の提案に関する原則や規則が存

在しないことなど、会期中の WGがINSに関する作業

を行う上で多くの問題があることを指摘した。作業をよ

り効率的に行うため、フィンランド主導の電子WGを設

立することが合意された。この WGは、全ての加盟国お

よびオブザーパーが参加でき、英語のみで実施され、下

記の付託事項を検討する。

・INSリストへの変更／追加の提案を募る回付文書への

回答内容を検討し、ステップ3におけるコメントを募

るための回付文書に記載する提案内容を検討する。

－新規INS番号；新規の INSのサブ、エントリー（例え

ば、同ーの INSの下の異なる塩に対して、（i）、（ii)

を割り当てる等）；技術的目的の変更； INS番号の削

除； INS変更の提出用書式に関するコメントに基づい

て、原則を含む討議文書を作成する。

CCFAは、討議文書の作成には、より多くの情報と検

討が必要であることを指摘した。従って、原則を作成す

るためコメントを募るべく、勧告5の原則を回覧するこ

とが合意された。

－食品添加物の INSの改訂状況
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CCFAは、本改訂原案を、ステップ5/8として採択す

るため、第 32回総会に諮ることで同意した（付属文書

VJ[参照）。

(8）議題8.第69回JECFAにおいて検討された食品

添加物の同一性および純度に関する規格

JECFA事務局は、 JECFAが作成あるいは撤回した、

香料など食品添加物の同一性と純度に関する規格につい

て第 69回JECFAの結果を報告した。概要は CX/FA

09/41110の付録に記されている。第 69回JECFAでは

合計20の食品添加物（新規および改訂）および 111の

香料（新規）のフル規格が採択された。 1つの添加物規

格が暫定規格とされ、 2つの添加物の暫定規格が消除さ

れた。 CCFAは、これら添加物についてそれ以上の検討

を行っていない。

食品および精油中に存在する 6つの天然香料（アピ

オール、エレミシン、エストラゴール、メチル・オイ

ゲノール、ミリスチン、サフロール）について、ヒト

の健康への有害影響の可能性が確認されたと報告した。

CCFAは、安全性評価が完了するまで、これら香料の規

格を採択しないことが合意された。

安全性に関する未解決の懸念があるため安全評価が完

了していない、 1つの香料2－イソプロピルー N,2, 3 -

トリメチルブチルアミド（JECFA No. 1595）、およびフ

ラン置換された脂肪族炭化水素、アルコール、アルデヒ

ド、ケトン、カルボン酸および関連エステル、硫化物、

三硫化物、エーテルから成る 40の香料群に関しては、

以前コーデックスが採択した規格に関してアクションを

取らないことで同意した。これら物質については、追加

毒性データの要請に応えるための作業が進行中であると

報告した。

上記の物質の規格について安全性評価の現況を示す注

記をしているとの報告を受けた。

これまでの JECFAの安全性評価が、各国の食品香料

物質の認可基準として用いられていることから、これら

香料の最終安全評価が実施できるよう、懸案の’情報は可

及的速やかに提出すべきであると、ある代表団が強く主

張した。

1）食品添加物の同一性および純度に関する規定の状況

20の添加物（新規および改訂規格）および 105の食

品香料物質（新規規格）の規格を、ステップ 5/8とし

て採択するため、第 32回総会に諮ることで合意された
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（付属文書医参照）。

(9）議題9.JECFAによる評価のための食品添加物の

優先リスト

JECFAによる評価へ提出する優先リストに関する会

期中 WGの議長はカナダが務め、本WGの報告が総会

で行われた。内容は CRD4に発表の通り。会期中 WG

では、議題9aおよび9bに関連する事柄が検討された。

また、会期中 WGでは、シリコン樹脂（INS900a）お

よび、かなり以前に JECFAによって評価された物質の

再評価するようにとの JECFA事務局からの要請につい

ても検討された。

1) JECFA評価の添加物優先リストの追加および変更

(CL2008/26-FA) （議題9a)

前回の優先リストに掲載された品目は 2009年6月の

第71回JECFAにおいて評価される予定であり、残り

はアルミニウム化合物と香料のみである。

2）新たな評価要請

CCFAは全般的に、会期中 WGによって作成された

要請リストに合意した。プルラン（INS1204）が安全

性評価の優先リストに含まれたことが明確にされた。ま

た、日本が、 2009年の終わりまでにアルミニウム化合

物（硫酸アンモニウムアルミニウム、乳酸アルミニウム

および硫酸アルミニウム）の生物学的利用能試験、およ

びラット 2世代生殖毒性試験を提出することも明らかに

された。また、リン酸アルミニウムの生物学的利用能試

験も 2010年中に IFACより提出されることとされた。

優先リストを認可するため第 32回総会に諮ることで

合意された（付属文書X参照）。

3) JECFA評価の添加物優先リストに関する回付文書の

本文変更の提案（CL2008/26 -FAへの回答）

優先リストに関する回付文書の「JECFAによる評

価が実施される予定の添加物に関する情報を提供する

書式」（以下、「書式」）の第8項目を改訂するため、会

期中 WGが作成した提案について検討された。また、

JECFA事務局の要請により、「書式」の第 9項目を改訂

するため、会期中 WGが作成した提案についても検討さ

れた。

認可状況に関する情報を求める第8項目に関しては、

柔軟性を持たせるため、会期中 WGによって提案された

本文を改正することで合意され、各国が、関心を持つ化

合物の使用許可に関して JECFAの評価を信頼している

ことが指摘された。現在の第 8項目と下記の文書を置き

換えることが合意された：

8.当該品目は現在、 1力国以上で合法的に取引され

ている食晶において使用されているか？（国名を

明記くださいにまたは、当該化合物は 1カ国以上

の国において使用が、許可されているか？（国名を

明記ください）

JECFAに提出されたデータの種類の詳細を提供する

ことが必要で、あるとされ、現在の第9項目を下記の文章

と置き換えることで合意された：

9.入手可能なデータのリスト（入手可能な場合、内

容をご確認ください）

毒性データ

1.代謝試験および薬物動態試験

2.動物における短期毒性、長期毒性／発がん

性、生殖毒性、発達毒性、遺伝毒性試験

3.疫学的研究、臨床研究、特殊考察

4.その他のデータ

技術的データ

1. リストに記載の品目の同一性と純度に関する

規格（発達および毒性試験に適用された規

格；提案された商業用規格）

2. リストに記載された品目の製造および使用に

関する技術的および栄養的考察

摂取量評価データ

1 .食品への使用もしくは使用が見込まれる物質

のリストに記載された品目について、それら

の使用目的に当たる機能と、使用範囲に基づ

く使用量

2.当該品目が使用される可能性のある食品の摂

取量データに基づく、食事を介した摂取量の

推定

他の情報、必要に応じて

JECFAでは添加物以外の化合物（例えば汚染物質な

ど）もリスク評価することがあるので、 JECFAの評価

対象が食品添加物に限定されないことを明示するため、

「食品添加物jという言葉を「化合物Jに置き換える乙

とが「書式jにより合意された。
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4）その他の問題

i）シリコン樹脂

食品におけるシリコン樹脂の用途ならびに使用レベル

に関するデー夕、およびシリコン樹脂の眼毒性の問題に

関する全データを、シリコン樹脂の評価の実施に遅れな

いように、 JECFAに提供するよう各加盟国および団体

に促した。

ii）かなり以前に JECFAによって評価された物質の再

評価

JECFA事務局は、以前に評価された化合物に関して、

系統立った評価プログラムを確立することが重要で、ある

として、 CCFAに対して、食品添加物の安全性に関わる

情報の変更や科学的進歩があった品目の再評価を実施で

きる方法について検討するよう提案した。因みに、残留

農薬部会（CCPR）は、定期的審査子順を設けており、

これは本件の検討に役立つ可能性がある。

リスク、品目の特性、最終評価実施日などに基づき、

JECFA評価の定期的な見直しを行う構想、の重要性が指

摘された。時間的制約のあるととや、より多くの情報が

必要であることから、次回の会合において多くの情報を

用いて本件の検討を行えるよう、 JECFA事務局に討議

文書の作成を依頼した。

(10）議題 10.討議文書

1) GSFAの特定の食品分類の範囲に関する討議文書（議

題 10a)

GSFAの特定の食品分類に見られる不確定要素を解決

するための選択肢を提案する討議文書を作成するため、

第40回会合において電子 WGが設置された。

電子WGの議長を務めるアメリカ合衆国が下記に関

する不整合について報告した：（i）食品カテゴリー 01.0

（食品分類 02.0の製品を除く、乳製品および類似品）お

よび食品カテゴリ－ 15.1 （ジャガイモ、穀類、小麦粉、（根

および塊茎、豆類、豆果に由来する）デンプンを基にし

たースナック類）および15.2（被覆ナッツ、ナッツミッ

クス（例えば、乾燥果実との）など加工ナッツ）など幾

つかの副分類のタイトルあるいは説明における「プレー

ンjという言葉の示す意味、（ii）食品カテゴリー 05.0

（菓子類）に関わる不確定要素、（iii）一部の生肉製品に

おける色素の使用、（iv）複合製品の問題。

i）食品カテゴリー 16.0（複合食品一分類01-15に当て

はまらない食品）

本食品分類に含まれるのは、すぐに食べられるもの、

食べる前に調理するものにかかわらず、消費者向けに販

売され、多数の原料から作られるピザやラザニアなどの

食品とされた。

ECは、この複合食品分類を継続せず、添加物使用に

関する問題への対処法として、食品分類カテゴリー 01-

15を修正する、あるいは脚注を付けることを提案した。

一部の代表団およびオブザーパーの考えによると、複合

食品に別個の食品添加物が必要で、あることから、本分類

を維持することは明らかに必要で、あるとされた。

幾らかの議論の後、本分類に含まれる製品は特定の

添加物を必要とする可能性があることを認識した上で、

GFSAの本食品分類を維持することで合意された。ま

た、次回の会合で、より多くの情報を加味して決定が下

せるよう、本分類に含まれる食品の例を、オブザーパー

に提供すること、および文書 CX/FA09/41/13の33段

落に明記される食品分類カテゴリーの名称および説明の

改訂の提案に関してコメントを要請することが合意され

。
た

ii）特定の生肉製品における色素の使用

一部の色素は、表面施用以外の目的で一部の生肉製品

に使用されていることが確認された。

優先リストに関する回付文書の「書式」の第8項目を

改訂するため、会期中 WGが作成した提案について検討

された。また、 JECFA事務局の要請により、「書式jの

第9項目を改訂するため、会期中 WGが作成した提案に

ついても検討された。

iii）食品カテゴリー 05.0（菓子類）に関わる不確定要素

食品カテゴリー 05.lおよびその副分類の現在の説明

は、ココアおよびチョコレートを含む菓子に関しては不

明確であり、建前上は改訂の必要性が合意された。

食品分類システムの改訂には、プロジェクト文書を付

けなければならないこととされた。しかし、時間的制約

により、 CRD21中でICAによって発表されたプロジェ

クト文書の詳細について検討することはできなかった。

次回における提案の検討を促進するため、このプロジェ

クト文書（付属文書E参照）に関するコメントを求める

ことが合意された。

iv）「プレーン」という言葉の用法

「プレーンjという言葉が、 GSFAの食品分類の説明

やタイトルにおいて一貫性のない形で用いられているこ

とが確認された。さらに、各々の場合により、「プレー
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ンjは甘味付与の目的で添加物が用いられていないこと

を示していたり、香料無添加、着色料無添加、あるいは

製品が「塩味Jでないことを示していたりする。

文書 CX/FA 09/ 41113の16～ 18段落の勧告に示さ

れる通り、食品カテゴリー 01.0（食品カテゴリー 02.0

の製品を除く、乳製品および類似製品）、 15.1（ジャガ

イモ、穀類、小麦粉、（根、塊茎、豆類、豆果に由来す

る）デンプンを基にしたスナック類）および15.2（被覆

ナッツ類およびナッツミックス（例えば、乾燥果実との）

など加工ナッツ類）の名称および説明を改訂することが

合意された。改訂は主に修辞上のものである。委員会の

第32回にて採択するため、これらの改訂された食品分

類名および説明を諮ることが合意された（付属文書XII参

照）。

v）サゴ粉

時間的制約のため、サゴ粉が食品カテゴリー 06.2.1

「小麦粉jの対象となるかどうかについて明確にし、当

該食品分類の説明を、次回において改訂するべきである

かどうかについて決定した（議題2および4参照）。

2）コーデックス個別食品規格の添加物条項と GSFAの

不整合に関する課題の特定と勧告に関する討議文書

（議題 10b)

時間的制約のため、 CCFAはスイスが準備した討議文

書について検討しなかった。

CCFAは、次回における検討およびコメント用に、改

訂版の討議文書を作成することを目的として、全メン

バーおよびオブ、ザーパーを対象とした英語のみで行われ

るスイス主導の電子WGを設けることが合意された。

3）食品添加物の同一性および純度に関する規格と INS

における物質名の不整合に関する討議文書（議題

10c) 

電子WGを主導するデンマークが本WGの報告を紹

介した。本報告内容は CX/FA 09/ 41115に記す。本報

告には、時間的制約により、本部会の第 40圃会合にお

いて検討することのできなかった、 65の化合物の名称

不整合の決議に関する勧告が含まれている。 CCFAは、

INSに関する会期中 WGによって検討されていない本

報告の第 3、4、5、6ポイントの勧告について、検討し

なければならないことを確認した（議題7参照）。

i）勧告3:CCFAが添加物の使用を調査する

CCFAは下記を検証するための情報を要請することが

合意された：（i）全ての脂肪酸の塩分（INS470）、例え

If、アルミニウム、アンモニウム、カルシウム、マグネ

シウム、カリウム、ナトリウムを塩基としたものなどが

食品添加物として使用されている場合；（ii）無水以外の

硫酸アルミニウム（INS520）。提供された情報は、こ

れら食品添加物の名称不一致に対処するため INSの電

子WGによって用いられる。

ii）勧告4:JECFAが異名を含むことを検討する

CCFAはINS160b (i）「アナトー抽出物、ビキシン

タイプJ; INS 160b (ii）「アナトー抽出物、ノルビキシ

ンタイプJ; INS 469「セルロースガム、酵素加水分解

タイプjの名称および、 INS537「フエロシアン化ナト

リウム」； INS536「フェロシアン化カリウムJおよび

INS 535「フエロシアン化カルシウム」の個々の INSの

名称の別名としての同様な規格について検討することを

JECFAに要請することとした。

iii）勧告 5:JECFAが名称について再考する

CCFAは、規格における化合物の名称の変更は、

JECFA報告書および他の技術文書における化合物の識

別を困難にするなど問題を引き起こす可能性があること

から、これら変更には強力な規格が必要で、あることを指

摘した。従って、 CCFAはLーアスコルビン酸（INS

300）、クエン酸イソプロピル（INS384）、二リン酸塩

(INS 450 (i), (ii), (vi), (vii））について、 INSシステム

に含まれるものと、 JECFAによって用いられる食品添

加物の名称を一致させることと、一貫性のある方法でポ

リリン酸塩に名称を付けられないか、議論・検討するよ

う、 JECFAに要請することに合意した。

リボフラビンの合成物と天然物を区別する必要性が

疑わしいため、 CCFAは、合成リボフラビン（INS101 

(i））の名称の不一致に対処するよう INSの電子WGに

要請することに合意した。

iv）勧告 6:CCFAはJECFAに助言を求める

CCFAはJECFAにクエン酸塩（INS333 (iii））の

適切な名称に関する質問を参照し、欧州化学工業連盟

(The European Chemical Industry Council; CEFIC）に

よって提案された名称の一覧表を提供することに合意し

。
た

4）その他

コーデックス規格およびINSにおける化合物の名称不

整合に関するすべての問題に対処すべきであるとした。

今後さらなる不一致が起こることを防ぐため、CCFAは、

化合物を INSに追加する際、それらの名称を慎重に検
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討し、 JECFA規格が入手可能な際には、 JECFA規格

における名称を参照すべきであることが合意された。さ

らに、規格における名称の使用に向けて、 INSに記載の

名称を慎重に見直し、それらが適切で、ないと考えられる

場合には、本部会による対応を促進するため、理由を明

確に示すことが合意された。

(11）議題 11. その他の事項および今後の作業

1）食塩のコーテεツクス規格（コーテεツクス STAN150ー

1984) 

上記の規格のセクションの多くは、更新が必要で、ある

とされた。時間的制約を考慮、に入れ、次回、検討するた

め、規格を更新するための選択肢について簡単に述べた

短い討議文書を作成するとのスイスの申し出を受け入れ

。
た

(12）議題 12.次回会合の日程および開催地

第42回CCFA会合は、 2010年3月15日～19日まで、

中国で開催されることが仮決定した。開催地ならびに日

程の詳細はコーデックス事務局と相談のうえ、主催国政

府により決定される。

略歴

平川 忠（ひらかわ ただし）薬学博士

1979年東京大学大学院薬学系研究科博士課程修了

1979年米国国立癌研究所ポスドク

1982年東京都老人総合研究所客員研究員

1985年昧の素株式会社中央研究所

1995年経済協力開発機構科学技術産業局

1998年昧の素株式会社品質保証部

2005年 日本食品添加物協会
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FAD/WHO合同食品規格計画

第 3回コーデックス汚染物質部会報告

前サントリー株式会社

品質保証本部テクニカルアドバイザー

岩田修二

第3回コーデックス汚染物質部会は 2009年 3月23日～ 27日にオランダのロッテルダムにて開催された。以下

はその概要と結論である。

総会での検討事項

ステ ップ8およびステップ5/8の規格関連文書の案 ・原案

部会は以下の案件を総会に諮ることに合意した。

－食品中の汚染物質および毒素に関するコーデックス一般規格（GSCTF）の前文改訂原案（ステップ5/8)

・食品中のアクリルアミドの低減に関する実施規範案（ステップ8)

－：属製および直火乾燥工程による食品の多環芳香族炭化水素（PAH）汚染の低減に関する実施規範原案（ステップ

5/8) 

・コーヒーにおけるオクラトキシン A汚染の防止および低減に関する実施規範原案（ステップ 5/8)

他の採択事項

部会は以下の案件を総会に諮ることに合意した。

－加工用およひ直接消費用のツリーナッツ（アーモンド、へーゼルナッツ、ピスタチオ）におけるアフラトキシン

汚染のためのサンプリングプラン ．サンブ。ル調整パラグラフ 10の修正案

新規作業の提案

部会は執行委員会を通じて、以下の新規作業を総会に諮ることに合意した。

・トウモロコ シおよび トウモロコシ製品おけるフモニシンの最大基準値および関連するサンプリングプラン

・核果蒸留酒中のエチルカーパメイト低減のための実施規範

・ツリ ーナ ッツにおけるアフラトキシン汚染の防止および低減に関する実施規範の改訂 （ブラジルナ ッツに関する

追加措置）

・食品および飼料中のメラミンの最大基準値

総会の関心事項

部会は以下の事項を合意した。

・CCMASでの討議を考え、 当部会ではナチュラルミネラルウ ォータ一規格にある化学物質についての分析 ・サン

プリング方法については検討しない。

－ブラジルナッツにおける総アフラト キシンの最大基準値提案原案を再ドラフ卜するべく差し戻し次回検討する。

Report of the 3rd Session of 

the Codex Committee on Contaminants in Foods 

SHUJI IWATA, Ph.D. 
(former) Technical Adviser 
Quality Assurance Division 

Suntory Limited 
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＊ 等 調齢 制齢 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

<SUMMARY AND CONCLUSIONS> 

ThθThird Session of the Codex Committee on Contaminants in Foods reached the following conclusions: 

Matters for consideration by the Codex Alimentarius Commission 

Draft and Proposed draft Standards and Related ’rexts at Steps 8 or 5/8 of the Pr。cedure
The Committee agreed to forward: 

• Proposed Draft Revision to the Prちambleof the GSCTF at Step 5/8; 

• Draft Code of Practice for the Reduction of Acrylamide in Foods at Step s; 

• Draft Code of Practice for the Reduction of Contamination of Food with Polycyclic Aromatic Hydrocarbons 

(PAH) from Smoking and Direct Drying Proc四 sesat Steps; 

• Proposed Draft Code of Practice for the Prevention and Reduction of O℃hratoxin A Contamination in Coffee 

at Step 5/8. 

Other matters for adoption 

The Committee agreed to forward the: 

• Amendments to Paragraph 10, Sample Preparation in the Sampling Plans for Aflatoxin Contamination in 

Ready-to-Eat τ'reenuts and τ'reenuts Destined for Further Processing: Almonds, Hazelnuts and Pistachios; 

Proposals for new work 

The Committee agreed to submit to the Codex Alimentarius Commission, through the Executive Committee, 

the proposal for the following new work on: 

. ＇加 aximumLevels for Fumonisins in Maize and Maize-Products and As回 ciatedSampling Plans”； 

• a“Code of Practice for the Reduction of Ethyl Carbamate in Stone Fruit Distillates" ; 

• a守e吋sionof the Code of Practice for the Prevention and Reduction of Afla旬xinin Tree Nuts (additional 

measures for Brazil nuts）”； and 

・＇'MaximumLevels for Melamine in Food and Feed”． 

Ma抗：ersof Interest to the Codex Alimentarius Commission 

The Committee agreed: 

• not to consider methods of analysis and sampling for certain chemical substances in the Standard for 

Natural Mineral Waters in view of discussions in the CCMAS (para.8); 

• to return the Proposed Draft Maximum Levels for ’fotal Aflatoxins in Brazil Nuts for redrafting, comments 

and consideration by the next session of the Committee. 

1. はじめに

第3回汚染物質部会は 2009年3月23日～ 27日、オ

ランダのロッテルダムにて開催された。議長には新た

にDr.Martijin W eijetens (Member of the Management 

Team of the Directorare of Food Quality and Animal 

Health, Ministry of Agriculture, Nature and Food 

Quality of The Netherlands）が就任した。

参加者は、 64メンバー園、 1メンバー組織（EC）、 13

国際組織からの 186名であり、日本代表団は農水省大臣

官房審議官山田友紀子氏をヘッドに農水省・厚労省・内

閣府食品安全委員会・東京国税局・（独）酒類総合研究

所からの総勢 10名で構成されていた。
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筆者は国際NGOである ICBA(International Council 

of Beverages Associations）のメンバーとして参加した。

第 29回総会（2006年）で当時の食品添加物・汚染物

質部会（CCFAC）を食品添加物部会（CCFA）と汚染

物質部会にCCF）に分離して以来、3回目の部会となっ

た。前週の 3月16日～ 20日には北京にて第 41回食品

添加物部会が開催されている。回数に大きな差があるた

め、コーデックスでの取り組み開始時期に大差があるよ

うに思われるが、 1963年に「食品添加物部会（CCFA）」

が発足し活動を開始して以来、初期から汚染物質につい

ても取り組んで、いた。そのウエイトが大きくなったた

め、 1987年には部会名が［食品添加物・汚染物質部会

(CCFAC)Jと改称された経緯がある。兄弟分のような
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関係なので、両者の開催回数の大きな違いは気になると

ころである（兄貴分は食品添加物部会であることは間違

いないのだが）。

2.議事の概要

仮議題は表 lのように用意されていた。

会場受付風景

例年通り、「食品中の汚染物質および毒素に関するコー

デックス一般規格（GSCTF）に関する情報と討議のた

めの作業文書（CF/3INF11) * 1Jが、日本とオランダに

より作成されている。個々の汚染物質に関する物性 ・毒

性概要・過去の検討経緯 ・現状と今後の対応等々の詳細

が記載されている文書であり、部会の全容を理解するの

に必須な文書である。

* 1 ftp://ftp.fao.org/ codex/cccf3/cf03 infle.pdf 

以下、議題毎の討議内容を記載する。

表 1 仮議題

Table 1 Provisional Agenda 

1 議題の採択

2 コーデックス総会およびその他の部会／特別部会からの付託事項

3 
FAO、WHO(JECFA含む）からの関心事項

その他の国際機関からの関心事項

食品中の汚染物質および毒素に関するコーデックス一般規格 （GSCTF)

4 GSCTFの前文改訂原案（N04-2006) →ステッブ 4

産業および環境的汚染物質

5 食品中のアクリルアミドの低減に関する実施規範原案（N06-2006) →ステップ7

6 
；属製および、直火乾燥工程による食品の多環芳香族炭化水素（PAH）汚染の低減に関する実施規範原案

(N07-2006) →ステップ7

かぴ毒

7 ブラジルナッツにおける総アフラトキシンの最大基準値の原案（Nll-2008) →ステ ップ4

8 
コーヒーにおけるオクラトキシン A汚染の防止および低減に関する実施規範原案（N12-2008)

→ステップ4

策定手続き舛の討議文書

9 (a) フモニシンに関する討議文書

(b) 清涼飲料中のベンゼンに関する討議文書

(c) 青酸グリコシドに関する討議文書

(d) ソルガム中におけるかび毒に関する討議文書

(e) アルコール飲料中のエチルカーパメイトに関する討議文書

一般問題

10 JECFAによる汚染物質および自然毒の優先評価リスト

11 その他の事項および今後の作業

12 次回会合の日程および開催地

13 報告書の採択
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本会議風景

口議題 1 議題の採択

冒頭、議長より、進行方法に付き以下の提案があり了

承された。

( 1）議題4の「GSCTF前文の改訂（ステップ4)J (EC 

をヘッドとする電子作業部会（e-WG）で検討さ

れてきた）、議題6の「PAH汚染低減実施規範（ス

テップ 7)J (e-WG、ヘッドはデンマーク）につ

いては、内容が多岐にわたり複雑であ るこ とか

ら、会期内作業部会（insession WG；以下「会

期内WGJ）で本会議前に調整したい。

( 2) JECFA (FAO/WHO合同食品添加物専門家会議）

の評価優先順位検討も例年通り会期内 WGを開

催する。

( 3）従って審議順をl→ 2→ 3→ 9abcde→ 5→ 4→

7→ 8→ 6→ 10→ 11→ 12に組み変える。

ブラジjレからは「ツリ ーナッツにおけるアフラ トキシ

ンの予防と低減の実施規範jの改定が提案され議題 11

で扱う こととした。

ECよりメラミンについて当部会でどのよう に扱うか

問題提起があり、議題 3のFAO/WHOの報告時の議論

も踏まえ、議題 11で扱う とととした。

口議題2 コーデックス総会およびその他の部会からの

付託事項

第2回部会から第 31回総会に諮った事項報告

総会に諮った案件 （ステップ8およびステ ップ518の

6案件、ステップ5の2案件、 2件の新規作業開始提案）

はすべて総会の採択 ・承認を得ている （総会での議論の

概要は「イルシー」誌No.95にて報告済）。

第31回総会およびその他の部会からの事項
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惨 Natural Mineral Water規格

総会において、個別食品（Commodity）規格「Natural

Mineral Water (CODEX STAN 108-1981) Jの、汚染

物質条項に相当する条項である「健康関連物質の基準

(16物質の個別最大基準値を規定し、物質群として記載

されている表面活性剤 ・農薬と PCBs－鉱物油・ PAH

については指定する分析法で検出限界以下と規定されて

いるが、その分析法はまだ明確にされていない）」につ

きケニアから問題提起があり、分析 ・サンプリング部会

にCMAS）・残留農薬部会（CCPR）・CCCFにて検討す

ることが要請された。

直前の 3月9日からの第 30回CCMASでも検討され、

本件につき各国に現状 ・必要性等の報告を求める回付文

書を出すことを決めていることから、当部会ではこれ以

上論議しないこととした。

砂 ダイオキシンおよびダイオキシン様 PCBs分析法

スクリーニング分析と確認法のパフォーマンス基準

につき従来から CCMASと連携して検討 してきてお

り、前々回部会では CCMASからの適用範囲等に関す

る質問につき検討 ・回答している。その回答を基にした

CCMASでの検討結果が報告された。各国におけるダイ

オキシンおよびダイオキシン様 PCBs汚染のモニタリン

グに有益な情報であることが確認された。

最大基準値の検討はしないとの当部会の過去の決定に

関して再度検討したが、現時点では GEMS/Foodsのデー

タベースへのデータ集積不足であり、これらデータが利用

可能になるまでは、これ以上の論議は行わないこととした。

砂 アーモンド、ヘーゼルナッツおよびビスタチオのた

めのサンプリングプラン

本案件は、執行委員会の勧告もあり、 CCMASの承認

が前回総会での採択後となっていた。事後の CCMASの

検討結果への対応のため、会期内 WGが行われ、試料粉

砕機器に関する制限の緩和に関する修正を決定、直接総

会に提案することとした。

口議題3 FAO、WHOからの関心事項およびその他の

国際機関からの関心事項

砂 メラミン

WHOより、2008年 12月に開催された FAO/WHO

による緊急科学専門家会議にて化学・分析 ・発生 ・暴露

等に関する評価が行われたことが報告された。会議は

TDI （耐容一日摂取量）として 0.2mg/kgbwを設定、多
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くの専門機関にて設定されている基準値（幼児用調整粉

乳 lppm，その他食品 2.5ppm）は健康保護に有効なもの

との結論を出している。

メラミンへの今後の対応が論議の焦点となり、「故意

による添加jを除外した形での食品・飼料中の最大基準

値を検討するとととなった。カナダをヘッドとした会期

内WGで新規作業としてのプロジェク卜文書の検討が

行われたが、 2日目の朝 8時からの WGであったにもか

かわらず満員で部屋に入れない状態になっていた。議題

11で最終的に審議され、新規作業として総会に諮るこ

ととなった。

満員の WG会場

砂 第 72回 JECFA

2010年 2月に開催される乙とが報告された。汚染物

質については、新規データによるアクリルアミド、評

価が古くその後のデータが反映されていないヒ素、汚

染物質部会から要請されているデオキシニパレノ ール

(DON）・フラン・過塩素酸、メチル水銀の低い PTWI（暫

定週間耐容摂取量）を考慮、した総水銀が評価される予定

である（議題 10・JECFA優先評価リスト参照）。

砂 食品業界における ‘活性塩素’の使用に関する専門

空包 4』A.
司、Z玄 口

CCFACおよび食品衛生部会（CCFH）からの要請

に基づく、塩素殺菌の功罪の検討で、 2008年 5月に

専門家会議が開催されている。概要報告（Executive

Summary）キ 2が出されているが最終的な報告書は 2009

年の予定である。

* 2 http:/ /www. 

砂 食品中の化学物質のリスク評価の原則と方法改定作業

国際化学物質安全性計画（IPCS）の環境保健クライ

テリア（EnvironmentalHealth Criteria; EHC）の 70（添

加物と汚染物質）、 104（残留農薬）の改定が進み、 ドラ

フト案が 2008年 6月にパブリ ックコメントを求めウェ

ブに公開された。11月には最終的な専門家会合が韓国

にて開催されており、 2009年中には発行される。

砂 食品産業におけるナノテク技術利用に関する専門家

d』i』

~＂＇ 

2008年 5月にコアメンバーによる予備会合を終え、食

品と農業での現在の利用状況とリスク評価方法に焦点を

あてた専門家会合＊ 3を2009年6月に開催する予定である。

* 3 http://www.who.int/foodsafety/fs manaεement/ 

meetings/nano iune09/ en/index.html 

砂 魚摂食の利害に関する専門家会議

第 38回CCFACの要請に基づき、第 29回総会（2006

年）で検討が依頼された案件である。難しい課題であり

予備検討に時間がかかったが、特定母集団（妊婦、胎児、

乳幼児、魚の高摂食者）に絞った助言を検討する専門家

会議を 2010年の早い時期に開催する予定である。汚染

物質部会は、この結果を踏まえて魚中のメチル水銀のガ

イドライン値の検討を再開することになっている。

砂 その他の FAO/WHO活動

メラミン事件における国際食品安全機関ネットワー夕

日NFOSAN）の活動状況、食品に関する科学的アドバイ

スのための国際基金（GIFSA）の状況報告があった。

砂 国際原子力機関 (IAEA）による海産食品安全のリ

スク分析のためのラジオト レーサ一、ラジオアッセ

イ応用に関する協力研究プロジェクトの報告

ラジオトレーサ一、ラジオアッセイを利用し、海洋生

物での金属、毒素に関する体内動態、食物連鎖等の問

題を IAEAと各国が協力して検討するプロジェク卜で

あり、 2007年 9月にスター卜している。牡掘、ホタテ、

頭足類等のカドミウム、有害藻類大量発生、麻療性員毒、

シガトキシン等に焦点をあて活動しており、大量の輸入

国である日本にとっても重要なものとなっている。

詳細は報告書＊ 4を参照されたい。

* 4 ftp://ftp.fao.org/codex/cccf3/cf0303ae.pdf 

口議題4 GSCTFの前文改訂原案（N04-2006）ステップ4

＜経緯＞

第 29回総会（2006年）で新規作業として承認された

もので、改定の目的は、 1）現在の前文を手続きマニュ

アルに載せるべき作業プロセスに関する部分と成果であ

る基準値そのものに関わる部分に分け、前者を手続きマ
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ニュアルに収録すること、 2）この部会にて使用してい

る補完的食品分類システムを改定すること、 3）手続き

マニュアルでの汚染物質に関する規定の最新化（特に、

新たに各部会で設定されているリスク分析に関する文書

との整合性確保）、 4）前文で使用している用語を手続き

‘マニュアルにて使用されている用語に合わせること等で

ある。

＜前回の結果＞

ECがヘッドの e-WGで策定された「GSCTF前文の

改定原案（補完的食品分類については別途検討）Jおよ

び「食品添加物部会・汚染物質部会に適用されるリスク

分析の原則（2005）への付表原案j の2つの文書を基

に本会議で討議された。 50ページを超える多岐にわた

る内容の文書であり、日本をはじめ多くの固から種々の

意見が出され、まとめることができなかった。結論とし

て本議題をステップ2に戻し、再度ECをヘッドとした

e-WGにて、ここまで触れていなかった前文での「飼料j

知里P扱い戎法当含め、．再Kラフ．トす；るζとと，なっ，た。

日本から汚染物質部会に適用される「補完的食品分類

ρ改定案」が出されていたが、提出が遅く e-WGで検討

できなかったため、次回に検討することとなった。

，＜今回の検討＞

改訂案文書の発行が遅かったため各国のコメントも

，ない状態であったこともあり、 ECを議長とする会期内

WGが開催され、提案原案の事前検討がなされた。日本

軍からの、改訂の目的に沿った内容にするための多くの提

案も受け入れられる等、整理は順調に進んだ。

補完的食品分類については前回、モロッコから世界税

闘機構（WorldCustoms Organization）の関税分類コー

ド（HSコード）利用提案も出されており、日本作成の現

行分類改定案との比較検討となった。日本から、 HSコー

ドは汚染との関連が深い植物の形状・加工状態等が考慮

されていないこと、 CCPRとの整合性等多くの問題のあ

ることを指摘したが、決め手にはならず、意見も少なく

平行線状態となった。議長は議長の個人的判断で、補完

的品目分類は、なくても対象となる食品の記述を明瞭に

する乙とにより CCCFの作業には支障を与えないとし、

乙の作業を中断することをこの会期内WGの結論とし、

Schedule II （食品分類別汚染物質基準値一覧表（食品添

加物一般規格（GSFA）の Table2に相当する））に関す

る記述を当面「食品中の汚染物質および毒素に関するコー

デックス一般規格（GSCTF)Jから削除することとした。
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本会議においても、会期内 WGの結論が特段の異議

もなく合意され、ステップ5/8として総会に諮ることと

なった。規格のタイトルは飼料を加味して、「食品およ

び飼料中の汚染物質および毒素の一般規格（GSCTFF）」

と改称された。

GSCTFでは、 ScheduleHは受け皿としての見出し

のみが記載されており、補完的品目分類が充実した時点

で中昧が作成される予定であった。行政だけでなくすべ

ての利害関係者が、簡単に、すべての汚染物質に関する

関連情報が分かる、唯一の規格を狙っていた（食品添加

物の GSFAと同じ思P）のであるが、個別食品から見

に行く場合の不便さは解消できなくなってしまう結果と

なった。 ECのWG議長は途上国からの提案であること

を配慮し、対立的議論を避けたと思えるが、近い将来再

度論議されるべきであろう。

口議題5 食品中のアクリルアミドの低減に関する実施

規範原案 ステップ7

＜経緯＞

実施規範は主としてポテトと穀類に焦点を当ててい

る。コーヒーも重要な暴露起源ではあるがアクリルアミ

ド低減のために利用できる有効な方法がまだないことか

ら、具体的内容はない。還元糖・アスパラギン・加熱温

度が生成の主要因であるが、食品にまつわる消費者の行

動（practice）が暴露量に大きな影響を及ぼすことから、

実施規範には消費者への助言・啓蒙に関する項目も盛り

込まれている。

く前回の結果＞

米国・英国をヘッドとした e-WGにより、第 1回部

会で検討された実施規範原案が再ドラフトされ討議され

た。ポテトおよび穀物ベース食品の 2つについて逐条

に審議が進められ、多くの意見に基づき修正が行われ

た。日本は対象とするユーザーの明確化を含む「範囲

(scope）」の項の新設、文書中の食品名称の整理、還元

糖濃度の影響の科学的記載等々の修正を提案した。最終

的に原案はステップ5に進められた。

コーヒーについては消費者が許容できる官能的特性の

変化の範囲内では有効な手段が見いだせていない。日本は

有効手段が見つからなければこの実施規範からコーヒー

を外し、別途、継続検討するべきとの意見を出している。

低減手段としての添加物では、アスパラギナーゼが

68JECFAで、 ADIは特定しないとの評価となったこと、
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米国ではFDAがGRASとの自己評価に反対しないこと

を表明したこと、ヨーロッパではフランスとデンマーク

が加工助剤として承認したこと等の情報が新たに記載さ

れた。特に練り生地（dough）での低減の有効な手段と

して推奨された（日本ではまだ食品添加物として指定さ

れてない（指定の要請がない））。

く今回の検討＞

導入部分に詳細な情報源としてFAO八肝10の「Acηlamide

Wormation NetworkJおよびEUの！Acrylan副eWorτnation 

BaseJが記載されているが、 CIAA(Confederation des 

Industries）の「AcrylamideTool BoxJも重要なものとして

追記することとなった。

砂 PotatoProducts 

原案では原料ポテトの還元糖含有量につき、ポテト

チップスで 0.3%、フライドポテトで0.4%以下等の具体

的数値目標が示されていたが、 ECから ALARAの原則

で行くべきとの意見が出され、数値目標は記載しないこ

とになった。

ICGMA (International Council of Grocery 

Manufacturers Associations）より Asparaginaseの有効

性（多量に使用した時の官能的な問題も含め）につき意

見がだされ、“insome case”で有効との表現に変えられ

た（穀物ベースの製品で、は変更はなかった）。

日本から「遠赤外線加熱」が有効で既に商業ベースで

使われていることを紹介、追記された。

フライドポテトを揚げる油の温度について、調理開始

時175℃以下の原案に対し、 140℃で調理開始、終了時

160℃以下という案が EC・ スイスから出されたが、調

理開始時 170～ 175℃以下で実際に揚げる温度は 140℃

で調理開始、終了時 160℃以下を狙うべきとされる等々、

低減のための製造時の詳細な条件が論議、合意された。

砂 CerealBased Products 

米国から窒素肥料の使用を抑えること、日本からはタ

イトルの修正が提案され追記された以外は問題なく合意

された。

砂結果

以上の論議の結果、ステップ5/8に進め総会に諮るこ

ととなった。コーヒーに関しては、低減の技術を開発中

である旨、記載されたのみであった。

日本に比べ、欧米はよりシリアスな問題として捉えて

いると思える。 2010年の 72JECFAではアクリルアミ

ドの最新のデータに基づく再評価が予定されているが、

この結果によっては基準値の策定等が提起される可能性

もあろう。

口議題6 蟻製および直火乾燥工程による食品の多環芳

香族炭化水素（PAH）汚染の低減に関する実

施規範原案 ステップ7

＜経韓＞

P AH (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons）の起源

は食品加工・調理（smoking,drying, cooking (roasting, 

baking, frying and barbecuing) ）と飲料水および環境（セ

メント工場、焼却炉、冶金、自動車排気ガス等）とされ

ており、この実施規範では嬬製（smoking）と直火乾燥

(direct drying）に限定し検討している。

デンマークをヘッドとする e-WGで検討されてきてお

り、前々回の部会では汚染を低減させる燃料木材の種類

等多くの情報が不足していたため、原案をステップ2に

戻し再度デンマークをヘッドとする e-WGによりドラフ

ト化することになった。

＜前回の結果＞

再ドラフトした案は HACCP(Hazard Analysis and 

Critical Control Point）システムを適用した管理の形式

をとっているが、日本から、 HACCPの用語がコーデッ

クスの定義に反する箇所や、 HACCPシステムそのもの

の誤用も多いこと、具体的規範があいまいであること等

の指摘文書が事前に出される等、問題の多い内容であっ

た。

本会議では、原案につき会期内 WGで事前に内容調整

することが決定され、会期内WGで討議・修正された案

を基に討議された。意見調整の実施的な要となった日本

のリードもあり、原案はステップ 5に進められた。

＜今回の検討＞

ステップ7での検討であったが、前回同様、米国、ブ

ラジル、日本等から多くの修正案が事前に出されていた

ため、会期内 WGにて事前調整を実施し、その結果を基

に本会議で討議された。各国コメント・事前調整の成果

もあり、ステップ8に進め総会に諮ることとした。

口議題7 ブラジルナッツにおける総アフラトキシンの

最大基準値の原案 ステップ4

＜経緯＞

第36回CCFACにおいて、アーモンド・へーゼルナッ

ツ・ビスタチオ以外のツリーナッツの最大基準値の検討是
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非の討議がおこなわれ、カシューナッツ・マカデミアン

．ビーカン等は、汚染が少なく国際貿易量も少ないこと

からブラジルナッツのみ検討対象とすることとなった。

＜前回の結果＞

ブラジルをヘッドとする e-WGにて 2回にわたり討議

文書が作成されてきたが、ブラジルナッツの特殊性の強

調、ヨーロッパの厳しい規制が貿易を阻害していること、

68JECFAの結果および諸データから、ブラジルナッツ

の総アフラトキシン含有基準値を 20μg/kgとしても消

費者には安全で生産者にとっても許容できる経済的影響

である等、問題指摘の多い内容であった。

最終的に、ブラジルナッツにおける総アフラトキシン

の最大基準値を設定する新規作業を次回総会に諮ること

とし、平行して、ブラジルをヘッドとする←WGにて提

案原案を策定、次回部会にて審議することとした。

＜今回の検討＞

文書が直前にしか提示されず、各国のコメント作成の

時聞がない状態であった。内容的にはブラジルナッツの

特殊性を根拠に、対象を殻付・なし、加工用・直接消費

用に分類、それぞれに 15～ 50μg/kgの基準値を提案

した。前回の他のツリーナッツでの基準値（直接消費用

10 μg/kg，加工用 15μg/kg）との関係等多くの問題指

摘があり、ステップ213に戻し、ブラジルが今回の部会

での意見を基に再ドラフトすることとなった。

ブラジルナッツはアマゾンの自然環境・地域社会に密

着した産物であり、野生の品もある等、かび汚染が起こ

りやすいのは確かである。「ツリーナッツにおけるアフラ

トキシン汚染の防止と低減の実施規範（CAC/RCP59-

2005）」においても、その特殊性から適正伐採規範（Good

Extractivistic Practice）等の項目を含む付属書が策定さ

れている。食品としての安全性との兼ね合いが難しいと

ころである（かびの発生しているものは除けて食べるの

で問題ないとの意見もあったが…）。

口議題8 コーヒーにおけるオクラトキシンA汚染の防止

および低減に関する実施規範原案ステップ4

＜経緯＞

第 1回部会にて、ブラジルをヘッドとした e-WG作

成の討議文書に基づき、防止と低減のための実施規範の

必要性が検討され、新規作業に進めるべく取り組むこと

が決められた。実施規範策定にあたってはFAOが策定

した「コーヒーにおけるかび形成防止のガイドライン

52一一 ILSINo.98 (2009.8) 

(2006) Jをベースとすること、すべての気候・農業条

件に適合するようすべてのコーヒ一生産国が参画するこ

と、最大基準値の必要性論議はこの実施規範が策定され

た後に行うべきであること等が確認されている。

＜前回の結果＞

ブラジルが作成した実施規範のアウトラインおよび新

規作業開始のためのプロジェクト文書を含む討議文書が

検討され、新規作業として総会に諮ることとなった。平

行してブラジルをヘッドとした e-WGにて実施規範の提

案原案（ステップ3）を策定、次回部会にて審議するこ

ととなった。

＜今回の検討＞

逐条に詳細が審議され、種々修正はあったが、大きな

問題はなく合意に達し、ステップ 518に進め総会に諮る

こととした。

口議題9 (a) フモニシンに関する討議文書

＜経韓＞

前回の部会にて、キューパから問題提起があり、ブラ

ジルをヘッドとした e-WGを編成、 JECFAで検討が可

能となるように、汚染問題の範囲・利用可能なデータの

概観を含む討議文書を作成することとなった。策定にあ

たっては、第四回 CCFAC(2000年）に提出された討

議文書を参考とすることとなった。

＜今回の検討＞

汚染の広がり（特にアフリカ等）と主食としての重

要性から、 トウモロコシとトウモロコシ製品の最大基

準値の設定とサンプリングプランの策定が提案された。

JECFAによる評価は 2001年（PMTDI(Provisional 

Maximum Tolerable Daily Intake ；暫定最大 1日耐容摂

取量）：一2μg/kg bw）に行なわれているが、より新しい

データを使用するべきとの意見が EC・ 米国から出され

た。 JECFAからも討議文書には最大基準値を考えるに

必要なデータが既に含まれているとの見解が示された。

日本は、大量の輸入国として重要な問題と認識してい

ること、日本独特の問題かもしれないが飼料用途が多い

ことも考慮されるべきとのコメントをしている。

トウモロコシとトウモロコシ製品におけるフモニシン

の最大基準値、サンプリングプランの策定を新規作業と

して総会に諮るとともに、 JECFAに最新のデータに基

-:5 < l'!iW¥i傾向こととした
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口議題9 (b）清涼飲料中のベンゼン（Benzene）に関

する討議文書

＜経緯＞

前回の部会にて、ナイジエリアから問題提起があ

り、ソフトドリンクでのベンゼン生成問題が討議され

た。ソフトドリンク業界団体（InternationalCouncil of 

Beverages Associations; ICBA）作成の低減ガイダンス

（ホームページに 8か国語で記載されている）が利用で

き、検討のスタートポイントとなり得ることが示された。

日本からは、むしろ添加物の問題として CCFAで検討

するべきではとの意見が出された。

部会はナイジエリアをヘッドとした e-WGを編成、関

連する知見の状況と問題の程度を明確にした討議文書を

次回部会に用意することとした。

＜今回の検討＞

討議文書では、より多くの園、気候変動（高温の影響）

を加味する等のデータの拡充とソフトドリンク業界との

連携を勧めるとともに、低減のための実施規範策定が提

案された。しかし、飲料中のベンゼン量では健康への懸

念が小さい乙と、暴露量全体への飲料の寄与率が小さい

こと、 ICBAの低減ガイダンスがあること等から新規作

業の必要性は少ないとの結論となった。

なお、温度と生成量の関係をより詳しく把握するべく、

各国、特に高温地域では継続してデータをとることが推

奨された。

口議題9 (c) 青酸グリコシド（Cyanogenicglycoside) 

に関する討議文書

＜経緯＞

第30回総会にて、ビターキャッサパ規格策定の審議

過程で問題提起があり、ビターキャッサパ等の個別食品

規格とは別に、食品中の青酸グリコシド一般に関する検

討が当部会に依頼された。前回部会にて、オーストラリ

アをヘッドとした e-WGを編成、討議文書を作成するこ

ととなった。

＜今回の検討＞

e-WGの結論としては「JECFAに公衆衛生との関連

の再評価を依頼し、その結果でリスクマネジメントの措

置を考えるべき」であった。

JECFAに食品および飼料中の青酸グリコシドとそ

の誘導体の存在量、シアン化水素（hydrogencyanide; 

HCN）の生体内での放出機構、シアン化水素の加工プロ

セスでの消長等の科学的情報を求めることとした。

口議題9 (d) ソルガム中におけるかび毒に関する討議

文書

＜経緯＞

前回部会にてスーダンから問題提起された案件であ

り、アフリカ諸国にとっては主要作物でもあり特に関心

が深い問題である。

途上国への分析技術等の能力開発の必要性も強調さ

れたが、最大の問題は必要なデータの収集であること

が確認された。 FAO/WHOへの協力要請は強かったが、

FAO/WHOは、重要性は認識しているが、資金等の必

要原資不足が問題との見解を示した。日本は、第 35回

CCFAC (2003年）でもスーダンから同じ提案があり、

討議文書を作成することになっていたが、発生データを

提供したのは日本だけで、結局討議文書は作成されな

かった経緯を指摘、乙の国際貿易からも非常に重要な問

題解決には各国のデータ提供の協力が必須で、あるとの見

解を表明した。

最終的にチュニジアをヘッドとした e-WGを編成、討

議文書を作成することになった。

＜今回の検討＞

討議文書が会場で配布されるという極端に遅いケース

となり、各国の検討も充分できない状況であった。チュ

ニジアは、特にフモニシンとアフラトキシンが問題であ

ること、「穀物におけるマイコトキシンの予防と低減の

実施規範（CAC/RCP51-2003）」の導入がソルガム中

のマイコトキシン削減のスタートとなるが、将来、最大

基準値を設定するためにも JECFAによるリスク評価が

要るとの見解を示した。

JECFAは暴露量評価が必要で、、そのためのより多

くのデータが必要との見解を示した。データについて

はスーダン・ブラジル・チュニジアから提出されたが

JECFAでの評価には不充分な状況であった（日本が過

去提出したデータは抜けていた）。

前出の実施規範にソルガムに関する特別付属書を追加

作成する案もあったが、チュニジアより再度討議文書を

作成、次回検討したい旨の提案があり了承された。

口議題9 (e）アルコール飲料におけるエチルカーバメ

イトに関する討議文書

＜経緯＞
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前回部会でドイツから問題提起があった。アルコール

飲料におけるエチルカーパメイトについては、第 1回部

会でもロシアから同じ指摘があったが、 64JECFAでの

評価で一般的母集団への健康リスクはなく、アルコール

飲料摂取量の高い母集団への影響が考えられる（might

be）程度との結果が出ているとして部会としては取り上

げなかった。

IARCの評価が 2Bから 2Aになったこと、 EFSAで

のデータ収集と再評価がおこなわれた乙とから再度、提

起されたものである。カナダが討議文書の作成に賛成、

部会はドイツをヘッドに e-WGを編成、乙の部会でどの

ように、どの程度まで扱えるかの見解を含めた討議文書

を次回部会に用意することとした。

＜今回の検討＞

e-WGより含有量の多い核果果実（stonefruit）蒸留

酒につき、目標を lmg/Lとした低減実施規範策定が提

案された。極端に含有量の高い小規模生産者への対応を

指向しているようで、特段の意見なく、数値目標は除い

た内容でプロジェクト文書を作成、実施規範策定の新規

作業開始を総会に諮ることとした。

口議題 10 JECFAによる汚染物質および自然毒の優先

評価リスト

＜前回の結果＞

J会同事務局からは、現在の優先評価リストに収載

されている物質の評価に必要なデータの大部分が 2008

年末にしか集まらない乙とから、当面は汚染物質評価の

予定を入れていないが、 2009年には汚染物質評価を実

施する予定である旨の報告があった。

砂 デオキシニバレノール（DON）、フラン、過塩素酸

この3物質をこのままリストに残すことに同意した。

DONの発生データについては 2008年末には入手できる

こと、既にいくつかのデータは GEMS/Foodのデータ

ベースに取り込まれていることが報告された。

砂 フェニルヒドラジン（アガリチンを含む）

本物質については、優先度が低いこと、データがアッ

プデートされていないことから、リストから削除するこ

ととした。

砂 3・ク口口プロパンジオール（3-MCPD）の工ステル体

3-MCPDの脂肪酸エステルをリストに追加することに

同意したが、利用できふるデータが少ないこと、動態研究

と暴露量データ収集がまだ進行中であることから、高い
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優先度とはしないこととした。

＜今回の検討＞

砂 DON、フラン、過塩素酸

72JECF A (2010年2月）で評価されるのでリストか

ら外した。 3-MCPDエステル体はデータが揃わないの

で評価は次回以降となる。

砂フモニシン、青酸グリコシド

今回の部会での論議の結果としてリストに追記され

た。

砂鉛、カドミウム

オランダを議長とする会期内WGでの討議の結果、米

国提案の鉛とEC提案のカドミウムがリストに追加され、

それぞれ高い優先順位がつけられた。鉛については血中

濃度 10μg/dl以下でも影響（知能・行動学的）がある

との最近の研究結果があることから、 10μ g/dl以下で

の用量依存性の検討が求められている。カドミウムにつ

いては、 EFSAが直近のデータ解析結果で耐用週間摂取

量（TWI）を 7μg/kg bwから 2.5に引き下げる試案を

示している。また 2010年末には IAEAによる海産品の

データも利用可能となる。

尚、次回の JECFAでの汚染物質関連評価は 2011年

の73JECFA以降になる。

口議題 11 その他の事項及び今後の作業

ツリーナッツにおけるアフラトキシンの予防と低減の実

施規範（CAC/RCP59・2005）改定

ブラジルで規格および通商開発機構（Standardsand 

Trade Development Facility; STDF））による Project

SafeNutが完了し、その成果を基に本実施規範のブラジ

ルナッツ関連部分につきアップデートしたいとの提案が

あり、新規作業として総会に諮ることが合意された。次

回部会でステップ5/8にするべく、ブラジルが提案原案

を提出することとなった。

食品と飼料中のメラミンの最大基準値

会期内 WGでの検討結果を基に討議、新規作業として

総会に諮ることとなった。シアヌル酸、アンメライド、

アンメリン等の不純物としてのメラミン関連化学物質の

影響を勘案する必要はあるが、緊急性を考え、当面はメ

ラミン単独で進め、新たなデータが整った時点で再検討

することになっている。

新規作業として承認されることを前提にカナダをヘッ

ドとする e-WGにて提案原案（ステップ3）が作成され
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るが、最大基準値は、すでに国際的にも広く使用され

ている、食品・飼料で 2.5ppm、幼児用調整粉乳製品で

lppmを採用、作業の迅速化を図ることとした。 2010 

年中には規格化（次回部会にてステップ5/8に進める）

することが、新規作業のためのプロジェクト文書にて確

認されている。

口議題 12 次回会合の日程及び開催地

次回会合を 18か月後にしたい議長の雰囲気があり、

確定せず後日決定となった。日本をはじめとする多くの

国が迅速な作業の進行を考え 12か月後を主張している。

口議題 13 報告書の採択

事務局により作成された報告書＊ 5が審議され採択さ

れた。

* 5 ftp://ftp.fao.org/codex/ Alinorm09/al32 41e.pdf 

3.おわりに

平成 20年7月8日の薬事・衛生審議会、食品衛生分

科会食品規格部会にて厚生省は「食品中の汚染物質に係

る規格基準設定の基本的考え方」を示し、コーデックス

準拠から更に踏み込んで、コーデックス規格があるもの

は我が国も設定を検討・採用するとの基本方針を表明し

ている。この方針に沿って、カドミウム・総アフラトキ

シン・アフラトキシン Ml・ 鉛等の規格基準設定作業が

精力的に進められている。食品安全委員会も平成 21年

度の自ら評価の対象をオクラトキシン・デオキシニパレ

ノールおよびニパレノール・ヒ素と定め、コーデックス

との関連も含め食品安全の国際調和ヘタイムリーに活動

している。汚染物質部会の動向は、産業界にとってもま

すます重要なものとなってきていると思える。

略歴

岩田修ニ（いわた しゅうじ）農学博士

1964年東京大学農学部農芸化学科卒業

1964年サントリー株式会社入社

2001年サントリーフーズ株式会社取締役品質部長

2006年サントリー株式会社品質保証本部

テクニカルアドバイザー

2009年 ILSIJapan事務局次長

コーデックス連絡協議会（農水省・厚労省）委員

（財）食品産業センターコーデックス対策委員会専門委員
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FAQ/WHO合同食品規格計画

第3フ回コーデックス食晶表示部会報告

ILSI Japan事務局長

浜野弘昭

37回食品表景部会 2009年5月4日（月）ー8日（金）、カルガリ｛（カサーダ）

63か国、 ECおよび
24NGOから合計201名

（作業部会 5月2日）

（本会議）

The 37th Session of the Codex Committee on Food Labelling was held on May 4 -8, 2009 in Calgary, 

Canada. The session was chaired by Mr. Paul Mayers from this year in succession to Dr. Anne MacKenzie. 

It was attended by 201 delegates representing 63 member countries, one member organization (EC), and 24 

international non-governmental organizations. ILSI was represented by Messrs. S. Iwata and H. Hamano from 

ILSI Japan. 

• Implementation of the WHO Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health: 

(a) A draft list of nutrients that should always be declared on a voluntary or mandatory basis was developed, 

Report of the 37th Session of 

the Codex Committee on Food Labelling 
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HIROAKI HAMANO 

Executive Director 

ILSI Japan 
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with some nutrients left in square brakets for further consideration at the next session at step 3: 3.2.1.2 

The amounts of protein, available carbohydrate, fat, saturated fat, [trans-fatty acids], [sodiumu/salt], total 

sugars, [added sugars], and [dietary fiber]; 

(b) Issues related to mandatory nutrition labelling were discussed. There was no agreement to recommend 

mandatory nutrtion labelling at the Codex level. 

(c) Proposed draft recommended principles and criteria for legibility of nutrition labelling was discussed. The 

work continued with emphasis placed on the need for flexibility at the national level. It was returned to step 

3 for further consideration at the next session. 

(d) Discussion on labelling provisions dealing with the food ingredients identified in the WHO Global Strategy 

will continue with focus limited to the ingredients identified by the WHO: fruits, vegetable and legumes, 

whole grains, nuts, free sugars and salt(sodium). 

・Draft Amendment to the Guidelines for the Production, Processing, Labelling and Marketing of Organically 

Produced Foods: 

(a) Table 2 of Annex 2: Advanced to step 5A with retaining Rotenone with its restricted use. 

(b) Annex 1: Inclusion of Ethylene for other products was returned to step 6 for further consideration at the 

next session 

• Draft Amendment to the General Standard for the Labelling of Prepackaged Foods: Definitions on GM/GE 

Foods were retained at step 7 and Proposed Draft Recommendations for the Labelling of Foods and Food 

Ingredients Obtained through Certain Techniques of GM/GE were returned to step 3 for further consideration 

at the next session. 

・Matters referred to CCNFSDU for consideration: 

(a) inclusion of saturated fat and sodium in relation to NRV s for nutrients associated with risk of NCDs 

(b) establishment of claims for use for labelling relating to salt, trans-fatty acids and added sugars 

(c) development of principles for countries to evaluate criteria 1 "the ability of nutrition labelling to address 

public health issues" when addressing balancing national and global health issues 

1 .はじめに

第 37回コーデックス食晶表示部会（theCodex 

Committee on Food Labelling, CCFL)会議が、2009（平

成21）年5月4日（月）～ 8日（金）、カナダ、カルガ

リー（CalgaryTelus Convention Centre）で開催され、

63か国政府、 1国際組織（EC）および24国際機関から

合計201名が参加した。今会議より議長国カナダの議長

がDr.Anne MacKenzieから Mr.Paul Mayersに替わり、

バイオテクノロジー由来食品および食品成分の表示の問

題等困難な課題に対しての手腕が注目された。

日本からは、厚生労働省から池田食品安全部企画情報

課国際食品窒長、泉水基準審査課新開発食品保健対策室

専門官および吉倉、小池同省アドバイザーの 4名（農林

水産省は不参加）、 ILSIJapanから 2名の合計6名が参

加した。新型インフルエンザの影響からか、米国、カナ

ダは通常通りの編成であったが、メキシコは不参加。あ

るいは開催地の関係か、全体の参加国、人数共に少なめ

であった。

なお本会議に先立ち、 5月2日（土）に「食事および

運動と健康に関する WHO世界戦略」についての WG会

議が終日開催された。

各議題に関する討議内容および結論を以下に要約し

た（Reportof the Thirty-seventh Session of the Codex 

Committee on Food Labelling, ALINORM 09/32/22）。
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議題一覧：

「一一一一

議題 1.議題の採択

議題 2.表示部会への報告事項

議題 3. コーデ、ツクス規格案における表示事項の検討

議題 4. 食事および運動と健康に関する WHO世界戦略の実行に関する件

(a）表示するべき栄養素リスト（任意／義務）に関連する栄養表示ガイドライン（CAC/GL2-1985）の改定提案（ス

テップ4)

(b）栄養表示の義務化に関わる謀題に関する討議資料

(c）栄養表示の見やすさ、読みやすさの原則／適用規準に関する提案（ステップ4)

(d）「WHO世界戦略」で特定された食品成分の表示規則に関する討議資料

議題 5.有機食品の生産、加工、表示および流通に関するガイドライン

(a）付属書1への資材追加：エチレンのその他の果実への適用の追加（ステップ7)

(b）付属書2 表 2使用可能資材リストからのロテノン（Rotenone）の削除（ステップ4)

議題 6. バイオテクノロジー由来食品および食品成分の表示

(a）包装食品の表示に関する一般規格改定案（バイオテクノロジー由来食品の表示勧告案）：定義（ステップ7)

(b）バイオテクノロジー由来食品および食品成分の表示に関するガイドライン案：表示条項（ステップ4)

議題 7.食品表示に関連するコーデ、ックス・テキストの編集上の修正

議題 8. 包装食品の表示に関するコーデックス一般規格（CODEXSTAN 1-1985）の修正に関する討議資料一正味

量表示に関する国際法定計量機関（OIML) よりの推奨

議題 9. 一般規格食品を一部改変した食品の一般名称使用に関する討議資料

議題 10. その他の議題および次回会議予定

口議題 1.議題の採択

議題4「WHO世界戦略jについては直前（5/2）の

WGの報告書の内容検討に時間が必要なため後にまわ

し、また議題9については議題4の直ぐ後に討議するこ

と等の変更を行い、議題 1,2, 3, 5(a), 5(b), 7, 4(a), 4(b), 

4(c), 4(d), 9, 6, 8, 10の順とした。ただし、本報告書では、

当初の議題順に記載した。

口議題 2.表示部会への報告事項

》 栄養・持殊用途食品部会（CCNFSDU）から食物繊

維の定義が採択された旨、報告された。

》 Revisionof Codex Class Names and International 

Numbering System (CAC/GL 36-1989）の内容が報

告された。

口議題 3. コーテξツクス規格案における表示事項の検討

》 アジア地域調整会議からの下記規格案における表示

事項が検討された。

・ Proposed Regional Standard for Fermented Soybean 

Paste (at Step 5/8) 

・ Proposed Regional Standard for Edible Sago Flour 
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(at Step 5) 

》 加工果実野菜部会からの下記規格案における表示事

項が検討された。

・ Draft Codex Standard for Jams, Jellies, Mamalades 

(at Step 8) 

・ Draft Codex Standard for Certain Canned Vegetables 

(General Provisions at Step 8) 

・ Proposed Draft Annexes Specific to Certain Canned 

Vegetables (Draft Codex Standard for Certain Canned 

Vegetables) 

-Annex I Asparagus, Annex IV Green Peas, 

Annex V Heart of Palms-Palmito, Annex VI 

Mature Processed Peas, Annex VII Sweet Corn 

(at Step 5/8) 

》 以上を、原案通り承認した。

口謹題 4. 食事および運動と健康に関する WHO世界戦

略の実行に関する件

(a）常に表示するべき栄養素リスト（任意または義

務）に関連する栄養表示ガイドライン（CAC/GL2-

1985）の改定提案（ステップ4)
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》 本新規作業提案は、第31回CAC(Codex Alimentarius 

Commission ；食品規格委員会）総会但008）で承認さ

れた。

》 2008年7月に最初の電子 W G（ニュージーランド、

カナダを共同議長とし、アルゼンチン、オースト

ラリア、ブラジル、日本、マレーシア、メキシコ、

ポーランド、シンガポール、スイス、米国、 CEFS

(Comite Europeen des Fabricants de Sucre ；欧州砂

糖製造企業協会）、 EC、IDF (International Dairy 

Federation ；国際酪農連盟）、 IASDA (International 

Alliance of Dietary Supplement/Food Associations ; 

国際栄養補助食品協会連合）、 ICBA(International 

Council of Beverages Associations ；国際清涼飲料協

議会）が参加）が聞かれ、 9月に第一次討議資料、

2009年 2月に第二次討議資料が作成された。

》 本会議直前（5月2日）の WG会議の報告書を基に、

個別の栄養成分について検討した。

＊ たんぱく質や炭水化物は優先度が低いとの意見

もあったが、熱量、たんぱく質、炭水化物およ

び脂質については、糖尿病といった特定の集団

にとっては特に重要な情報であること等から、

4易 問蜘醐諮宮間粧品獄事晶E鵠

REV詑W

そのまま維持する乙とが合意された。

＊ 飽和脂肪については、全ての飽和脂肪の生理

作用は必ずしも同じではなくかえって消費者

を混乱させるとして否定的な意見もあったが、

WHO技術資料916に基づく同世界戦略では公

衆衛生（publichealth）の視点から重要とされ、

また消費者教育活動の補助ともなることからリ

ストに加えることが合意された。

＊ トランス指肪酸については、公衆衛生の視点か

ら重要ではあるが、製造業者による低減対策が

なされ摂取量も減少しており当該国にとっては

懸案とはなっていないとする意見と、 トランス

脂肪酸を飽和脂肪が代替する場合もあることか

ら飽和脂肪とトランス脂肪酸の併記が重要であ

るとする意見が出された。

* WHOよりトランス脂肪酸に関し” WHOScientific 

Update on Health Consequences of Trans-Fatty 

Acids”がEurope，αnJoumαl of αinU:al Nutrition 

の5月11日号（Volume63, Supplement 2）に掲載

されることが報告された。

W持OScientific U手dateon trans fatty acids: summary 
and conclusions 
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＊ 以上からトランス脂肪酸については［ l 付き

とし、上記WHO資料を考慮に入れて再検討す

ることとした。

＊ ナトリウム（食塩）については重要である

が、消費者の理解という視点から表示には食

塩（salt）を用いるべきであるとする意見と、

WHO世界戦略ではナトリウム摂取の低減とし

ており、科学的にも分析的にもナトリウムとす

るべきとの意見が出され、その際の消費者教育

の支援が重要とした。

＊ 食塩の表示はむしろ成分表示の方が適切ではな

いか、あるいはナトリウムと食塩の換算係数（食

塩相当）の導入の可否等の意見も表明された。

＊ 以上からナトリウム（食塩）については両者を

[ l付きとし、次回第 38回会議での討議に資

するためニュージーランド議長による電子WG

により検討することとした。

＊ 糖類／添加糖類（totalsu四 rs/addedsugars) 

については、両者は生理的、分析的に区別でき

ない。添加糖類（addedsugar）は別に扱うべき

であるとする意見と、 WHO世界戦略では free

sugarsの低減としており、また消費者の食品選

択に際し highin extrinsic or added sugars食品

の低減に資するとして添加糖類の表示を支持す

る意見が出された。

＊ 本件に関連し会議中に WHOの意向が聞い合

わされ、” WHOrecognizes that total sugars 

is the only practical way of labeling the 

sugars content of food since added cannot be 

distinguished analytically from intrinsic sugars. 

If the Committee wants to include both total 

sugars and added sugars, that' s fine although 

not sure of the benefits. But if they are 

debating to choose either total sugars or added 

sugars, it should be total sugars.”という WHO

のEーメールによるコメントが紹介された。

＊ 以上から、糖類（totalsugars）の［ ］は取り、

添加糖類については［ l 付きとした。

＊ 食物繊維については WHO世界戦略では特に言

及されておらず、その分析法について現在検討

中でもあり、その判断は各国に委ねればよいと

して反対する意見と、食物繊維は重要であり、
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消費者のより良い食品選択のために必要とする

意見が出された。部会としてはl l 付きとし、

次回に更に検討するとした。

＊ コレステロールについては WHO世界戦略では

特に言及されておらず、また心血管疾患との関

わりについても議論のあるところから WGにお

いてリストから削除する提案がなされ、そのと

おり承認した。

》 以上、栄養表示ガイドライン（CAC/GL2-1985）の

第 3.2項（栄養素リスト）について以下の改定案が

合意された（ステップ3）。

3.2.1.1 Energy value; and 

3.2.1.2 The amounts of protein, available carbohydrate 

(i.e. dietary carbohydrate excluding dietary 

fibre), fat, saturated fat, [trans・fa世yacids], 

[sodium/salt], total suga隠，［addedsugars], 

加 d[d刷aryfib陪］；

》 以上の議論を踏まえ CCFL部会として、 CCNFSDU

部会（CodexCommittee on Nutrition and Foods for 

Special Dietary Uses ；栄養・特殊用途食品部会）

に対し以下の点について検討を求めることとした。

・ NRV (Nutrient Reference Value ；栄養参照量）の

検討に際し、 NCD(Noncommunicable Diseases ; 

慢性非感染症疾患）のリスクに関わる栄養素とし

て飽和指肪およびナトリウムをリストに加えるこ

と。

・食塩（salt）、 トランス脂肪酸、添加糖類に関する

強調表示（claims）の基準を策定すること。

・“theability of nutrition labelling to address public 

heal th issues”の適用に関する原則を策定するこ

と。

(b) 栄養表示の義務化に関わる課題に関する討議資料

》 2008年 9月に電子 WG（オーストラリア議長、ア

ルゼンチン、ブラジル、日本、マレーシア、メキシ

コ、ニュージーランド、ポーランド、シンガポール、

スイス、米国、 EC、IDF、IASD A、ICBAが参加）

に対し、 1.Costs and Benefits、2.Application of 

Mandatory Nutrition Labelling、3.Implementation 

and Support Mechanisms、4.Compliance and 

Enforcement、5.International Trade Considerations 

について意見を求めた。
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〉 本会議直前（5月2日）の WG会議において引き続

き検討され、本会議においてオーストラリア議長よ

りその結果が報告され、引き続き検討された。

〉 栄養表示を任意とするか義務とするか等こういった

規則をいかに実施するかについては、消費者の理

解やその他種々の課題があり、各国の柔軟な対応

(flexibility at the national level)が望ましいとする

意見が多く示された。

》 ただし、これまでに出された意見や討議内容は、現

在 WHO世界戦略の視点からこういった制度の導入

を検討している政府にとって有用であることから、

その判断に資するようにオーストラリア議長が、こ

れまでの電子WGおよび今会議での討議を踏まえ以

下の点について取りまとめ、次回会議で検討するこ

とが合意された。

－栄養表示の義務化に伴う Costsand Benefitsにつ

いて

－栄養素義務表示が果たす公衆衛生上の役割につい

て

－栄養表示を義務化する食品（例えば包装食品）に

ついて

－適用に際して国により最も適切な方法がとれるよ

うにするための flexibilityを持つことおよびその

ための表示方法 (labellingschem巴s）について

・実施に際しての具体的な課題（resource,technical 

considerations, infrastructure, communication等）

について

・既存の貿易／通商関係との関わり、容易な貿易の

可能性（implicationsfor existing trading alliances, 

and as a possible facilitator to trade) 

(c）栄養表示（Labels）の見やすさ（Legibility）、読み

やすさ（Readability）の原則／適用基準に関する

提案（ステップ4)

〉 電子 WG（米国議長）に日本を含む 21か国政府お

よび8NGOが参加。第 1次 2008年9月および第 2

次2009年 3月に背景文書、関連テキストを含め課

題の提示および参加メンバーのコメントを求めた。

》 現行の関連テキストでは、「包装食品の表示に関す

るコーデックス一般規格（CODEXSTAN 1-1985) 

第8項（義務的情報の提示）および「栄養表示ガイ

ドライン（CAC/GL2-1985）第 3.4項（栄養成分

量の表示方法）が該当する。

〉 表題について、読みやすさ（Readability）というの

は消費者に個別的であることから削除し、見やすさ

(Legibility）のみとした。

〉 一般原則、記載順（熱量、総脂質、炭水化物、たん

ばく質、その他の栄養成分の順等）、フォント、言

語、表示単位（lOOg、lOOmlまたはサービングサイ

ズ当り等）、その他例外規定等について検討された

が、いずれも合意に至らず、次回会議で更に検討す

ることとした（ステップ 3）。

(d) fWHO世界戦略Jで特定された食品成分の表示規

則に関する討議資料

〉 本件はノルウェーを議長とした電子 WGの案件であ

るが、具体的な作業／討議は進展していないことか

ら、ノルウェーを議長とした電子 WGを再設置する

こととした。

》 「WHO世界戦略」（para.22）で指摘された食品／栄

養素は、果実、野菜、豆類、穀類、ナッツおよび糖

類（free/added sugars）、食塩（sodium）であり、

次回 38回会議での検討のため、新たな電子WG討

議を基にこれらに焦点を絞った討議資料を準備する

こととなった。

口議題 5”有機食品の生産、加工、表示および流通に関

するガイドライン

(a）付属書への資材追加：エチレンのその他の果実への

適用の追加（ステップ7)

第36回会議（2008）より

0 キウイとバナナは問題なくステップ8に進める

こととし、その他の果実（ドリアン、マンゴ一、

パパイヤ、パイナップル等）への適用が論議さ

れた。結論として、キウイとバナナはステップ8

に進め、第 31回CAC総会に諮り、その他の果

実についてはステップ6とすること。記載場所

は付属書 1（有機生産の原則）の C項（取り扱い・

貯蔵・輸送・加工・包装）の para82の最後とし

た。日本はキウイとバナナに限定することに賛

意を表明した。

〉 前回部会会議においてキウイとバナナは問題なく

ステップ8に進められ、総会でも採択されている

が、その他の果実（ドリアン、マンゴー、ノfパイヤ、
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パイナップル等）への使用（r匂eningof tropical 

fruits）がステップ6として残されている。

~ ECは充分な科学的根拠のもとに、① fordegreening 

of citrus、② assprouting inhibitor for onions and 

potatoes、③ forinduction of flowering in pineapple 

について適用拡大を支持した。

〉 日本はキウイとバナナに限定し、充分な科学的根拠

無しに適用範囲を拡大することには反対である旨を

表明した。

〉 米国は充分な科学的根拠の提示、評価を条件に、適

用範囲の拡大を支持、ただし、新たな科学的根拠が

示されるまで討議の延期を表明した。

〉 安易な適用の拡大に対する反対も多く、結局ステッ

プ6に戻し、次回 38回会議において科学的根拠／

妥当性（justification）について検討する乙ととなっ

た。

(b）付属書2 表2使用可能資材リストからの口テノン

(Rotenone）の削除（ステップ4)

第36回会議（2008）より

0 日本より、「有機食品の生産、加工、表示および

流通に関するガイドラインj付属書2表2使用

可能資材リストからのロテノン（Rotenone）の

削除に関する新規作業提案である。

0 表 2（植物害虫・疾病）に収載されているロテノ

ンにつき、日本から毒性（魚毒）を含む討議資料

が事前に文書で提出されており、一部に代替物

質がないため、水路への流入防止を条件に認め

るべきとの意見もだされたが、それらも含め新

規作業として検討することとし、第 31回CAC

総会に提案することとした。

〉 付属書E表2（植物害虫・疾病）に収載されている

ロテノンの削除につき、日本から提出された毒性（魚

毒）を含む討議資料をもとに検討され、一部に代替

物質がないため、水路への流入防止を条件に認める

べきとの意見もだされたが、それらも含め新規作業

として第 31回総会に新規作業として提案、承認さ

れた。

〉削除を支持する国：日本をはじめカナダ、ノル

ウェ一、 EC、ブラジル、アルゼンチン等。水路への

流入防止条項付で維持を支持する国：オーストラリ

ア、インド、ニュージーランド、米国等。
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》 なお、日本としては削除を提案しているが、同物質

は早期に分解され長期的な影響は限定的であるこ

と、地域によっては代替物質が無いことなどから、

水路への流入防止条項を加えることによる妥協案も

可とした。

》 結局、部会としては、水路への流入防止条項付でリ

スト収載を維持すること、および迅速手続きによる

ステップ5Aとし、第 32回CAC総会での採択を提

案することで合意した。

》 なお米国より、上記 5(a）にも関連してこういった追

加／削除等の課題について定期的な見直し制度の採

択の提案があり、議題 10その他の課題の項で検討

することとした。

口議題 6.バイオテクノロジー由来食品および食品成分

の表示

［これまでの経緯］

0 2007年2月のオスロでの物理的WGでは 7つの

表示方法と 9つの進め方の選択枝が提示された

だけで、実質進展はなかった。

0 2007年4月の第 35回表示部会ではこの結果を

踏まえた議論が行われたが、進展はなく、再度

物理的WGを2008年2月にガーナで開催するこ

ととした。

0 このガーナ WGの付託事項には新たに、現行コー

デックス文書、特に表示に関する文書が遺伝子

組換え食品の表示に充分なガイダンスを提供し

ているか否かの評価分析を行うことが追加され

た。米国、カナダ、ナイジエリアによる背景文

書（BackgroundPaper）が WGに先立つて配布

されることとなった。

0 2007年 10月に背景文書が CL2007/38-FLとし

て回付され、 2008年2月に WGがガーナで開催

された。背景文書の検討が行われ、背景文書の

抜粋を WGの結果（AppendixIll）として作成、

WGの報告書として本部会にて検討することとし

た。これ以外にはさしたる進展は無かった。

第36回会議（2008）より

［本会議での討議］

0 ガーナでの WG会議の結果をもとに議論は進め

られ、米国は、この議題の合意を得ることは困難

であることは明らかであること、この背景文書は

各国政府が GM/GEの表示のガイダンスとして

使用できるものであるとの見解を示し、 1991年
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のCACの要請（消費者に、“Modern”biotechnology

由来の食品をどのように知らせるかのガイドライ

ンの提供）への答えとしてこの背景文書を報告し、

この議題を中止するべきであるとの提案をした。

0 ECは15年もの歳月を費やしていることもあ

り、現在策定中の表示に関するガイドラインの

テキスト（Step4）を、ガーナでの WGの報告書

のAppendixEに全面差し替え、前文等の修正を

行って完成させるのがよいとL巧提案をした。

0 米国案にはカナダ、メキシコ、コスタリカ、コ

ロンビア、アルゼンチン、チリ、オーストラリア、

ニュージーランド、フィリピン、タイが賛成した。

0 EC案（AppendixEをもとに継続する案）には

アフリカ諸国、インド、南アフリカ、ブラジル、

ノルウエ一、スイス、シンガポ－）レ、インドネ

シア、日本等が賛成した。アフリカをはじめと

する賛成田の多くは、最終義務表示化を表明し

ており各国で同床異夢的な面もうかがえた。

0 安全性そのものを問題視する意見が散見された

こともあり、今回も議長はバイオ特別部会の吉

倉議長に同部会での最近の成果の報告を求めた。

吉倉議長からは昨年のバイオ特別部会で3つの

文書を完成させたことが報告され、表示と安全

性の関係では「モダンバイオテクノロジー由来

食品のリスクアナリシスの原則」の para19に「リ

スク管理手段には、食品表示、流通承認条件、上

市後モニタリング等を適宜盛り込んでも良い。J
との条項がある乙とが示された。

［結論1
0 議長の最終結論はやや迷走したが、議題5b）は

タイトルを「GuidelinesJから「RecommendationsJ

に変更、内容を CX/FL08/36/8のAppendixIII 

(CL2007 /38-FLのBackgroundPaperと合わせ

考える）に差し替え、ステップ3として回付、

各国のコメントを求めることとした。議題5a) 

はステップ7のままとすることとした。

0 この決定に対し米国は、これ以上文書（Appendix

III）が進展することは考えられず、回付しでも

従来と同じ議論になるだけであり、同意できな

いとの意見を表明した。

(a) 包装食品の表示に関する一般規格改定案（バイオテク

ノロジー由来食品の表示勧告案）：定義（ステップη

〉 米国をはじめカナダ、オーストラリア、ニュージー

ランド、アルゼンチン等から、同定義案は、その基

となっている文書が既に検討の対象とはなっておら

ず、意味を失っているとして、検討の中止を提案し

た。

》一方EU諸国をはじめとしてブラジル、マレーシ

ア、消費者を代表する幾つかの NGOグループは、

同定義は包装食品の表示に関する一般規格改定案

(CODEX STAN 1-1985) (General Standard for the 

Labelling of Prepackaged Foods, GSLPF）に含ま

れるべきものであり（第4.2.2項に関連条項がある）、

むしろステップ8採択を主張した。

》 日本から同定義の文案について、上記GSLPFとの

整合性から 2箇所の修正を提案したが、検討は次回

会議に持ち越された。

》 結局、結論は得られず、ステップ7を維持し、次回

第38回会議での継続討議とした

(b）バイオテクノロジー由来食品および食品成分の表

示に関するガイドライン案：表示条項（ステップ4)

〉 背景文書（BackgroundPaper, CL2007 /38-FL)は

21頁からなり、バイオテクノロジー由来食品および

食品成分の表示と他のコーデックス規格との関連を

Q&Aを含めて解説している。勧告案（ALINORM

08/31122 Appendix VII)は乙れを 3頁に簡略化し

たものである。

》 上記の定義の場合と同様、オーストラリア、ニュー

ジーランド、アルゼンチン、米国等から、本案件は

既に 20年近くも議論してきたにも拘らず合意が得

られず、近い将来合意に至る可能性はほとんど無い。

これまで充てられてきた経済的人的資源は、今後

は例えばWHO世界戦略の実現といった問題に充て

る／集中することができるとして、討議の中止を主

張した。

》 一方、 EU諸国をはじめとした討議継続支持派は、

1991年以来一定の進展はあった。特に開発途上国は

バイオテクノロジー由来食品および食品成分の表示

に対するコーデックスのガイダンスを求めている。

背景文書（BackgroundPaper, CL2007 /38-FL)に

はこれまでの議論が反映されており、討議継続を主

張した。結局、討議継続支持派が多数であったとし

て、勧告案（ALINORM08/31/22 Appendix VlI）の

討議を開始した。

》 まず、官頭文書（Chapeau)1および2について、

多くの修正提案や要不要の議論が百出し、全く方向
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性が見えなくなったことから、議長から冒頭文書

(Chapeau) 1および2を全て削除し、本文のみとす

る提案がなされた。

〉 この議長の第 1の提案に対して討議の結果、部会の

合意が得られなかったことから、今度は第2の議長

提案として、情勢が好転するまで次回から最低3年

間（3sessions）の討議中断が提案された。

〉 第2の議長提案に対しでも部会の合意は得られず、

結局、現状の冒頭文書（Chapeau)1、2およびそれ

らに対する修正案を含め次回 38回会議で再検討と

なった（ステップ3）。この経緯／結論については、

第 32回 CAC総会においても議論される可能性があ

る。

口議題 7.食晶表示に関連するコーテεックス・テキス卜

の編集上の修正（EditorialAmendments to 

Codex Texts on Food Labelling) 

〉 コーデックス事務局より下記のコーデックス文書に

ついて、編集上あるいは整合性の観点からの修正提

案である。

・ General Standard for the Labelling of and Claims 

for Prepackaged Foods for Special Dietary Uses 

(CODEX ST AN 146-1985) 

・ General Guidelines on Claims (CAC/GL 1-1979) 

・ Guidelines on Nutrition Labelling (CAC/GL 2-

1985) 

・ Gudelines for the Production, Processing, 

Labelling and Marketing of Organically Produced 

Foods (CAC/GL 32-1999) 

〉 部会による更なる修正を行い、上記修正提案を承認

し第 32回CAC総会での採択を提案することで合意

した。

》 本件に関連し、各種のコーデックス文書において”

competent authority”とLEう表現が用いられている

が、同用語の定義付けをするべきである旨の意見を

CCFL部会から CACに対し申し入れることが合意

された。

口議題 8.包装食品の表示に関するコーテεックス一般規

格（CODEXSTAN 1-1985）の修正に関す

る討議資料一正味量表示に関する国際法定計

量機関（OIML）よりの推奨
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第36回会議（2008）より

0 国際法定計量機関（OIML) は包装食品の表

示に関連して、 R87:2004(Quantity of product 

in prepackages）及びR79:1997 (Labelling re-

quirements for prepackaged products (under 

review））の 2つの勧告を発行しており、これ

を踏まえ、コーデックスの「包装食品の表示に

関する一般規格（CODEXSTAN 1-1985 Rev. 

1-1991）」の用語の定義及び関連する 4.3項“

Net Contents and Drained Weight，，の改定を提案

した。

0 説明された改定案の骨子は以下の 3点である。

①包装材（packingmaterial) を「製品の使用

後に残される乙とを意図したすべてのものJ
と定義。

②正昧量（netcontent）を Quantityof Foods 

(Productから包装材をヲIiEたもの）に変え

る（netは重複しており不要との見解）。

① 固形量（drainedweight）以外の正味量（総

内容量）表示は消費者に意味があればmay

be declaredとする。

0 討議資料の提示が遅かったことから、次回議題

として論議することとなった。

〉前田部会会議において、国際法定計量機関

(International Organization of Legal Metrology, 

OIML) は包装食品の表示に関連して R87:2004 

(Quantity of product in prepackages）および R

79:1997 (Labelling requirements for prepackaged 

products (under review））の 2つの勧告を発行してお

り、これを踏まえ、コーデックスの「包装食品の表

示に関する一般規格（CODEXSTAN 1-1985 Rev. 1 

-1991)Jの用語の定義および関連する 4.3項“Net

Contents and Drained Weight ”における Container、

Liquid medium、Packingmaterial、Prepackage、

Quantity of food in a prepackage等についての修正

提案である。

〉 時間の関係で個々の項目についての討議はできなかっ

たことから、既に示されている文書によるコメントを

含め、国際法定計量機関により次回第38回会議のた

めの討議資料を修正、再提出することが合意された（本

件を、 CCFL部会の新規作業とするか否かについては

何ら決定されていないという条件付きで）。
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口議題 9.一般規格食品を一部改変した食品の一般名称

使用に関する討議資料

》 カナダによる電子WGの結果に基づく討議資料と新

規作業「包装食品の表示に関するコーデックス一般

規格（CODEXSTAN 1-1985 (Rev. l-199l))Jの

4.1項（TheName of the Food）の改定の提案である。

ただし、以下のコーデックス食品規格には、規格化

食品と類似の食品の名付け方の指針が既に含まれて

いることから、これらの食品については、本修正案

の対象から除外される。

－「乳製品の用語の使用に関するコーデックス一般

規格（CodexStan 206-1999) Jにおいて規定され

ている「乳・乳製品規格j

. Iチョコレートおよびチョコレート製品に関する

コーデックス規格（CodexStan 87-1981, Rev. -

2003) J 

〉 コーデックス規格に基づく規格化食品と改変された

食品（名称）の具体例として次の食品が挙げられて

いる。

〉 作業の継続を支持する意見として、 WHO世界戦略

の実施に関わっている、消費者保護のためルールが

必要、 CCFLとして（各個別食品部会に対する）横

断的なガイダンスが必要、産業界にとっても製品開

発の動機付けとなる等が表明された。

テへナ（Tehena）地域規格

リンゴソース缶詰（17)

スウィートコーン缶詰（18）、

豆およびワックス豆（16)

食用キノコおよびキノコ製品（38)

パイナップル缶詰（42)

ジャム、ジエリー、マーマレード規格案（79)

コーンビーフ（88）、ランチョンミート（89）、

調理済塩漬けハム（99)

栗缶詰および栗ピューレ（145)

栗缶詰および栗ビューレ（145)

マンゴー缶詰（159）、

トロピカルフルーツサラダ缶詰（99）、

フルーツ缶詰（78)

水溶性ココナッツ製品ーココナッツミルク

およびココナッツクリーム（240)

ファットスプレッド

およびブレンドスプレッド（256)

果実および野菜ピクルス（260)

〉 一方作業は必要ないとする意見としては、適用対象と

なる食品は限定されている、かえって消費者を混乱さ

せる、各個別食品部会で対処した方がよい、多様な食

品が対象となり横断的な視点からは極めて困難、結果

として食品添加物をより多く使用することとなり有用

性の欠如を引き起こしかねない等が表明された。

》 部会として本作業の継続についての合意には至らず、

個別食品部会（CodexCommodity Committees）およ

び調整部会（FAO/WHO Coordination Committees) 

の助言を求めることとした。

〉 今後の会議スケジュールの関係で、本案件は次々年

度第 39回会議で取り扱うこととし、次回第 38回会

議では、討議資料作成等のための電子 WGの設置お

よびその作業内容を検討することとした。議長のコ

メント“itwas not reasonable to either completely 

discontinue discussing the issue nor to request 

starting new work at the present time.”に気持ちが

表明されている。

口議題 10. その他の議題および次回会議予定

(a) 有機食品の生産、加工、表示および流通に関するガ

イドラインの第8.1項の定期的な見直し条項につい

て、そのプロセスを策定する件

》 米国提案の案件である。同ガイドラインの第8.1項で

Reduced fat tehena 

Sugar reduced sweetened apple sauce with added … 
Reduced fat canned sweet corn with butter 

Low salt fungi, Reduced salt salted fungi 

Canned pineapple in sugar reduced extra light syrup 

Sugar free jam with・・-, Reduced sugar 

Reduced protein corned beef 

Chestnut puree in sugar reduced extra light syrup 

Canned Mangoes in sugar reduced extra light syrup 

Sugar reduced mango chutney with added・・・・・・ 

Reduced fat coconut cream 

Reduced fat spread 

Fat reduced pickled fruit or vegetable with added・・・ 
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は4年毎の見直しを規定しているが、それでは遅延

が生じ非効率である。一方では、基本的には提案／

要請は常時可能であることから、より効率的な見直

しシステム／プロセスが望まれる。

〉米国が次回第 38回会議の討議資料を準備すること

で合意。

(b）有機食品の生産、加工、表示および流通に関する

ガイドライン付属書E表2にSpinosad,Potassium 

Bicarbonate and Copper Octanoateを追加する件

~ ECからの要請／提案である。部会として新規作業

とするには、本件に関し同ガイドライン第 5.1項の

適用についてより的確な根拠（justification）を示し、

改めて次回第 38回会議の討議資料を準備する必要

があるとした。

(c）有機食品に関し不正（fraud）が疑われた際の当該

行政機関聞の情報交換に関する件

> ECからの要請／提案である。本件はむしろ

CCFICS (Food Import and Export Certification 

Systems ；食品輸出入検査認証部会）で扱うべきで

あるとする意見がある一方で、CCFLでの取り扱いを

歓迎する意見が出された。

〉 コーデックス事務局の見解としては、 CCFL部会と

してこの様な案件を取り扱うことに持に障害は無い

が、最終的には ExecutiveCommitteeにおいて判断

されるとした。

> ECが次回第 38回会議の討議資料を準備することで

合意。

(d) エネルギードリンクの名称に関する件（Misleading

naming of energy drinks) 

》 エネルギードリンクと称し、カフェインやガラナなど

覚醒成分を含むが、低エネルギーの飲料は消費者の誤

認を招き、有害ですらある。この様な商品について、

CCFL部会においてより適切な名称等の取り扱いの検

討に関するナイジエリアからの要請／提案である。

〉 本案件は、かつて CCFLおよびCCNFSDUにおい

て討議され、特に CCNFSDUでは 2001年に作業の

必要がないとして結論付けている。

> IACFO (International Association of Consumer 

Food Organizations ；食品国際消費者機構）が、近

年では新製品の開発も進んで、きているとして、ナイ
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ジエリアの提案を支持し、次回第 38回会議のため

の討議資料／提案書の作成に協力を申し出たことか

ら、部会として了承した。

(e) 次回会議予定：

》 2010年5月第 l週、ケベック市で開催予定。

略歴

浜野弘昭（はまのひろあき）

1967年京都大学薬学部卒業

1967年エーザイ株式会社

1978年 日本ノボ株式会社

1985年 ファイザー株式会社

後に、カルタ一社、ダニスコ社による合弁により現社

名となる。

2003年ダニスコジャパン株式会社

学術・技術担当 最高顧問

2006年 ILSIJapan事務局長

コーデックス国際食品規格委員会食品表示部会及び栄養・特殊

用途食品部会における厚生労働省テクニカル・アドバイザ一、

「いわゆる栄養補助食品の取扱いに関する検討会j委員、東京

都食品安全情報評価委員会「健康食品J専門委員会委員、（財）

日本健康・栄養食品協会特定保健用食品部技術部会顧問、食

品保健指導士養成講習会講師。
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ILSI東南アジア地域支部年次総会および

サイエンスシンポジウム 2009

ILSI Japan事務局長

浜野弘昭

ILSI東南アジア地域（ILSISoutheast Asia Region）支部の第 16回年次総会およびサイエンスシンポジウムが 2009

（平成 21)年 4月27日 （月）、 28日 （火）の両日シンガポール （SwissotelMerchant Court）で開催された。

MONDAY APRIL 27. 2009 

ILSI SEA Region Assembly of Members 
SCIENCE SYMPOSIUM 

Meeting 
Science, Technology and Public Health 

-Bridging the Gaps -

0900-0930 Registration 1400-1430 Welcome and Introduction 

0930-0945 W elcorne and Opening ILSI' s Role and Scientific Mission 

President' s Address 1430-1500 Translating Basic Research for Public Health and 

0945-1020 Assembly of Members Policy Development 

Meeting 1500-1525 From Applied Research to Public Health Policy -

1020 Close of Assembly of Lessons Learnt from Micronutrient Program 

Members Meeting 1525-1550 Nutrition Policy and Food Regulations -Data Gaps 

1020-1040 Extraordinary General and Implications for Research 

Meeting (EGM) 1550-1600 Q & A 

1040-1100 Morning Break 1600-1620 Afternoon Break 

1620-1645 Harnessing Science and Technology in Response to 

Joint Board of Directors & Executive Trends and Emerging Public Health Issues 

Committee Meeting 1645-1710 Industry Perspective on Consumer Science and New 

Technology Utilization for Improved Public Health 

1100-1230 l8t Joint BOD and EXCO 
1710-1735 Improving National Capacity and Best Practices for 

Meeting 2009 
Analyzing Food and Water Safety一Canwe do better? 

1230-1400 Lunch Break 
1735-1750 Q & A 

1750-1800 Closing Remarks 

ILSI Southeast Asia Region Annual 

General Meeting & Science Symposium 2009 

HIROAKI HAMANO 

Executive Director 

ILSI Japan 
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TUESDAY APRIL 28. 2009 

SCIENCE CLUSTERS I TASK FORCES 

Program Planning Session 

-Review of Scientific Priority Issues & Assessing Role and Impact -

0830-0845 Morning Coffee 

0845-0900 Welcome 

Overview and Objectives 

0900-0920 Highlights of Regional Program I Achievements 

0920-1015 Reports by ILSI SEA Region's Country 

Com mi仕ee

・ Australasia, Indonesia, Malaysia, 

Philippines, Thailand 

1015-1030 Morning Break 

1030-1040 Collaboration with ILSI Asia Branches 2009 -

Japan/Southeast Asia Region Collaboration 

1040-1055 Investigation of Commodity Food Standards 

and Analytical Methods in Asia by H. Hamano 

from ILSI Japan 

1055-1110 Community Project on Safe Water -Project 

SWAN by T. Togami from ILSI Japan 

1110-1115 Q & A 

第 1日目は ILSIJapanの場合と同様、上記のプログ

ラムに示すように、午前中に年次総会および理事会 ・執

行委員会合同会議、午後に外部講師を招聴してのサイエ

ンスシンポジウムが開催された。

2日目は、午前に ILSI東南アジア支部の地域別、国別、

午後には研究部会（Nutrientsin Health and Disease, 

Food Innovations, Food and Water Safetyおよび Self-

Care and Heal th）毎の 2008年事業報告および2009年

の活動計画が発表、討議された。

ところで ILSIにおいては、 ILSI各支部聞の連携が

68一一 ILSINo.98 (2009.8) 

1115-1230 Report on Feedback of Science 

Clusters 

Survey on Priority Issues and 

Briefing on Workshop Sessions 

1230”1400 Lunch Break 

SCIENCE CLUSTERS DISCUSSION 

1400-1500 Nutrients in Health and Disease 

Cluster 

1500-1545 Food Innovations Cluster 

1545-1600 Afternoon Break 

1600-1645 Food and Water Safety Cluster 

1645-1715 Self-Care and Health Cluster Update 

1715-17 45 Reports of Science Clusters 

Discussion Outputs 

1745-1800 Closing Remarks and 

Adjournment 

一つの課題として挙げられており、今回の同年次総会

に、「ILSIアジア支部における述携 2009-ILSI Japan 

と東南アジア地域支部の連携jのセッションが計画さ

れ、 ILSIJapanからCHP担当の戸上理事および筆者が

招待された。戸上理事からは、「JICAの草の根技術協

力事業として ILSIJapan CHPが行った、ベ トナムの 3

つの村で安全な水を供給し保健衛生環境を改善した事業

例（ProjectSW AN）について、その継続的成功モデル」

を紹介した。

また筆者から、今年度 ILSIJapanが予算獲得に成功
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した「農林水産省平成 21年度東アジア食品産業海外展

開支援事業［規格基準・分析方法等統一可能性等調査JJ

について紹介（スライド）し、 ILSIアジア支部におけ

る連携事業のモデルケースとして協力を要請した。なお

同事業について以下にその概要を紹介する。

農林水産省平成21年度東アジア食品産業海外展開支援事業

［規格基準・分析方法等統一可能性等調査］

事業の目的 ：国内市場の量的飽和と成熟化に直面している我が国食品産業の経営体質の強化や、国際競争力の強化

に向け、経営基盤を強化するため、人口増加と高い経済成長により魅力的な市場を形成しつつある東アジア地域に

おける事業の展開を支援、促進する。

調査概要・ 農林水産省の「東アジア食品産業活性化戦略jに沿い、東アジア地域での食材、食品の流通を拡大する

ため、これら地域における食品等の規格基準、その分析法や残留農薬等の分析方法が東アジア地域内で統一あるい

は調和されていることが望まれる。本事業では、東アジア地域の主要な国々での主たる食品等の規格基準や残留農

薬基準およびそれらの分析方法を調査し、それらの相違点および今後、統一あるいは調和を図るための課題を抽出

する。本調査結果は、調査対象とする当該国の調査専門家の協力を得ながら実施し、その結果はワークショップ等

で共有し、課題の理解を深める。

調査対象国： 東アジア地域諸国における市場性（人口等）、日本の進出企業動向、今後の将来性等から、特に中園、

韓国、インドネシア、シンガポール、 タイ、フィリピン、ベトナム、マレーシア（8か国）を中心とし、その他カ

ンボジア、ミャンマ一、ラオス、ブルネイ等にあっては、調査可能あるいは必要性に応じ調査する。

調査対象食品（群）： プログラム設計に際し、今後追加、修正の可能性はあるものの、当面、冷凍食品、水産加工

品、乳製品、飲料、食品添加物（香料を含む）等を対象とする。

実施方法 ：：本事業は、特定非営利活動法人国際生命科学研究機構（ILSIJapan）が中心となり、 ILSIの国

際的ネッ トワー夕、特に ILSISoutheast Asia Region (ASEAN諸国）、 ILSIFocal Point in China （中国）、

ILSI Korea （韓国）に参加を求め、調査を進める。
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略歴

浜野弘昭（はまのひろあき）

1967年京都大学薬学部卒業

1967年エーザイ株式会社

1978年 日本ノボ株式会社

1985年ファイザー株式会社

後に、カルタ一社、ダニスコ社による合弁により現社

名となる。

2003年ダニスコジャパン株式会社

学術・技術担当最高顧問

2006年 ILSI Japan事務局長

コーデックス国際食品規格委員会食品表示部会及び栄養・特殊

用途食品部会における厚生労働省テクニカル・アドバイザ一、

「L追わゆる栄養補助食品の取扱いに関する検討会j委員、東京

都食品安全情報評価委員会「健康食品J専門委員会委員、（財）

日本健康・栄養食品協会特定保健用食品部技術部会顧問、食

品保健指導士養成講習会講師。



会 報

・会報・

I .会員の異動（敬称略）

評議員の交代

交代年月日 社名 新 ｜日

健康科学開発研究室参事 セルフメディケーション研究開発

2009.5.8 大正製薬側 村上茂 企画部部長

金沢正和

2009.5.26 第一三共鞠
安全性研究所所長 安全性研究所所長

コ分一所厚司 虞鍋淳

D. ILSI Japanの主な動き（2009年4月～6月）

＊特記ない場合の会場は ILSIJapan会議窒

4月1日

4月2日

4月8日

4月9日

4月13日

。
4月20日

執行委員会

日本の食生活と肥満部会

情報委員会

第42岡 CODEX対策協議会

微生物研究部会

第3回毒性学教育講座（鰐淵先生）

食品リスク研究部会

「すみだテイクテン」ボランテイアスタッフ説明

4月24～ 27日 「TAKEIO!⑧」通信教育介入研究評価

5月7、8日 津和野町介護予防リーダー養成講座

5月13日 東京大学ILSIJapan寄付講座公開シンポジウム

5月14日 茶情報分科会

5月19日

ク

5月25日

情報委員会

東アジアプロジ、ェクト

食品微生物研究部会

* CHP「すみだテイクテン」フォローアップ教室（5/19,21, 22, 26, 27, 28) 

6月9日 理事会・執行委員会合同会議

（食品産業センター）

（サントリー）

（墨田区役所）

（北海道・日高町、真狩村）

（島根・津和野町）

（東京大学）

（墨田区6会場）
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6月9日 第5回「栄養学レビュー」編集委員会

6月11日 第43回CODEX対策協議会

6月16～19日 益田市介護予防リーダー養成講座

6月18日 東アジアプロジェクト

6月22日 食品リスク研究部会

今 第4回毒性学教育講座（中江先生）

6月23日 情報委員会

6月25日 日本の食生活と肥満研究部会

6月30日 バイオテクノロジー研究部会／植物分科会

* CHP「すみだテイクテン」フォローアップ教室（6/16,18, 19, 23, 24, 25) 

m. ILSI力レンダー

公開セミナー

これからの介護予防事業を考える

一入場無料一定員 100名（※事前申し込み制定員になり次第、締め切らせて頂きます）

2009年8月1日（土） 13:00～ 16:45 

KFCピル（国際ファッションセンター） 111会議室（東京都墨田区横綱 1-6-1)

（会場地図： http://www.tokyo-kfc.eo.jp/hall_map.html)

〈プログラム〉

13:00～ 13:30 

13:30～ 14:40 

14:40～ 14:50 

14:50～ 15:00 

15:00～ 15:40 

15:40～ 15：・55

これからの介護予防施策の展望

東内京一氏（厚生労働省老健局総務課課長補佐）

成功する介護予防に必要なものは何か

熊苔修氏（人間総合科学大学教授）

質疑応答ー 1-

Coffee break 

一般高齢者施策墨田区の事例

～「すみだテイク子ンj～

小野寺初枝氏（墨田区高齢者福祉課係長）

木村美佳（特非国際生命科学研究機構）

津和野町シル／〈一人材センターの取り組み

（女子栄養大学）

（食品産業センター）

（島根・益岡市）

（サントリー）

（墨田区6会場）

15:55～16:35 

16:35～ 17:00 

岩本文夫氏（一般社団法人津和野町シルバー人材セッター事務局長）

「TAKE1印刷プログラムのご紹介、 DVDの試写

質疑応答ー 2-
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IV.発刊のお知らせ

栄養学レビ、ユー（NutritionReviews日本語版）

第 17巻第3号通巻64号（2009/SPRING)

〈ウェイト マネジメントの現状〉

(GIの再評価）グリ セミ ックインデックスやグリ セミ ックロードを食事に関する

勧告の中に考慮すべきか？

（減量の矛盾）試験開始当初に健康な男女の意図的な減量による死亡率の増減

総 説：骨の健康におけるビタミンKの役割に関する最新情報

最新科学 ：ビタミンEの疾患予防効果の決定因子としての遺伝子多型

栄養素の摂取タイミングが運動の代謝反応に与える影響

．晴椅’F
ピタ~;.reco.司買．予蕗3・・＠
決定...として<I);・母子・・同一一一一官製．． ＠鶴淘タイミンク。
－刻。．反応に与える・・”.，・輔副闘．問V胸・・・－，自慢圃
備官室化ヘキνース.. 化倉・（AHC副＠褐臨ζ4時
マヲス＠・回・...＿司咽l.t"

一一一一一一山町一一

活性化へキソース関連化合物（AHCC）の補給によるマウスの感染後の生存率上昇

レスベラトロールと SIRTlの強力な新規活性化剤 その加齢と加齢に関連した疾病への効果

インスリン抵抗性の冗進と 2型糖尿病における脂肪酸の役割

定価：各 2,205円 （税込）（本体 ：2,100円 代引き送料： 200円／冊）

* ILSI Japan会員には毎号 1部無料で配布いたします

＊その他購入方法

ILSI Japan会員

非会員

ILSI Japan事務局にお申し込み下さい （1割引になります）

下記販売元に直接ご注文下さい。

（女子栄養大学出版部 TEL 03-3918・5411FAX: 03-3918-5591) 

V. ILSI Japan出版物

ILSI Japan出版物は、ホームページからも購入お申し込みいただけます。

下記以前の号については ILSIJapanホームページをご覧下さい。

(http://www.ilsijapan.org/ilsijapan.htm) 

わ 定期刊行物

［イルシー］

・遺伝子対応最適栄養とは何か一一推奨量は統計的平均値

．米国における研究行政～研究者のキャリアパス～

会報
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－食品成分によるがん予防：現状と展望

．食品成分による骨粗露症の予防

・ Symposium on Biotechnology & Nutritionally Enhanced Food and Crops 

• "The 5th Asian Conference on Food and Nutrition Safety 2008”に参加して

～食品安全委員会の取組みと今後の課題～

・2009年度 ILSI本部総会報告

－特定非嘗利活動法人国際生命科学研究機構

平成21年度通常総会議事録

－フラッシユ ・リポート

・ILSIJapan毒性学教育講座

－第4回ライフサイエンス ・シンポジウム

一日本の食生活と肥満研究部会報告会一

－食物繊維とプレバイオティクス

－共役目旨肪酸を蓄積するナタネの開発

．運動の抗肥満効果

・「特別用途食品制度のあり方に関する検討会報告書」について

. r「健康食品Jの安全性確保に関する検討会報告書jと安全性評価

．保健指導における行動変容支援スキルアップセミナー

～「LiSMl0！R」プログラムを利用して

・第 15回国際栄養士会議の概要と企業の取り組み

• FAO/WHO合同食品規格計画

第 30回コーデックス栄養・特殊用途食品部会報告

・ILSI主催＜ CCNFSDUプレ・コーテ、ックス・シンポジウム＞

栄養（油指、微量栄養素および食物繊維）と健康に関する最近の課題

：健康への有益性、推奨摂取量および定義

－研究部会トピックス

－茶情報分科会の発足

－バイオテクノロジー研究部会再スタート

－東京大学 ILSIJapan寄付講座「機能性食晶ゲノミクス」第E期がスタート

～「国際的機能性食品研究拠点」の構築を目指して～

－新刊！
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［栄養学レビ‘ユ一（NutritionReviews日本語版）］

栄種学レビュー第 17巻第3号通巻第94号（2009/SPRING)

《ウ工イトマネジメントの現状》

(GIの再評価）グリセミックインテヅクスやグリセミックロードを食事に関する勧告の中に考慮すべきか？

（減量の矛盾）試験開始当初に健原な男女の意図的な減量による死亡率の増減

総 説：骨の健康におけるビタミンKの役割に関する最新情報

最新科学：ビタミンEの疾患予防効果の決定因子としての遺伝子多型

栄養素の摂取タイミンク’が運動の代謝反応に与える影響

活性化ヘキソース関連化合物（AHCC）の補給によるマウスの感染後の生存率上昇

レスベラトロールと SIRTlの強力な新規活性化剤：その加齢と加齢に関連した疾病への効果

インスリン抵抗性の冗進と 2型糖原病における脂肪酸の役割

栄欝学レビュー第17：巻鎗2考古、過議第＇93号 ＇（2009/WIN暗 R)

《メタボと骨の知5れざる関係》

・骨によるエネルギー代謝の調節

総 説：穀類，豆類と体重管理：学術成果の包括的創設

プロバイオティクスの安全性：トランスロケーションと感染

栄養と胃がんのリスク：最新版

運動選手に対する免疫機能維持のための栄養学的忽支援

マクロ栄養素の代謝を制御する転写切り替え機構

αーリノレン酸の最新情報

最新科学：ビタミンDと血圧の関係：疫学的，臨床的，科学的忽根拠

会報
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わ安全性
誌名等 発行年月 備考

国際会議講演録 安全性評価国際シンポジウム 1984.11. 

研究委員会報告書
加工食品の保存性と日付表示一加工食品を上手においしく食べる話一

1995. 5. 
（「！LSI・イルシ－J別冊III)

研究部会報告書 食物アレルギーと不耐症 2006. 6. 

食品に関わるカビ臭（TCA）その原因と対策

!LSI Japan Report Series A Musty Odor (TCA) of Foodstuff : The Cause and Counterm聞 sure 2004.10. 

（日本語・英語合冊）

ILSI Japan Repo吋Series 食品の安全性評価のポイン卜 2007. 6. 

ILSIヨーロッパモノグラフシリ－t ADI、許容一日摂取量（翻訳） 2002.12. 

ILSIヨーロッパモノダラ7シリ－t 食物アレルギー 2004.11. 

ILSIヨーロッパモノデラフシリーズ
毒性学的懸念の闇値（TTC)

2008.11. 
一食事中に低レベルで存在する毒性未知物質の評価ツールー（翻訳）

その他 ビタミンおよびミネラル類のリスクアセスメン卜（翻訳） 2001. 5. 

食品中のアクリルアミドの健康への影響（翻訳）

そのイill (2002年 6月25～ 27日 FAO/WHO合同専門家会合報告書 2003. 5. 

Health Implication of Acrylamide in Food翻訳）

その他 好熱性好酸性菌－Alicyclobacillus属細菌一 2004.12. 

その他 Alicyclobacillus （英語） 2007. ~111Jifi-·y~lt/ 

わパイオテクノロジー
誌名等 発行年月 備考

国際会議講演録
バイオ食品一社会的受容に向けて

1994. 4. 建南社
（バイオテクノ口ジ一応用食品国際シンポジウム講演録）

研究部会報告書 バイオ食品の社会的受容の達成を目指して 1995. 6. 

研究部会報告書 遺伝子組換え食品Q&A 1999. 7. 

ILSI Japan Report Series 生きた微生物を含む食品への遺伝子組換え技術の応用を巡って 2001. 4. 

その他 バイオテクノ口ジーと食品（IFBC報告書翻訳） 1991.12. 建串社

その他 FAO/WHOレポート「バイオ食品の安全性J（第 1回専門家会議翻訳） 1992. 5. 建南社

その他
食品に用いられる生きた遺伝子紐換え微生物の安全性評価

2000. 11 
（ワークショップのコンセンサス・ガイドライン翻訳）

わ栄養・工イジング・運動

誌名等 発行年月 備考

国際会議講演録 栄養と工イジング（第 1回「栄養とエイジング」国際会議講演録） 1993.11. 建用社

国際会議講演録 高齢化と栄養（第2回「栄養と工イジングJ国際会議講演録） 1996. 4. 建串社

国際会議講演録 長寿と食生活（第3回［栄養と工イジングJ国際会議講演録） 2000. 5. 建南社

国際会議講演録 ヘルスプロモーションの科学（第4回「栄養とエイジング」国際会議講演録） 2000. 4. 建鼎社

「イルシ－JNo. 94 

国際会議講演録 ＜特集：第5回「栄養とエイジングJ国際会議講演録＞ 2008. 8. 

ヘルシーエイジングを目指して～ライフステージ別栄養の諸問題

国際会議講演録
ProαE剖 ingsof The 5th International Conference on ”Nutrition 加 dAging" 

2008.12. 
（第5回「栄養と工イジングJ国際会議講演録英語版） CD-ROM 
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栄養学レビ‘ュー特別号 ケロッグ栄養学シンポジウム「微量栄養素J一現代生活における役割一 1996. 4. 建吊社

栄養学レビ‘ュー特別号 「運動と栄養J一健康増進と競技力向上のために一 1997. 2. 建吊社

栄養学レビ、ュー特別号 ネスレ栄養会議「ライフステージと栄養J 1997.10. 建吊社

栄養学レビ、ュー特別号 水分補給一代謝と調節ー 2006. 4. 建吊社

栄養学レビ、ュー特別号 母体の栄養と児の生涯にわたる健康 2007. 3. 建吊社

ワーキング・グループ報告 日本人の栄養 1991. 1. 

研究部会報告書 パーム油の栄養と健康（「ILSI・イルシ－J別冊 I) 1994.12. 

研究部会報告書 魚介類脂質の栄養と健康（「ILSI・イルシ－J別冊JI) 1995. 6. 

研究部会報告書 畜産脂質の栄養と健康（「ILSI・イルシー」別冊IV) 1995.12. 

研究部会報告書 魚の油ーその栄養と健康一 1997. 9. 

ILSI Japan Report Series 食品の抗酸化機能とバイオマーカー 2002. 9. 

ILSI Japan Report Series 
日本人の肥満とメタボリツクシンド口ーム一栄養、運動、食行動、肥満生理研究ー

2008.10. 
（英語版 CD-ROM付）

ILSIヨーロッパモノダラ7シリ－;i:' 油脂の栄養と健康（付：脂肪代替食品の開発）（翻訳） 1999.12. 

ILSIヨーロッパモノグラフシり－;i:' 食物繊維（翻訳） 2007.12. 

そのイ也 最新栄養学（第5版～第9版） （“Present Knowledge in Nutrition，，邦訳） 建自社

そのイ也 世界の食事指針の動向 1997. 4. 建用社

そのイ也 高齢者とビタミン（講演録翻訳） 2006. 6. 

わ 糖類

誌名等 発行年月 備考

国際会議講演録
国際シンポジウム 糖質と健康

2003.12. 建串社
(ILSI Japan20周年記念国際シンポジウム講演録・日本語版）

国際会議講演録
Nutrition Reviews-International Symposium on Glycemic Carbohyarate and 

2003. 5. 
Health (ILSI Japan20周年記念国際シンポジウム講演録・英語版）

ILSI Japan Report Series 食品の血糖応答性簡易評価法（GR法）の開発に関する基酸調査報告書 2005. 3. 

ILSIヨーロッパモノグラフシリーズ 炭水化物：栄養と健康 2004.11. 

ILSI砂糖モノグラフシリーズ 糖と栄養・健康一新しい知見の評価（翻訳） 1998. 3. 

ILSI砂糖モノグラフシリーズ 甘味一生物学的、行動学的、社会的観点（翻訳） 1998. 3. 

ILSI砂糖モノグラフシリーズ う触予防戦略（翻訳） 1998. 3. 

ILSI砂糖モノグラフシリーズ 栄養疫学一可能性と限界（翻訳） 1998. 3. 

その他
糖類の栄養・健康上の諸問題

（ノ4m.J. C!in. Nutr., Vol. 62. No.1 (S), 1995 翻訳）
1999. 3. 

わ機能性食晶

誌名等 発行年月 備考

研究部会報告書 日本における機能性食品の現状と課題 1998. 7. 

研究部会報告書 機能性食品の健康表示一科学的根拠と制度に関する提言一 1999.12. 

研究部会報告書 上記英訳 2000. 8. 

ILSI Japan Report Series 日本における機能性食品科学 2001. 8. 

ILSI Japan Report Series 機能性食品科学とヘルスクレーム 2004. 1. 
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わ CHP

誌名等

TAKE10!R 高齢期における介護予防のための運動・栄養プログラム「TAKE1O!RJ冊子

TAKE10!R 
高齢期における介護予防のための運動・栄養プログラム「TAKE10!RJのかんたん

ごはん

TAKE10!R 
高齢期における介護予防のための運動・栄養プログラム「TAKE10!RJのかんたん

ごはん2

TAKE10!R 高齢期における介護予防のための運動・栄養プログラム「TAKE10!RJDVD基礎編

TAKE10!R 高齢期における介護予防のための運動・栄養プログラム「TAKE10!RJDVD応用編

TAKE10!R 
高齢期における介護予防のための運動・栄養プログラム「TAKE10!RJDVD基礎編

＋応用編（2枚組）

わその他
誌名等

その他 アルコールと健康（翻訳）
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発行年月

2002. 4. 

初版発行

2007. 6. 

第3版発行

2008. 2. 

2008. 2. 

2007. 4. 

2009. 4. 

2009. 4. 

発行年月

2001. 8. 

備考

備考



編集後記

イタリア、ラクイラ・サミットが終了した。成果に関しては種々論があるだろうが、ここ 4年間のサミット開催毎

に代表が遣うのは GS国で日本だけである。このように、政局が混迷しており、間近に控えた総選挙の結果はいか

に。しかし、問題は政局の不安定さによって、同地で開催された、日・ロ首脳会談における北方領土問題等にみら

れるように国際的な信用度の低下が危慎される。このような、政局が不透明で先が読めない状況においても消費者

基本法の施行時期が迫っている。また、もうひとつ理解に苦しむ健康食品の安全性確保に関する第三者認証協議会

が、まがりなりにも発足した。消費者にとって、食品の安全確保は万人が望むことであると同時に食品の健康維持

増進における有用性も当然関心が高いことであり、購買時の選択において正確な情報が必須である。さらに、グロー

パル化に伴って、食品の国際的な流通は種類・量とも増加する一方である。また、世界人口の増加、農地の砂漠化

に伴う、農作物栽培技術の改善に関する一手段としての遺伝子組換え技術を用いた食品の出番も、好むと好まざる

にかかわらず多くなってくることは明らかであろう。同様に、日本の政権がどのような方向性になろうとも、食品

に対する制度の合理性・国際性の観点につき、消費者庁も巻き込んで早急にすすめる体制を構築してもらいたいも

のである。

（朔）
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